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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】管状本体であって、本体の開口終端部の間に延
在するルーメンを画定する本体と、ルーメン内に囲い込
まれ、且つ管状本体の支持となる内型とを含む医療用呼
吸チューブを提供する。
【解決手段】内型１１１０は、コーティングされて封入
された内型であって、コーティング１１１１が内型を管
状本体１１０２に固定するものであってよい。内型は同
時に又は別個に、管状本体の一連の交互に並ぶ山及び谷
（例えば波形）を提供し得る。患者インタフェース（マ
スク又は鼻カニューレなど）をかかるチュービングに連
結することができる。患者インタフェースを動作位置に
固定するためのシステムもまた利用され得る。
【選択図】図２４Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状本体であって、前記本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体と、
　前記ルーメン内に囲い込まれ、且つ前記管状本体の支持となる内型と、
　前記内型を封入するコーティングであって、前記内型を前記管状本体に固定するコーテ
ィングと
を含む医療用呼吸チューブ。
【請求項２】
　前記コーティングと前記管状本体とが、前記チューブに沿って互いに可塑的に融着され
る、請求項１に記載の医療用チューブ。
【請求項３】
　前記内型の最外側周囲が、前記管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画
定する、請求項１又は２に記載の医療用チューブ。
【請求項４】
　前記波形管状本体の前記山が、前記内型の最外側周囲により画定される、請求項１～３
の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項５】
　前記内型が、巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせん巻きの
リブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結された、若し
くは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせである、請求項１～４
の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項６】
　前記管状本体が前記谷では前記内型から実質的に支持されず、前記山で前記内型により
支持される、請求項１～５の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項７】
　前記管状本体が通気性チューブであり、又は１つ又は複数の通気性熱可塑性ポリウレタ
ン又は通気性ポリアミド類などの通気性材料で形成され、又はそれから形成される、請求
項１～６の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項８】
　前記内型がらせん巻きの金属ワイヤであり、前記コーティングが前記ワイヤを封入する
、請求項１～７の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項９】
　前記コーティングが、前記管状本体と容易に結着する表面を提供する、請求項１～８の
何れか１項に記載のチューブ。
【請求項１０】
　管状本体であって、前記本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体と、
前記ルーメン内に囲い込まれた、且つ前記管状本体の支持となる内型であって、前記内型
の最外側周囲が前記管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する、内型
と
を含む医療用呼吸チューブ。
【請求項１１】
　前記管状本体が押出チューブである、請求項１０に記載のチューブ。
【請求項１２】
　前記管状本体が連続チューブである、請求項１０又は１１に記載のチューブ。
【請求項１３】
　前記波形管状本体の前記山が、前記内型の最外側周囲により画定される、請求項１０～
１２の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項１４】
　前記内型が、巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせん巻きの
リブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結された、若し
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くは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせである、請求項１０～
１３の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項１５】
　前記管状本体が前記谷では前記内型から実質的に支持されず、前記山で前記内型により
支持される、請求項１０～１４の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項１６】
　前記管状本体が通気性チューブであり、又は１つ又は複数の通気性熱可塑性ポリウレタ
ン又は通気性ポリアミド類などの通気性材料で形成され、又はそれから形成される、請求
項１０～１５の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項１７】
　管状本体であって、前記本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体と、
　前記ルーメン内に囲い込まれ、且つ前記管状本体の支持となる内型と
を含む医療用呼吸チューブ。
【請求項１８】
　前記内型がコーティングに封入され、前記コーティングが前記内型を前記管状本体に固
定する、請求項１７に記載のチューブ。
【請求項１９】
　前記コーティングと前記管状本体とが、前記チューブに沿って互いに可塑的に融着され
る、請求項１７又は１８に記載の医療用チューブ。
【請求項２０】
　前記コーティングと前記管状本体とが、前記チューブに沿った離散的な位置で融着され
る、請求項１７～１９の何れか１項に記載の医療用チューブ。
【請求項２１】
　前記コーティングと前記管状本体とが、前記チューブの長さに沿って実質的に連続的に
融着される、請求項１７～１９の何れか１項に記載の医療用チューブ。
【請求項２２】
　前記内型の最外側周囲が、前記管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画
定する、請求項１７～２１の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項２３】
　前記内型の最外側周囲が、前記管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷（す
なわち波形）を画定する、請求項１７～２２の何れか１項に記載の医療用チューブ。
【請求項２４】
　前記管状本体の前記山が、前記内型の最外側周囲により画定される、請求項２２又は２
３に記載のチューブ。
【請求項２５】
　前記管状本体の前記谷が、前記内型の間で内側に引き込まれた、前記管状本体の内側に
引き込まれた部分により画定される、請求項２２～２４の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項２６】
　前記内型が、連続的な長さ、１つ若しくは一連の半連続的な長さ又は一連の離散的な長
さである、請求項１７～２５の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項２７】
　前記内型が、巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせん巻きの
リブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結された、若し
くは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせである、請求項１７～
２６の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項２８】
　前記内型が、内部に前記ルーメンを画定する管状本体を支持する、請求項１７～２７の
何れか１項に記載のチューブ。
【請求項２９】
　前記内型が、前記管状本体の支持となる骨組又は内部支持構造である、請求項１７～２
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８の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項３０】
　前記管状本体が前記谷では前記内型から実質的に支持されず、前記山で前記内型により
支持される、請求項１７～２９の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項３１】
　前記管状本体の前記壁が、隣接する山の間に懸架される、請求項１７～３０の何れか１
項に記載のチューブ。
【請求項３２】
　前記管状本体が通気性チューブであり、又は通気性材料（例えば１つ又は複数の通気性
熱可塑性ポリウレタン又は通気性ポリアミド類）で、若しくはそれから形成される、請求
項１７～３１の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項３３】
　前記内型が、らせん巻きのリブ、又はリブ付き要素である、請求項１７～３２の何れか
１項に記載のチューブ。
【請求項３４】
　前記内型がらせん巻きの金属ワイヤであり、前記コーティングが前記ワイヤを封入する
、請求項１７～３３の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項３５】
　コーティングが、前記管状本体と結着することが可能な表面を提供する、請求項１７～
３４の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項３６】
　前記内型が、前記チューブの長さ（又は区間）に沿って変化するピッチを有する、請求
項１７～３５の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項３７】
　前記内型が、約１ｍｍ～約１．５ｍｍの隣接する巻き間のピッチを有するらせん巻きの
要素である、請求項１７～３６の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項３８】
　前記内型がらせん巻きの要素であり、前記要素が約０．１ｍｍ～約０．４ｍｍの直径を
有する、請求項１７～３７の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項３９】
　前記管状本体が約０．１ｍｍ～約０．２ｍｍの壁厚を有する、請求項１７～３８の何れ
か１項に記載のチューブ。
【請求項４０】
　前記管状本体が約３ｍｍ～約５ｍｍの外部直径を有する、請求項１７～３９の何れか１
項に記載のチューブ。
【請求項４１】
　前記管状本体が波形であり、前記波形は約０．１ｍｍ～約０．５ｍｍの深さを有する、
請求項１７～４０の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項４２】
　前記管状本体が、ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）（第４版、２０００年６月１日）
に従う屈曲による流れ抵抗の増加試験に合格することにより定義されるとおりの可撓性を
有する、請求項１７～４１の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項４３】
　前記チューブの終端部が鼻プロングと一体化され、前記鼻プロングが、使用者に呼吸ガ
スを送達するための鼻インタフェースとして使用者の鼻孔に挿入されるように構成される
、請求項１７～４２の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項４４】
　前記内型が、前記チューブ内のガスの加熱又はガスの特性の検知に好適な導線である、
請求項１７～４３の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項４５】
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　前記内型が導電性であり、好ましくは前記内型が電気駆動ヒータである、請求項１７～
４４の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項４６】
　前記内型が導電性部材又は電気駆動ヒータ又はセンサ（例えば１つ又は複数の流量セン
サ又は温度センサ又は湿度センサ又は圧力センサ）を含む、請求項１７～４５の何れか１
項に記載のチューブ。
【請求項４７】
　前記チューブが、ヒータ、又は電気駆動ヒータ（例えば電熱ワイヤ又は電熱回路）をさ
らに含む、請求項１７～４６の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項４８】
　前記内型が、１つ以上の個別の構成要素から構成される、請求項１７～４７の何れか１
項に記載のチューブ。
【請求項４９】
　前記内型が１つ以上の構成要素を含む、請求項１７～４８の何れか１項に記載のチュー
ブ。
【請求項５０】
　前記チューブが１つ以上の内型を含む、請求項１７～４９の何れか１項に記載のチュー
ブ。
【請求項５１】
　前記内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する前記内型のピッチの比が、約０．１
０～約０．５０である、請求項１７～５０の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項５２】
　前記比が約０．２０～約０．３５である、請求項１７～５１の何れか１項に記載のチュ
ーブ。
【請求項５３】
　前記比が約０．２８である、請求項１７～５２の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項５４】
　前記比が約０．２９である、請求項１７～５３の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項５５】
　前記内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例えば実際の内型要素又
は部材の直径）の比が約０．０２～約０．１０である、請求項１７～５４の何れか１項に
記載のチューブ。
【請求項５６】
　前記比が約０．０５～約０．０７である、請求項１７～５５の何れか１項に記載のチュ
ーブ。
【請求項５７】
　前記比が約０．０６である、請求項１７～５６の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項５８】
　前記外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深さの比が約０．０５～約０．０
９である、請求項１７～５７の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項５９】
　前記管状本体の特性が、チューブに必要な所望の可撓性及び／又は構造的支持に寄与す
る、請求項１７～５８の何れか１項に記載のチューブ。
【請求項６０】
　使用者の鼻孔に挿入されるように構成されたガス出口と、前記ガス出口に流体連結され
たガス入口とを有する少なくとも１つの鼻プロングであって、前記又は各プロングが前記
使用者の鼻孔の解剖学的湾曲に従うように付形される、プロング
を含む鼻カニューレ装置。
【請求項６１】
　前記鼻プロングが、使用者の鼻の下部での使用者の中隔との接触を回避するように付形
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される、請求項６０に記載の鼻カニューレ。
【請求項６２】
　前記鼻プロングが、使用者の鼻の内部構造との接触を回避するように付形される、請求
項６０又は６１に記載の鼻カニューレ。
【請求項６３】
　前記鼻プロングが、前記ガス出口を通る呼吸ガスの流れを使用者の上気道と実質的に整
列させるように付形される、請求項６０～６２の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【請求項６４】
　前記鼻プロングが、使用者の鼻孔内にほぼ上方且つ後方に延在するように付形され、前
記鼻プロングが少なくとも２つの変曲点を含む湾曲を有する、請求項６０～６３の何れか
１項に記載の鼻カニューレ。
【請求項６５】
　前記鼻プロングが、前記ガス入口と前記ガス）出口との間に延在するルーメンを画定し
、前記ルーメンの形状が、前記ガス入口における略円形から前記ガス出口における略楕円
形に変化する、請求項６０～６４の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【請求項６６】
　前記プロングが、前記ルーメンの断面積を最大化するように付形される、請求項６５に
記載の鼻カニューレ。
【請求項６７】
　前記カニューレが、使用者の上唇に沿って延在する支持体をさらに含む、請求項６０～
６６の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【請求項６８】
　前記カニューレが、使用者の矢状面に関して対称に離間された２つの鼻プロングを含み
、前記プロングが、使用者の上唇に沿って配置された共通の支持体上の基部から前記使用
者の鼻の下側で内方に延在する、請求項６０～６７の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【請求項６９】
　前記プロングが、前記支持体から前記使用者の中隔に向かって延在し、使用者の外鼻孔
の角を回り込んで使用者の鼻孔の中へと上方且つ後方に湾曲し、各プロングが略傾斜した
後方軌跡に沿って延在し、且つ前記使用者の上気道通路に対する前記ガス出口の向きを決
める２つの内外側方向の変曲点を通過する、請求項６８に記載の鼻カニューレ。
【請求項７０】
　前記又は各プロングが、前記使用者の外鼻孔の解剖学的形状に適合する異形の軌跡を有
する、請求項６０～６９の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【請求項７１】
　前記又は各プロングの第１の部分（又はフェーズ）において、前記軌跡が顔面の正中線
に向かって水平に動き、前記プロングの第２の部分（又はフェーズ）において、前記軌跡
が直接外鼻孔内へと頭頂部に向かって上方に湾曲し、前記プロングの第３の部分（又はフ
ェーズ）において、前記軌跡が外鼻孔の解剖学的湾曲に従い頭部に入り込むように巻き戻
り、及び第４の部分（又はフェーズ）において、前記軌跡が前記カニューレの中心に向か
って水平に傾き、前記流出口が前記使用者の上気道と整列する、請求項７０に記載の鼻カ
ニューレ。
【請求項７２】
　前記又は各プロングが、中心軌跡に沿って変化する断面を有する、請求項６０～７１の
何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【請求項７３】
　断面直径が、概して、前記第１の部分（又はフェーズ）から前記第４の部分（又はフェ
ーズ）の端部まで前記軌跡に沿って減少する、請求項６０～７２の何れか１項に記載の鼻
カニューレ。
【請求項７４】
　前記鼻カニューレが、使用者の顔面に載せるように構成された異形輪郭のバッキング材
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又は接顔パッドをさらに含む、請求項６０～７３の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【請求項７５】
　前記バッキング材又は接顔パッドが、実質的に使用者の顔面又は上唇領域に適合して湾
曲する輪郭となるように予め成形される、請求項７４に記載の鼻カニューレ。
【請求項７６】
　各プロングが、ガス供給源からの独立した流れを受け取ることが可能である、請求項６
０～７５の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【請求項７７】
　使用者インタフェース及び／又は前記使用者インタフェースに関連する構成要素（例え
ばチューブ又はチュービングなど）用の固定システムであって、二部品型の解除自在な取
付け（又は連結）装置を含む固定システムにおいて、前記装置が、
　皮膚パッチと使用者インタフェースパッチとを含み、
　　前記皮膚パッチは、患者側とインタフェース側とを有し、
　　　前記皮膚パッチの前記患者側は、使用者の皮膚に貼り付け可能であり（例えば接着
剤による、概して親水コロイドなどの皮膚に優しい接着剤である）、
　　　前記皮膚パッチの前記インタフェース側には、二部品型の解除自在な取付け又は連
結システムの第１の部品が提供され、及び
　　前記使用者インタフェースパッチは、インタフェース側と患者側とを有し、
　　　前記使用者インタフェースパッチの前記患者側には、前記二部品型の解除自在な取
付け又は連結システムの相補的な（ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔａｒｙ）第２の部品が提供され
、
　　　前記使用者インタフェースパッチの前記インタフェース側は、前記使用者インタフ
ェース及び／又は前記使用者インタフェースに関連する構成要素（例えばチューブ又はチ
ュービング）に取り付け可能（又は連結可能）である、システム。
【請求項７８】
　前記皮膚パッチの前記インタフェース側がフック又はループの一方を有し、及び前記第
２のパッチの前記第２の部品が前記フック又はループの他方を有し、従って前記第１及び
第２の部品（及びパッチ）が互いに解除自在に取り付け可能又は連結可能である、請求項
７７に記載のシステム。
【請求項７９】
　前記第１のパッチが使用者の顔面の皮膚に設置可能及び／又は取り付け可能である、請
求項７７又は７８に記載のシステム。
【請求項８０】
　前記使用者インタフェースパッチが使用者インタフェースに対し、又はそれと、設置可
能であり、又は取り付けられるか若しくは取り付け可能であり、又は連結される、請求項
７７～７９の何れか１項に記載のシステム。
【請求項８１】
　前記使用者インタフェースパッチが使用者インタフェースと一体形成され、又はその一
部を形成する、請求項７７～８０の何れか１項に記載のシステム。
【請求項８２】
　前記皮膚パッチ上の前記二部品型の解除自在な取付け又は連結システムの前記第１の部
品が、前記皮膚パッチの前記インタフェース側の約９０％未満を占有する、請求項７７～
８１の何れか１項に記載のシステム。
【請求項８３】
　前記二部品型の解除自在な取付け又は連結システムの前記第１の部品が、好適な接着剤
により前記皮膚パッチの前記使用者インタフェース側に接着され、又は接着可能である、
請求項７７～８２の何れか１項に記載のシステム。
【請求項８４】
　前記皮膚パッチの前記使用者側が、前記皮膚パッチを使用者の皮膚に貼り付ける又は接
着する皮膚に優しい接着剤（例えば親水コロイドなど）を有する、請求項７７～８３の何
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れか１項に記載のシステム。
【請求項８５】
　前記皮膚パッチが十分な範囲の表面を有し、従って前記表面が貼り付けの圧力、又は接
着力を、前記使用者の皮膚にわたり分散させる、請求項７７～８４の何れか１項に記載の
システム。
【請求項８６】
　前記皮膚パッチが、使用者の顔面に貼り付く又は接着するように構成される、請求項７
７～８５の何れか１項に記載のシステム。
【請求項８７】
　前記皮膚パッチが、前記使用者の上唇及び／又は頬に隣接して使用者の顔面に貼り付く
又は接着するように構成される、請求項７７～８６の何れか１項に記載のシステム。
【請求項８８】
　前記固定システムが、鼻カニューレ及び関連するチュービングを受け入れる及び／又は
固定するように構成され、前記チュービングが使用者の顔面の片側又は両側から延在する
、請求項７７～８７の何れか１項に記載のシステム。
【請求項８９】
　前記固定システムが、乳児又は新生児で使用するように構成される、請求項７７～８８
の何れか１項に記載のシステム。
【請求項９０】
　前記インタフェースに関連する前記構成要素が医療用呼吸チューブである、請求項７７
～８９の何れか１項に記載のシステム。
【請求項９１】
　前記医療用呼吸チューブが、請求項１～５９の何れか１項以上において定義されるとお
りである、請求項９０に記載のシステム。
【請求項９２】
　前記使用者インタフェースが鼻カニューレである、請求項７７～９１の何れか１項に記
載のシステム。
【請求項９３】
　前記鼻カニューレが、請求項６０～７６の何れか１項以上により定義されるとおりであ
る、請求項８３に記載のシステム。
【請求項９４】
　前記二部品型の解除自在な取付け又は連結システムの前記第１の部品が、前記皮膚パッ
チに固定される、又はそれに固定するための基材を含む、請求項７７～９３の何れか１項
に記載の固定システム。
【請求項９５】
　前記基材部分が少なくとも１つのスリット又は少なくとも１つのスロットを含み、前記
スリット又はスロットにより分離される基材部分の範囲を備える、請求項９４に記載の固
定システム。
【請求項９６】
　前記基材部分が、共に前記基材部分を蛇行状本体に分割する複数のスリット又はスロッ
ト又はその双方を含む、請求項９５に記載の固定システム。
【請求項９７】
　前記スリット及び／又はスロットが、少なくとも１組のスリット又はスロットの第１の
セットが基材の一方の縁部から基材内に延在し、且つスリット又はスロットの第２のセッ
トが前記基材の他方の縁部から前記基材内に延在するように前記基材に配置され、あるセ
ットの前記スリット又はスロットが、他方のセットの前記スリット又はスロットと交互に
配置され、従って前記スリット又はスロットと交わることなく一方の端部からもう一方の
端部に至る前記基材部分に沿った経路が、それらの端部間の直線より大幅に長いジグザグ
又は蛇行状の経路に従わなければならない、請求項９５に記載の固定システム。
【請求項９８】
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　前記複数のスリット又はスロットのうちのあるスリット又はスロットが湾曲している、
請求項９５～９７の何れか１項に記載の固定システム。
【請求項９９】
　前記スリット又はスロットの複数が湾曲しており、前記湾曲したスリット又はスロット
が実質的に平行に配置される、請求項９５～８８の何れか１項に記載の固定システム。
【請求項１００】
　前記スリット又はスロットが、前記基材部分の縁部から延び込むヘリングボーンのパタ
ーンに配置される、請求項９６～８８の何れか１項に記載の固定システム。
【請求項１０１】
　前記基材が、蛇行状のスリット又はスロットにより分離された部分に分割される、請求
項９５に記載の固定システム。
【請求項１０２】
　前記基材部分が、うず巻き状のスリット又はスロットにより部分に分割される、請求項
９５に記載の固定システム。
【請求項１０３】
　前記基材部分が、実質的に同心円に配置されたスリット又はスロットにより小部分に分
割される、請求項９５に記載の固定システム。
【請求項１０４】
　前記同心円の中心が、ほぼ前記基材部分の中心にある、請求項１０３に記載の固定シス
テム。
【請求項１０５】
　前記スリット又はスロットが前記基材部分を複数の島に分割し、各々が隣接する１つ又
は複数の島に細いブリッジによりつなぎ合わされる、請求項９５に記載の固定システム。
【請求項１０６】
　前記基材部分が、Ｓ字型スリットにより部分に分割される、請求項９５に記載の固定シ
ステム。
【請求項１０７】
　前記基材部分が、Ｔ字型スリットにより部分に分割される、請求項９５に記載の固定シ
ステム。
【請求項１０８】
　前記基材部分が、前記皮膚パッチの範囲の少なくとも７０％に及ぶ、請求項９４～１０
７の何れか１項に記載の固定システム。
【請求項１０９】
　前記基材の周囲を囲む最短経路を画定する境界について、前記基材部分が前記境界内の
範囲の少なくとも８０％に及ぶ、請求項１００～１０８の何れか１項に記載の固定システ
ム。
【請求項１１０】
　使用者インタフェースアセンブリであって、
　前記使用者インタフェース及び／又は前記使用者インタフェースに関連する構成要素（
例えばチューブ又はチュービングなど）用の固定システムと、
　前記インタフェースの使用者に呼吸回路の少なくとも一部を提供する、前記使用者イン
タフェースに連結されるチューブと
を含む使用者インタフェースアセンブリにおいて、
　前記固定システムが、二部品型の解除自在な取付け（又は連結）装置を含み、前記装置
が、
　皮膚パッチと使用者インタフェースパッチとを含み、
　　前記皮膚パッチは、患者側とインタフェース側とを有し、
　　　前記皮膚パッチの前記患者側は、使用者の皮膚に貼り付け可能であり（例えば接着
剤による、概して親水コロイドなどの皮膚に優しい接着剤である）、
　　　前記皮膚パッチの前記インタフェース側には、二部品型の解除自在な取付け又は連
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結システムの第１の部品が提供され、及び
　　前記使用者インタフェースパッチは、インタフェース側と患者側とを有し、
　　　前記使用者インタフェースパッチの前記患者側には、前記二部品型の解除自在な取
付け又は連結システムの相補的な（ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔａｒｙ）第２の部品が提供され
、
　　　前記使用者インタフェースパッチの前記インタフェース側は、前記使用者インタフ
ェース及び／又は前記使用者インタフェースに関連する構成要素（例えばチューブ又はチ
ュービング）に取り付け可能（又は連結可能）であり、及び
　前記チューブが、
　　管状本体であって、前記本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体と
、
　　前記ルーメン内に囲い込まれ、且つ前記管状本体の支持となる内型と、
　　前記内型を封入するコーティングであって、前記内型を前記管状本体に固定するコー
ティングと
を含む、使用者インタフェースアセンブリ。
【請求項１１１】
　前記インタフェースが、鼻カニューレである、請求項１１０に記載のインタフェース。
【請求項１１２】
　前記インタフェースが、１つ又は一対の鼻プロングを含む、請求項１１０又は１１１に
記載のインタフェース。
【請求項１１３】
　前記インタフェースが、請求項７７～１０９の何れか１項以上において定義されるとお
りの固定システムである・を含む、請求項１１２に記載のインタフェース。
【請求項１１４】
　前記チューブが医療用呼吸チューブである、請求項１１０～１１３の何れか１項に記載
のインタフェース。
【請求項１１５】
　前記チューブが、請求項１～５９の何れか１項以上において定義されるとおりである、
請求項１１４に記載のインタフェース。
【請求項１１６】
　前記インタフェースが、
　少なくとも１つの鼻プロングであって、使用者の鼻孔に挿入されるように構成されたガ
ス出口と、前記ガス出口に流体連結されたガス入口とを有するプロング
を含む鼻カニューレ装置であり、
　前記少なくとも１つの鼻プロングがバッキング材を含み、前記バッキング材が使用者の
顔面に載せるように構成される、請求項１１０～１１５の何れか１項に記載のインタフェ
ースにおいて、
　前記バッキング材の後表面の周囲の少なくとも一部の周りにリップが延在し、前記後表
面は、前記使用者インタフェースパッチを受け入れる又は保持するように構成され、
従って使用時、前記使用者インタフェースパッチを、使用者の顔面に固着された前記皮膚
パッチに、又は前記皮膚パッチと、解除自在に取り付け可能又は連結可能にし得る、イン
タフェース。
【請求項１１７】
　前記リップが遮断壁である、請求項１１６に記載のインタフェース。
【請求項１１８】
　前記リップが変形可能である、請求項１１６又は１１７に記載のインタフェース。
【請求項１１９】
　前記リップが、前記バッキング材に関連するプロングに実質的に隣接する領域の少なく
とも周囲にわたり延在する、請求項１１６～１１８の何れか１項に記載のインタフェース
。
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【請求項１２０】
　前記リップが、前記バッキング材の前記後表面の周囲にわたり延在する無端のリップで
ある、請求項１１６～１１９の何れか１項に記載のインタフェース。
【請求項１２１】
　前記リップが、一連の１つ以上の個別のリップである、請求項１１６～１２０の何れか
１項に記載のインタフェース。
【請求項１２２】
　前記１つ以上の個別のリップがリップ部分に隣接し、又はそれと接合しているか若しく
は重なっている、請求項１２１に記載のインタフェース。
【請求項１２３】
　使用時、前記リップが、前記バッキング材の前記後表面と前記使用者インタフェースパ
ッチのカニューレ側を向く表面との間に流体（例えば液体）シール、又は流体遮断壁を実
質的に形成する、請求項１１６～１２２の何れか１項に記載のインタフェース。
【請求項１２４】
　前記バッキング材が、使用者の顔面に載せるように構成された実質的に平面的な又は扁
平な又は異形輪郭（予め成形された曲面など）のバッキング材である、請求項１１６～１
２３の何れか１項に記載のインタフェース。
【請求項１２５】
　前記バッキング材が、使用者の１つ又は複数の鼻孔における１つ又は複数の前記プロン
グの安定化材として働く、請求項１１６～１２４の何れか１項に記載のインタフェース。
【請求項１２６】
　前記少なくとも１つのバッキング材が、前記少なくとも１つの鼻プロングから横方向外
側に、使用者の中隔から離れる方に延在する、請求項１１６～１２５の何れか１項に記載
のインタフェース。
【請求項１２７】
　前記少なくとも１つ又は複数のリップが疎水性である、請求項１１６～１２６の何れか
１項に記載のインタフェース。
【請求項１２８】
　前記少なくとも１つ又は複数のリップが、少なくとも１つの外周囲リップ部分と、少な
くとも１つの内周囲リップ部分とを含み、前記リップの各々は使用者の顔面との接触のた
めに提供される、請求項１１６～１２７の何れか１項に記載のインタフェース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、患者に及び／又は患者からガスを運ぶ医療システム用の構成要素に
関する。一つの詳細な態様において、本開示は、導管、より詳細には、呼吸システムの吸
息リム（ｌｉｍｂ）、呼息リム及び／又は複合呼吸リムに使用される呼吸チューブに関す
る。別の態様において、本開示は、呼吸システムの一部を形成する鼻カニューレ及び導管
に関する。別の態様において、本開示は、呼吸システムの一部を形成する鼻カニューレに
関する。別の態様において、本開示は、カニューレなどの患者インタフェースを使用者向
けに及び／又は使用者に対して動作位置に位置決めするための１つ又は複数のシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　補助呼吸では、可撓性の呼吸チューブを介して呼吸ガスが患者に供給される。患者によ
って呼出されるガスは、同様の呼吸チューブを介して送られ得るか、又は患者の周囲に吐
き出され得る。ガスは、典型的には使用者インタフェースを介して患者に投与され、使用
者インタフェースはまた、インタフェースを供給チューブに連結する専用の短い呼吸チュ
ーブも含み得る。各呼吸チューブは、十分な性能及び患者にとっての快適度が確保される
ように、理想的には軽量で、キンク又は締付けに抵抗性を有し、また可撓性でもある。
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【０００３】
　典型的には、呼吸チューブのサイズは約１０ｍｍ～約２５ｍｍの内部直径穴の範囲であ
る（新生児及び成人の双方の適用が含まれる）。専用の使用者インタフェースチューブは
より細く、新生児適用で約２ｍｍの内部直径であり得る。専用の使用者インタフェース呼
吸チューブはサイズが小さいため目立ちにくく、患者の顔面にかかる重さが低減される。
呼吸チューブは好ましくは容易に屈曲するよう可撓性を有し、それにより患者の快適性を
向上させ、ひいては患者の治療コンプライアンスを高めることができる。
【０００４】
　補助呼吸などの医学的適用では、患者によって吸入されるガスは、好ましくは体温前後
（通常３３℃～３７℃）及び高い相対湿度（一般に近飽和）で送達される。閉塞性睡眠時
無呼吸（ＯＳＡ）に罹患している患者に陽圧呼吸ガスを提供する持続的気道陽圧（ＣＰＡ
Ｐ）システム又は陽圧換気システムなどの他の医学的適用では、呼吸ガスを様々なレベル
に加熱及び／又は加湿して使用者の快適性を向上させてもよく、又は加熱若しくは加湿す
ることなしに供給されてもよい。
【０００５】
　また、同様のチューブは、腹腔鏡手術の吹送ガスの供給にも使用され得る。このような
吹送チューブもまた、できる限り手術室内を塞いだり及びそこで邪魔になったりすること
がないように、理想的には軽量で、キンク又は締付けに抵抗性を有し、且つ同様の可撓性
を示す。吹送ガス（典型的にはＣＯ2であるが、他のガス又は混合ガスであってもよい）
もまた加湿され得る。
【０００６】
　さらに、患者に提供されるガスは、鼻カニューレを介して提供され得る。関連するチュ
ービングの可撓性が、特に乳児又は新生児の状況下で重要な考慮事項となる。ガスを患者
のカニューレに供給するチューブの可撓性を向上させることにより、快適性の向上、及び
結果的にかかるガスデリバリー治療に対するコンプライアンスの向上が促進される。
【０００７】
　さらに、代替的な又は改良されたインタフェース位置設定又は鼻カニューレなどのイン
タフェースの動作位置決定用のシステムを提供すれば、有利であり得る。かかる代替的な
又は改良されたシステムにより、ガスデリバリー治療のコンプライアンスの向上がさらに
促進され得る。
【０００８】
　本明細書では特許明細書、他の外部文献、又は他の情報源が参照されているが、その目
的は、概して本開示の特徴を考察するための文脈を提供することである。特に具体的に明
記されない限り、かかる外部文献の参照が、かかる文献、又はかかる情報源が任意の法域
において先行技術である、又は当該技術分野における共通の一般知識の一部をなすことを
認めるものとして解釈されてはならない。
【０００９】
　本開示のさらなる態様及び利点は、単に例として提供される続く説明から明らかとなる
であろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示の目的は、少なくとも上記のことを改善するのにいくらか用いられ得る、又は少
なくとも公衆又は医療従事者に有用な選択肢を提供し得る構成要素及び／又は構成要素の
製造方法を提供することである。
【００１１】
　第１の態様において、本開示は、広く医療用チュービングの製造方法にあり、この方法
は、内型を提供するステップ、内型の周りに管状本体を押し出すステップであって、管状
本体が内型を囲い込むルーメンを画定するステップを含む。
【００１２】
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　好ましくは、この方法は、
　ｉ）ルーメン内に（又はルーメンに対して）減圧を加えるステップであって、それによ
り減圧がルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の径方向内側に管状本体を引き
込み、内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定す
る、ステップ、又は
　ｉｉ）内型を囲い込む管状本体の少なくとも一部分又は一領域に伸展（又は延伸）を加
えるステップであって、それにより伸展（又は延伸）を解除すると、管状本体の伸展され
た（又は延伸された）部分又は領域がルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の
径方向内側に引き込まれるように戻り（又は引き込まれることが可能となり）、最外側周
囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する、ステップ、又は
　ｉｉｉ）ｉ）とｉｉ）との組み合わせ
をさらに含む。
【００１３】
　好ましくは管状本体は、押出しにより、又はダイヘッドから材料を押し出すことにより
提供される。
【００１４】
　好ましくは管状本体は内型の周りに押し出され、及び管状本体の内面が内型の少なくと
も一部分に少なくとも部分的に付着又は結着した状態となることが可能な方法で減圧が加
えられ、好ましくはこの減圧は、ルーメンにおける圧力と管状本体の周囲の圧力との差で
あり、より好ましくはルーメン内部の（又はルーメンに供給される）圧力が、管状本体の
周囲の圧力未満である（又は管状本体の周囲の圧力が、ルーメン内部の（又はルーメンに
供給される）圧力より大きい）。
【００１５】
　好ましくは管状本体は単一壁の本体である。
【００１６】
　好ましくは減圧は、ルーメンの構成体に又はそれに隣接して加えられる。
【００１７】
　好ましくは減圧は、ダイヘッドに又はそれに隣接して加えられる。
【００１８】
　好ましくはルーメンは、押出しダイヘッドから出るときに減圧を受ける。
【００１９】
　好ましくは管状本体と内型とは共押出しされる。
【００２０】
　好ましくはそのように形成された管状本体は、波形である。
【００２１】
　好ましくはそのように形成された波形管状本体の山は、内型の最外側周囲により画定さ
れる。
【００２２】
　好ましくはそのように形成された波形管状本体の谷は、１つ又は複数の内型間で内側に
引き込まれた、管状本体の内側に引き込まれた部分により画定される。
【００２３】
　好ましくは内型は、管状本体の支持となる骨組又は内部支持構造である。
【００２４】
　好ましくは内型は、連続的な長さ、１つ若しくは一連の半連続的な長さ又は一連の離散
的な長さである。
【００２５】
　好ましくは内型はメッシュである。
【００２６】
　好ましくは内型　巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせん巻
きのリブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結された、
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若しくは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせ。
【００２７】
　好ましくは内型は、そのように形成されたチューブ内部においてルーメンの支持となる
、又はルーメンを支持している。
【００２８】
　好ましくは内型は、らせん状の要素又は部材である。
【００２９】
　好ましくは内型は、チューブの長さ（又は区間）に沿って変化するピッチを有する。
【００３０】
　好ましくは内型は、約０．４ｍｍ～約２ｍｍ、又は約０．５～約１．９、又は約０．６
～約１．８、又は約０．７～約１．７、又は約０．８～約１．６、又は約０．９～約１．
５、又は約１～約１．４、又は約１．１ｍｍ～約１．３ｍｍの隣接する巻き間のピッチを
有するらせん巻きの要素（又は部材）である。より好ましくは、隣接する巻き間のピッチ
は約１ｍｍ～約１．５ｍｍである。
【００３１】
　好ましくは内型は、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は約１
．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約４．
１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は約２
．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８～約
３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの最外側直径を有する。
【００３２】
　好ましくは内型はらせん巻きの要素であり、この要素は、約０．０５ｍｍ～０．３ｍｍ
、又は約０．０６～約０．２９、又は約０．０７～約０．２８、又は約０．０８～約０．
２７、又は約０．０９～約０．２６、又は約０．１～約０．２５、又は約０．１１～約０
．２４、又は約０．１２～約０．２３、又は約０．１３～約０．２４、又は約０．１４～
約０．２３、又は約０．１５～約０．２２、又は約０．１６～約０．２４、又は約０．１
７～約０．２３、又は約０．１８～約０．２２、又は約０．１９ｍｍ～約０．２１ｍｍの
直径を有する。好ましくは約０．１ｍｍ～約１．５ｍｍの直径を有する。
【００３３】
　好ましくは内型は、医療グレード材料製、好ましくは医療グレードステンレス鋼製であ
る。
【００３４】
　好ましくは管状本体は、約０．０５ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．０６～約０．２
４、又は約０．０７～約０．２３、又は約０．０８～約０．２２、又は約０．０９～約０
．２１、又は約０．１～約０．２、又は約０．１１～約０．１９、又は約０．１２～約０
．１８、又は約０．１３～約０．１７、又は約０．１４ｍｍ～約０．１６ｍｍの壁厚を有
する。好ましくは約０．１ｍｍ～約０．２ｍｍの壁厚。
【００３５】
　好ましくは管状本体は、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍ、又は約１．６～約４．４、又は
約１．７～約４．３、又は約１．８～約４．２、又は約１．９～約４．１、又は約２～約
４、又は約２．１～約３．９、又は約２．２～約３．８、又は約２．３～約３．７、又は
約２．４～約３．６、又は約２．５～約３．５、又は約２．６～約３．４、又は約２．７
～約３．３、又は約２．８～約３．２、又は約２．９ｍｍ～約３．１ｍｍの内部直径（例
えばルーメン）を有する。
【００３６】
　好ましくは管状本体は、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は
約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約
４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は
約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８
～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの外部（又は外側）
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直径を有する。好ましくは約３ｍｍ～約５ｍｍの外部（又は外側）直径を有する。
【００３７】
　好ましくは管状本体は波形であり、この波形は約０．１ｍｍ～約０．５ｍｍの深さを有
する。
【００３８】
　好ましくは内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型のピッチの比は約０．１
０～約０．５０であり、より好ましくは比は約０．２０～約０．３５であり、さらには比
は約０．２８又は約０．２９である。
【００３９】
　好ましくは内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例えば実際の内型
要素又は部材の直径）の比は約０．０２～約０．１０、さらに好ましくは約０．０５～約
０．０７であり、最も好ましくは比は０．０６である。
【００４０】
　好ましくは外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深さの比は約０．０５～約
０．０９である。
【００４１】
　好ましくは、管状本体の特性が、チューブに必要な所望の可撓性及び／又は構造的支持
に寄与する。
【００４２】
　好ましくは管状本体は、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用呼吸チ
ューブに好適なポリマーである（好ましくはそれから押し出される）。
【００４３】
　好ましくは管状本体は、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数のポリプ
ロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又は複数の
通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミド類の任意の１つ以上の１つ又は組み
合わせであり（好ましくはそれから押し出され）、より好ましくはポリマーは、限定はさ
れないが、ポリオレフィン類、熱可塑性エラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマー
、例えば、スチレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポ
リオレフィンエラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エ
ラストマーファミリーなどのポリマー、さらにより好ましくは、約３０～約９０、又は約
３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約３０
～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約８０
、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい。
【００４４】
　好ましくは管状本体は、通気性チューブであるか、又は１つ又は複数の通気性熱可塑性
ポリウレタン又は通気性ポリアミド類などの通気性材料で形成され、又はそれから形成さ
れる。
【００４５】
　好ましくは減圧は、管状本体が溶融状態、又は半溶融状態又は未硬化状態にある間に加
えられ、好ましくは減圧は約０～約－２バール（絶対）であり、より好ましくは約０～約
－１バール（絶対）、さらにより好ましくは約－０．９バール（絶対）までであり、なお
さらにより好ましくは、かかる減圧は、ルーメンの内部と管状本体の周囲の領域との圧力
差である。
【００４６】
　好ましくは内型は導電性であり、好ましくは内型は電気駆動ヒータである。
【００４７】
　好ましくは内型は導電性部材又は電気駆動ヒータ又はセンサ（流量又は温度又は湿度又
は圧力センサなど）を含む。
【００４８】
　好ましくはチューブは、ヒータ、より好ましくは電気駆動ヒータ（電熱ワイヤ又は電熱
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回路など）をさらに含む。
【００４９】
　好ましくはそのように形成された管状本体は、ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）（第
４版、２０００年６月１日）に従う屈曲による流れ抵抗の増加試験に合格することにより
定義されるとおりの可撓性を有する。
【００５０】
　好ましくは医療用チュービングは呼吸チューブである。
【００５１】
　好ましくは内型は、１つ以上の個別の構成要素から構成される。
【００５２】
　好ましくは内型は１つ以上の構成要素を含む。
【００５３】
　好ましくはチューブは１つ以上の内型を含む。第２の態様において、本発明は、広く、
　管状本体であって、本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体と、
　ルーメン内に囲い込まれた、且つ管状本体の支持となる内型であって、内型の最外側周
囲が管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する、内型と
を含む医療用チューブからなると言ってもよい。
【００５４】
　好ましくは管状本体は押出チューブである。
【００５５】
　好ましくは管状本体は連続チューブである。
【００５６】
　好ましくは管状本体は連続押出チューブである。
【００５７】
　好ましくは波形管状本体の山は、内型の最外側周囲により画定される。
【００５８】
　好ましくは波形管状本体の谷は、内型間で内側に引き込まれた、管状本体の内側に引き
込まれた部分により画定される。
【００５９】
　好ましくは内型は、連続的な長さ、１つ若しくは一連の半連続的な長さ又は一連の離散
的な長さである。
【００６０】
　好ましくは内型は、巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせん
巻きのリブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結された
、若しくは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせである。
【００６１】
　好ましくは内型は、内部にルーメンを画定する管状本体を支持する。
【００６２】
　好ましくは内型は、管状本体の支持となる骨組又は内部支持構造である。
【００６３】
　好ましくは管状本体は谷では内型から実質的に支持されず、山で内型により支持される
。
【００６４】
　好ましくは管状本体の壁は、隣接する山の間に懸架される。
【００６５】
　好ましくは管状本体は、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用呼吸チ
ューブに好適なポリマーである（好ましくはそれから押し出される）。
【００６６】
　好ましくは管状本体は通気性チューブであり、又は１つ又は複数の通気性熱可塑性ポリ
ウレタン又は通気性ポリアミド類などの通気性材料で形成され、又はそれから形成される
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。
【００６７】
　好ましくは内型は、らせん巻きのリブ、又はリブ付き要素である。
【００６８】
　好ましくは内型は、らせん状の要素又は部材である。
【００６９】
　好ましくは内型は、チューブの長さ（又は区間）に沿って変化するピッチを有する。好
ましくは内型は、約０．４ｍｍ～約２ｍｍ、又は約０．５～約１．９、又は約０．６～約
１．８、又は約０．７～約１．７、又は約０．８～約１．６、又は約０．９～約１．５、
又は約１～約１．４、又は約１．１ｍｍ～約１．３ｍｍの隣接する巻き間のピッチを有す
るらせん巻きの要素である。より好ましくは、隣接する巻き間のピッチは約１ｍｍ～約１
．５ｍｍである。
【００７０】
　好ましくは内型は、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は約１
．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約４．
１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は約２
．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８～約
３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの最外側直径を有する。
【００７１】
　好ましくは内型はらせん巻きの要素であり、この要素は、約０．０５ｍｍ～０．３ｍｍ
、又は約０．０６～約０．２９、又は約０．０７～約０．２８、又は約０．０８～約０．
２７、又は約０．０９～約０．２６、又は約０．１～約０．２５、又は約０．１１～約０
．２４、又は約０．１２～約０．２３、又は約０．１３～約０．２４、又は約０．１４～
約０．２３、又は約０．１５～約０．２２、又は約０．１６～約０．２４、又は約０．１
７～約０．２３、又は約０．１８～約０．２２、又は約０．１９ｍｍ～約０．２１ｍｍの
直径を有する。好ましくは約０．１ｍｍ～約１．５ｍｍの直径を有する。
【００７２】
　好ましくは内型は、医療グレード材料製、好ましくは医療グレードステンレス鋼製であ
る。
【００７３】
　好ましくは管状本体は、約０．０５ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．０６～約０．２
４、又は約０．０７～約０．２３、又は約０．０８～約０．２２、又は約０．０９～約０
．２１、又は約０．１～約０．２、又は約０．１１～約０．１９、又は約０．１２～約０
．１８、又は約０．１３～約０．１７、又は約０．１４ｍｍ～約０．１６ｍｍの壁厚を有
する。好ましくは約０．１ｍｍ～約０．２ｍｍの壁厚。
【００７４】
　好ましくは管状本体は、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍ、又は約１．６～約４．４、又は
約１．７～約４．３、又は約１．８～約４．２、又は約１．９～約４．１、又は約２～約
４、又は約２．１～約３．９、又は約２．２～約３．８、又は約２．３～約３．７、又は
約２．４～約３．６、又は約２．５～約３．５、又は約２．６～約３．４、又は約２．７
～約３．３、又は約２．８～約３．２、又は約２．９ｍｍ～約３．１ｍｍの内部直径を有
する。
【００７５】
　好ましくは管状本体は、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は
約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約
４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は
約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８
～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの外部（又は外側）
直径を有する。好ましくは約３ｍｍ～約５ｍｍの外部（又は外側）直径を有する。
【００７６】
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　好ましくは管状本体は波形であり、この波形は約０．１ｍｍ～約０．５ｍｍの深さを有
する。
【００７７】
　好ましくは内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型のピッチの比は約０．１
０～約０．５０であり、より好ましくは約０．２０～約０．３５であり、さらには約０．
２８又は約０．２９である。
【００７８】
　好ましくは内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例えば実際の内型
要素又は部材の直径）の比は約０．０２～約０．１０、さらに好ましくは約０．０５～約
０．０７であり、最も好ましくは０．０６である。
【００７９】
　好ましくは外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深さの比は約０．０５～約
０．０９である。
【００８０】
　好ましくは、管状本体の特性が、チューブに必要な所望の可撓性及び／又は構造的支持
に寄与する。
【００８１】
　好ましくは管状本体は、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレンベースのエラストマー
、液体シリコンゴム（ＬＳＲ）、又は通気性熱可塑性ポリウレタン類、若しくは通気性ポ
リアミド類の１つ又は組み合わせであり（好ましくはそれから押し出され）、より好まし
くはポリマーは、限定はされないが、ポリオレフィン類、熱可塑性エラストマー、又は通
気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラ
ストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラ
ストマーなどの熱可塑性エラストマーファミリーなどのポリマー、さらにより好ましくは
、約３０～約９０、又は約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は
約３０～約５０又は約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０
、又は約７０、又は約８０、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい。
【００８２】
　好ましくは内型は、ルーメンに沿って長手方向に離間された複数のリングである。
【００８３】
　好ましくはリングは、トロイダル形又は円環形である。
【００８４】
　好ましくは内型は、互いに連結された１つ以上の個別的な要素である。
【００８５】
　好ましくは内型は、ルーメンに沿って規則的に離間された複数の補強リブを含む。
【００８６】
　好ましくは各補強リブは、らせん状の補強ワイヤの１つの巻きを含む。
【００８７】
　好ましくはらせん状の補強ワイヤの１つの巻きは、チューブのルーメンの周りの完全な
１回転を含む。
【００８８】
　好ましくはらせん状の補強ワイヤの１つの巻きは、内型の隣接する山の間に配置された
ワイヤを含む。
【００８９】
　好ましくは管状本体は、ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）（第４版、２０００年６月
１日）に従う屈曲による流れ抵抗の増加試験に合格することにより定義されるとおりの可
撓性を有する。
【００９０】
　好ましくはチューブの終端部は鼻プロングと一体化され、鼻プロングは、使用者に呼吸
ガスを送達するための鼻インタフェースとして使用者の鼻孔に挿入されるように構成され
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る。
【００９１】
　好ましくは内型はメッシュである。
【００９２】
　好ましくは内型は、チューブ内のガスの加熱又はガスの特性の検知に好適な導線である
。
【００９３】
　好ましくは内型は導電性であり、好ましくは内型は電気駆動ヒータである。
【００９４】
　好ましくは内型は導電性部材又は電気駆動ヒータ又はセンサ（流量又は温度又は湿度又
は圧力センサなど）を含む。
【００９５】
　好ましくはチューブは、ヒータ、より好ましくは電気駆動ヒータ（電熱ワイヤ又は電熱
回路など）をさらに含む。
【００９６】
　好ましくはチューブは呼吸チューブである。
【００９７】
　好ましくは内型は、１つ以上の個別の構成要素から構成される。
【００９８】
　好ましくは内型は１つ以上の構成要素を含む。
【００９９】
　好ましくはチューブは１つ以上の内型を含む。
【０１００】
　第３の態様において、本発明は、広く、
　使用者の鼻孔に挿入されるように構成された１つ又は複数のガスの出口と、１つ又は複
数のガスの出口に流体連結された１つ又は複数のガスの入口とを有する少なくとも１つの
鼻プロングと、
　１つ又は複数のガスの波形デリバリーチューブであって、チューブが、ルーメンを画定
する管状本体と、ルーメン内に囲い込まれる内型とを含み、内型が管状本体の支持となり
、内型の最外側周囲が管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する、チ
ューブと、
を含む鼻カニューレ装置において、
　鼻プロングの１つ又は複数のガスの入口がチューブの終端部と一体形成され、それによ
りチューブルーメンが鼻プロングの１つ又は複数のガスの出口に流体連結する、鼻カニュ
ーレ装置からなると言ってもよい。
【０１０１】
　好ましくは鼻プロングは、実質的に使用者の鼻又は鼻孔の内部と解剖学的に一致するよ
うに付形される。
【０１０２】
　好ましくは鼻プロングは、使用者の中隔を避けるように湾曲しているか、又は他の方法
で付形若しくは構成されている。
【０１０３】
　好ましくは鼻カニューレは、好ましくは使用者の鼻孔におけるプロングの安定化材とし
て、使用者の顔面に載せるように構成された実質的に平面的な又は扁平な又は異形輪郭の
バッキング材を有する。
【０１０４】
　好ましくは１つ以上のリブがバッキング材の前面とカニューレとの間に延在し、リブは
、カニューレを使用者の顔面に留め付ける又は貼り付けるために用いられるテープ又は他
の好適な保持具用の接触面を提供し、好ましくはテープは接着部分を含むか、又は接着テ
ープ若しくはコンタクト接着テープである。
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【０１０５】
　好ましくは２つの鼻プロングは、単一の波形デリバリーチューブと一体形成される。
【０１０６】
　好ましくはカニューレは一対の鼻プロングを含み、各プロングは、一対の１つ又は複数
のガスのデリバリーチューブの終端部と一体形成されるか、又はそれに取り付けられ（若
しくは取り付け可能であり）、又はそれに連結され（若しくは連結可能であり）得る。
【０１０７】
　好ましくはカニューレ装置は、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用
呼吸チューブに好適な１つ又は複数のポリマーで形成される。
【０１０８】
　好ましくはカニューレ装置は、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数の
ポリプロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又は
複数の通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミド類の任意の１つ以上の１つ又
は組み合わせで形成され、より好ましくはポリマーは、限定はされないが、ポリオレフィ
ン類、熱可塑性エラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレン系ブ
ロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマ
ー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマーファミリーな
どのポリマー、さらにより好ましくは、約３０～約９０、又は約３０～約８０又は約３０
～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約３０～約４０、又は約３０、
又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約８０、又は約９０のショアＡ
のポリマーであってもよい。
【０１０９】
　第４の態様において、本発明は、広く、第３の態様により定義されるとおりの一対の鼻
カニューレを含む使用者インタフェースからなると言ってもよい。
【０１１０】
　好ましくは各鼻カニューレの鼻プロングは互いに隣接して配置され、それぞれのデリバ
リーチューブが鼻プロングから離れる方に反対方向に延在する。
【０１１１】
　好ましくはハーネスをさらに含み、ハーネスは鼻カニューレの間に延在し、且つそれら
を結合する。
【０１１２】
　好ましくはチューブは呼吸チューブである。
【０１１３】
　好ましくはチューブは第１又は第２の態様により定義されるとおりであり、例えば、チ
ューブは第１の態様により定義されるとおりの方法によって製造されるか、又は第２の態
様により定義されるとおりのチューブである。
【０１１４】
　第５の態様において、本発明は、広く、鼻カニューレの製造方法であって、
　内型を提供するステップと、
　内型の周りに管状本体を押し出すステップであって、管状本体が内型を囲い込むルーメ
ンを画定するステップと、それに鼻カニューレを取り付けるステップと
を含む方法からなると言ってもよい。
【０１１５】
　好ましくはこの方法は、
　ｉ）ルーメン内に（又はルーメンに対して）減圧を加えるステップであって、それによ
り減圧がルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の径方向内側に管状本体を引き
込み、内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定す
る、ステップ、又は
　ｉｉ）内型を囲い込む管状本体の少なくとも一部分又は一領域に伸展（又は延伸）を加
えるステップであって、それにより伸展（又は延伸）を解除すると、管状本体の伸展され
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た（又は延伸された）部分又は領域がルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の
径方向内側に引き込まれるように戻り（又は引き込まれることが可能となり）、最外側周
囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する、ステップ、又は
　ｉｉｉ）ｉ）とｉｉ）との組み合わせ
をさらに含む。
【０１１６】
　好ましくはこの方法は、管状本体の終端部の上に鼻プロングをオーバーモールドするス
テップを含む。
【０１１７】
　好ましくはそのように形成された管状本体は、第１の態様の方法により定義されるとお
りの、又は第２の態様のチューブにより定義されるとおりのチューブである。
【０１１８】
　好ましくは管状本体によってそのように形成されたチューブの終端部は、鼻カニューレ
のモールディング又は成形用のモールド又はフォームに置かれ、好ましくはモールド又は
フォームは閉じられ、及び鼻カニューレが、チューブのその又はある終端部の上にオーバ
ーモールド又は成形される。
【０１１９】
　好ましくは鼻カニューレはポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用呼吸
チューブに好適なポリマーである。
【０１２０】
　好ましくは鼻カニューレは、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数のポ
リプロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又は複
数の通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミド類の任意の１つ以上の１つ又は
組み合わせから成形され、より好ましくはポリマーは、限定はされないが、ポリオレフィ
ン類、熱可塑性エラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は通気性熱可塑性エ
ラストマー、例えば、スチレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は
熱可塑性ポリオレフィンエラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの
熱可塑性エラストマーファミリーなどのポリマー、さらにより好ましくは、約３０～約９
０、又は約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０
又は約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、
又は約８０、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい。
【０１２１】
　好ましくは管状本体は通気性チューブであるか、又は１つ又は複数の通気性熱可塑性ポ
リウレタン若しくは通気性ポリアミド類などの通気性材料で形成され、若しくはそれから
形成される。
【０１２２】
　好ましくは鼻カニューレモールドが提供され、このモールドは、管状本体の製造により
そのように形成されたチューブの終端部を受け入れ可能であり、従ってモールド設備を稼
働させると鼻カニューレがモールドされ、その一部はチューブ終端部にオーバーモールド
される。
【０１２３】
　好ましくは鼻カニューレによって作製される鼻カニューレ装置は、管状本体の製造によ
りそのように形成されたチューブの終端部と流体連通している。
【０１２４】
　第６の態様において、本発明は、広く、使用者インタフェース及び／又は使用者インタ
フェースチュービング用の固定システムであって、
　使用者側とインタフェース側とを有する、固定範囲を画定する皮膚パッチであって、皮
膚パッチの使用者側が、使用者の皮膚に貼り付く又は接着するように構成される、皮膚パ
ッチと、
　固定用パッチであって、固定用パッチの少なくとも一部が、使用者インタフェース及び
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／又は関連する使用者インタフェースチュービングを覆って延在するように構成され、且
つ皮膚パッチの使用者インタフェース側に固着されることにより使用者インタフェースを
使用者に固定する、固定用パッチと
を含み、
　固定用パッチ及び皮膚パッチが、好適な又は適合性のある使用者インタフェースと共に
固定システムを患者に適用したときに、固定用パッチが皮膚パッチの固定範囲の中に含ま
れ得る又はその固定範囲に囲まれ得るように構成される、固定システムからなると言って
もよい。
【０１２５】
　好ましくは皮膚パッチの表面積は固定用パッチの表面積と同じか、又はそれより大きい
。
【０１２６】
　好ましくは固定パッチは、使用者インタフェース及び／又は関連する使用者インタフェ
ースチュービングの幾何学的な又は他の特徴に適応するように付形され、又は他の方法で
構成される。
【０１２７】
　好ましくは固定パッチは少なくとも１つのウィングを有する。
【０１２８】
　好ましくは固定パッチはパッチの一端に配置された一対のウィングを有し、これらのウ
ィングは、使用者インタフェース及び／又は関連する使用者インタフェースチュービング
の両側で皮膚パッチに固定されるように構成される。
【０１２９】
　好ましくは固定パッチはチューブ端ウィングを有し、このチューブ端ウィングは、使用
者インタフェースチュービングの下側に延在するように、又は延在させるために、且つ皮
膚パッチに固着するように構成される。
【０１３０】
　好ましくは皮膚パッチの使用者側は、皮膚パッチを使用者の皮膚に貼り付ける又は接着
する皮膚に優しい接着剤（例えば親水コロイドなど）を有する。
【０１３１】
　好ましくは皮膚パッチは、表面が使用者の皮膚にわたって貼り付けの圧力又は接着力を
分散させるのに十分な面積の表面を有する。
【０１３２】
　好ましくは皮膚パッチは、使用者の顔面に貼り付く又は接着するように構成される。
【０１３３】
　好ましくは皮膚パッチは、使用者の上唇及び／又は頬に隣接して使用者の顔面に貼り付
く又は接着するように構成される。
【０１３４】
　好ましくは固定システムは、鼻カニューレ及び／又は関連するチュービングを受け入れ
る及び／又は固定するように構成され、チュービングは使用者の顔面の片側又は両側から
延在する。
【０１３５】
　好ましくは固定システムは、乳児又は新生児で使用するように構成される。
【０１３６】
　好ましくは固定システムは、第３の態様により定義されるとおりの鼻カニューレと共に
使用するように構成される。
【０１３７】
　好ましくは固定システムは、第１及び／又は第２のいずれかの態様により定義されると
おりのチューブと共に使用するように構成される。
【０１３８】
　第７の態様において、本発明は、広く、二部品型の解除自在な取付け又は連結装置を含
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む使用者インタフェース及び／又は使用者インタフェースチュービング用の固定システム
からなると言ってもよく、装置は皮膚パッチと使用者インタフェースパッチとを含み：
　皮膚パッチは患者側とインタフェース側とを有し、皮膚パッチの患者側は使用者の皮膚
に貼り付け可能であり（例えば接着剤によるなど、概して親水コロイドなどの皮膚に優し
い接着剤である）、皮膚パッチのインタフェース側には二部品型の解除自在な取付け又は
連結システムの第１の部品が提供され、及び
　使用者インタフェースパッチはインタフェース側と患者側とを有し、使用者インタフェ
ースパッチの患者側には二部品型の解除自在な取付け又は連結システムの相補的な（ｃｏ
ｍｐｌｉｍｅｎｔａｒｙ）第２の部品が提供され、
　使用者インタフェースパッチのインタフェース側は、使用者インタフェース及び／又は
関連する使用者インタフェースチュービングに、例えば接着剤により取り付け可能である
か、若しくはそれに連結され、又は使用者インタフェースの一部として形成されてもよく
、又は二部品型システムの第２の部品が上に提供される使用者インタフェースの裏面とし
て提供されてもよい。
【０１３９】
　好ましくは皮膚パッチのインタフェース側はフック又はループの一方を有し、及び第２
のパッチの第２の部品はフック又はループの他方を有し、従って第１及び第２の部品（及
びパッチ）は互いに解除自在に取り付け可能又は連結可能である。
【０１４０】
　好ましくは第１のパッチは使用者の顔面の皮膚に設置可能及び／又は取り付け可能であ
る。
【０１４１】
　好ましくは使用者インタフェースパッチは使用者インタフェースに対し、又はそれと、
設置可能であり、又は取り付けられるか若しくは取り付け可能であり、又は連結される。
【０１４２】
　好ましくは使用者インタフェースパッチは使用者インタフェースと一体形成され、又は
その一部を形成する。
【０１４３】
　好ましくは皮膚パッチ上の二部品型の解除自在な取付け又は連結システムの第１の部品
は、皮膚パッチのインタフェース側の約９０％、又は約８５％、又は約７５％、又は約６
０％又は約５０％又は約４０％又は約３０％又は約２０％又は約１０％未満を占有する。
【０１４４】
　好ましくは二部品型の解除自在な取付け又は連結システムの第１の部品は、好適な接着
剤により皮膚パッチの使用者インタフェース側に接着され、又は接着可能である。
【０１４５】
　好ましくは皮膚パッチの使用者側は、皮膚パッチを使用者の皮膚に貼り付ける又は接着
する皮膚に優しい接着剤（例えば親水コロイドなど）を有する。
【０１４６】
　好ましくは皮膚パッチは、表面が使用者の皮膚にわたって貼り付けの圧力又は接着力を
分散させるのに十分な面積の表面を有する。
【０１４７】
　好ましくは皮膚パッチは、使用者の顔面に貼り付く又は接着するように構成される。
【０１４８】
　好ましくは皮膚パッチは、使用者の上唇及び／又は頬に隣接して使用者の顔面に貼り付
く又は接着するように構成される。
【０１４９】
　好ましくは固定システムは、鼻カニューレ及び関連するチュービングを受け入れる及び
／又は固定するように構成され、チュービングは使用者の顔面の片側又は両側から延在す
る。
【０１５０】
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　好ましくは固定システムは、乳児又は新生児で使用するように構成される。
【０１５１】
　好ましくは固定システムは、請求項第３の何れか１項又はそれ以上により定義されると
おりの鼻カニューレと共に使用するように構成される。
【０１５２】
　好ましくは固定システムは、第１及び／又は第２の態様により定義されるとおりのチュ
ーブと共に使用するように構成される。
【０１５３】
　好ましくは上記に定義される固定パッチは、使用者インタフェースに被せて適用される
か、又は適用可能であり、且つ皮膚パッチに固着されるか、又は固着可能で、さらなる固
定を提供する。
【０１５４】
　好ましくは二部品型の解除自在な取付け又は連結システムの第１の部品は、皮膚パッチ
に固定される、又はそれに固定するための基材を含む。
【０１５５】
　好ましくは基材部分は少なくとも１つのスリット又は少なくとも１つのスロットを含み
、スリット又はスロットにより基材部分が範囲に分離される。
【０１５６】
　好ましくは基材部分は、共に基材部分を蛇行状本体に分割する複数のスリット又はスロ
ット又はその双方を含む。
【０１５７】
　好ましくはスリット及び／又はスロットは、少なくとも１組のスリット又はスロットの
第１のセットが基材の一方の縁部から基材内に延在し、且つスリット又はスロットの第２
のセットが基材の他方の縁部から基材内に延在するように基材に配置され、あるセットの
スリット又はスロットが、他方のセットのスリット又はスロットと交互に配置され、従っ
てスリット又はスロットと交わることなく一方の端部からもう一方の端部に至る基材部分
に沿った経路は、それらの端部間の直線より大幅に長いジグザグ又は蛇行状の経路に従わ
なければならない。
【０１５８】
　好ましくは複数のスリット又はスロットのうちのあるスリット又はスロットは湾曲して
いる。
【０１５９】
　好ましくはスリット又はスロットの複数が湾曲しており、湾曲したスリット又はスロッ
トは実質的に平行に配置される。
【０１６０】
　好ましくはスリット又はスロットは、基材部分の縁部から延び込むヘリングボーンのパ
ターンに配置される。
【０１６１】
　好ましくは基材は、蛇行状のスリット又はスロットにより分離された部分に分割される
。
【０１６２】
　好ましくは基材部分は、うず巻き状のスリット又はスロットにより部分に分割される。
【０１６３】
　好ましくは基材部分は、実質的に同心円に配置されたスリット又はスロットにより小部
分に分割される。
【０１６４】
　好ましくは同心円の中心は、ほぼ基材部分の中心にある。
【０１６５】
　好ましくはスリット又はスロットは基材部分を複数の島に分割し、各々は隣接する１つ
又は複数の島に細いブリッジによりつなぎ合わされる。
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【０１６６】
　好ましくは基材部分は、Ｓ字型スリットにより部分に分割される。
【０１６７】
　好ましくは基材部分は、Ｔ字型スリットにより部分に分割される。
【０１６８】
　好ましくは基材部分は、皮膚パッチの範囲の少なくとも７０％に及ぶ。
【０１６９】
　好ましくは基材の周囲を囲む最短経路を画定する境界について、基材部分は境界内の範
囲の少なくとも８０％に及ぶ。
【０１７０】
　第８の態様において、本発明は、広く、
　コーティングに封入された内型を提供するステップと、
　内型の周りに管状本体を提供するステップであって、管状本体が内型を囲い込むルーメ
ンを画定するステップと
を含む医療用チュービングの製造方法であって、
　管状本体が内型の周りに提供されることでコーティング及び管状本体の内表面が一体に
結着し、内型は封入されたままである、方法からなると言ってもよい。
【０１７１】
　好ましくは内型を提供するステップは、
　医療用チュービングにおける適用に好適なコーティング内に封入された細長い型を提供
するステップと、
　コーティングされた細長い型から医療用チューブの支持となる内型を製造するステップ
と
を含む。
【０１７２】
　好ましくはコーティングされていない細長い型がコーティング材料浴に浸漬されて、封
入コーティングが塗布される。
【０１７３】
　好ましくは浴は、約１５０℃超の温度の溶融ポリマーグレードを含む。
【０１７４】
　好ましくは内型は、細長い型をうず巻き状に巻回してらせん型にすることにより製造さ
れる。
【０１７５】
　好ましくは方法は、
　コーティングされていない細長い型を提供するステップと、
　医療用チュービングにおける適用に好適なコーティングに細長い型を封入するステップ
と
をさらに含む。
【０１７６】
　好ましくは方法は、
　ｉ）ルーメン内に（又はルーメンに対して）減圧を加えるステップであって、それによ
り減圧が管状本体を径方向内側に引き込むステップ、又は
　ｉｉ）内型を囲い込む管状本体の少なくとも一部分又は一領域に伸展（又は延伸）を加
えるステップであって、それにより伸展（又は延伸）を解除すると、管状本体の伸展され
た（又は延伸された）部分又は領域が径方向内側に引き込まれるように戻る（又は引き込
まれることが可能となる）ステップ、又は
　ｉｉｉ）又はｉ）とｉｉ）との組み合わせ
をさらに含む。
【０１７７】
　好ましくは管状本体は、ルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の径方向内側
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に引き込まれ、最外側周囲は、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定
して波形チューブを形成する。
【０１７８】
　好ましくは管状本体は、押出しにより、又はダイヘッドから材料を押し出すことにより
提供される。
【０１７９】
　好ましくは管状本体は内型の周りに押し出され、管状本体の内面がコーティングの少な
くとも一部に少なくとも部分的に付着又は結着した状態となることが可能な方法で減圧が
加えられ、好ましくはこの減圧により、ルーメンにおける圧力と管状本体の周囲の圧力と
の間に差が生じ、より好ましくはルーメン内部の（又はルーメンに供給される）圧力が、
管状本体の周囲の圧力未満である（又は管状本体の周囲の圧力が、ルーメン内部の（又は
ルーメンに供給される）圧力より大きい）。
【０１８０】
　好ましくは管状本体は、コーティングと管状本体との少なくとも一部分を結着させる温
度で内型の周りに提供される。
【０１８１】
　好ましくは管状本体は、コーティングと内型とを融着させる温度で内型の周りに提供さ
れる。
【０１８２】
　好ましくは管状本体は、少なくとも部分的にコーティングと融合する。
【０１８３】
　好ましくは管状本体は単一壁の本体である。
【０１８４】
　好ましくは減圧は、ルーメンの構成体に又はそれに隣接して加えられる。
【０１８５】
　好ましくは減圧は、ダイヘッドに又はそれに隣接して加えられる。
【０１８６】
　好ましくはルーメンは、押出しダイヘッドから出るときに減圧を受ける。
【０１８７】
　好ましくは管状本体は、細長い型からの内型の製造と同時に押し出される。
【０１８８】
　好ましくはそのように形成された管状本体は、波形である（軸方向の波形又はらせん状
の波形であってよい）。
【０１８９】
　好ましくはそのように形成された波形管状本体の山は、内型の最外側周囲により画定さ
れる。
【０１９０】
　好ましくはそのように形成された波形管状本体の谷は、１つ又は複数の内型間で内側に
引き込まれた、管状本体の内側に引き込まれた部分により画定される。
【０１９１】
　好ましくは内型は、管状本体の支持となる骨組又は内部支持構造である。
【０１９２】
　好ましくは内型は、連続的な長さ、１つ若しくは一連の半連続的な長さ又は一連の離散
的な長さである。
【０１９３】
　好ましくは内型　巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせん巻
きのリブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結された、
若しくは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせ。
【０１９４】
　好ましくは内型は、そのように形成されたチューブ内部においてルーメンの支持となる
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、又はルーメンを支持している。
【０１９５】
　好ましくは内型は、らせん状の要素又は部材である。
【０１９６】
　好ましくは内型は、チューブの長さ（又は区間）に沿って変化するピッチを有する。
【０１９７】
　好ましくは内型は、約０．４ｍｍ～約２ｍｍ、又は約０．５～約１．９、又は約０．６
～約１．８、又は約０．７～約１．７、又は約０．８～約１．６、又は約０．９～約１．
５、又は約１～約１．４、又は約１．１ｍｍ～約１．３ｍｍの隣接する巻き間のピッチを
有するらせん巻きの要素（又は部材）を含む。より好ましくは、隣接する巻き間のピッチ
は約１ｍｍ～約１．５ｍｍである。
【０１９８】
　好ましくは内型は、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は約１
．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約４．
１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は約２
．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８～約
３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの最外側直径を有する。
【０１９９】
　好ましくは内型はらせん巻きの要素であり、この要素は、約０．０５ｍｍ～０．３ｍｍ
、又は約０．０６～約０．２９、又は約０．０７～約０．２８、又は約０．０８～約０．
２７、又は約０．０９～約０．２６、又は約０．１～約０．２５、又は約０．１１～約０
．２４、又は約０．１２～約０．２３、又は約０．１３～約０．２４、又は約０．１４～
約０．２３、又は約０．１５～約０．２２、又は約０．１６～約０．２４、又は約０．１
７～約０．２３、又は約０．１８～約０．２２、又は約０．１９ｍｍ～約０．２１ｍｍの
直径を有する。
【０２００】
　好ましくは内型は、医療グレード材料製、好ましくは好適な材料、好ましくはポリマー
グレード又はステンレス鋼でコーティングされた医療グレードステンレス鋼製である。
【０２０１】
　好ましくは管状本体は、約０．０５ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．０６～約０．２
４、又は約０．０７～約０．２３、又は約０．０８～約０．２２、又は約０．０９～約０
．２１、又は約０．１～約０．２、又は約０．１１～約０．１９、又は約０．１２～約０
．１８、又は約０．１３～約０．１７、又は約０．１４ｍｍ～約０．１６ｍｍの壁厚を有
する。好ましくは約０．１ｍｍ～約０．２ｍｍの壁厚。
【０２０２】
　好ましくは管状本体は、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍ、又は約１．６～約４．４、又は
約１．７～約４．３、又は約１．８～約４．２、又は約１．９～約４．１、又は約２～約
４、又は約２．１～約３．９、又は約２．２～約３．８、又は約２．３～約３．７、又は
約２．４～約３．６、又は約２．５～約３．５、又は約２．６～約３．４、又は約２．７
～約３．３、又は約２．８～約３．２、又は約２．９ｍｍ～約３．１ｍｍの内部（例えば
ルーメン）直径を有する。
【０２０３】
　好ましくは管状本体は、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は
約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約
４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は
約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８
～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの外部（又は外側）
直径を有する。好ましくは約３ｍｍ～約５ｍｍの外部（又は外側）直径を有する。
【０２０４】
　好ましくは管状本体は波形であり、この波形は約０．１ｍｍ～約０．５ｍｍの深さを有
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する。
【０２０５】
　好ましくは内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型のピッチの比は約０．１
０～約０．５０であり、より好ましくは比は約０．２０～約０．３５であり、さらには比
は約０．２８又は約０．２９である。
【０２０６】
　好ましくは内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例えば実際の内型
要素又は部材の直径）の比は約０．０２～約０．１０、さらに好ましくは約０．０５～約
０．０７であり、最も好ましくは０．０６である。
【０２０７】
　好ましくは外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深さの比は約０．０５～約
０．０９である。
【０２０８】
　好ましくは、管状本体の特性が、チューブに必要な所望の可撓性及び／又は構造的支持
に寄与する。
【０２０９】
　好ましくは管状本体は、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用呼吸チ
ューブに好適なポリマーである（好ましくはそれから押し出される）。
【０２１０】
　好ましくは管状本体は、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数のポリプ
ロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又は複数の
通気性熱可塑性ポリウレタンの任意の１つ以上の１つ又は組み合わせであり（好ましくは
それから押し出され）、より好ましくはポリマーは、限定はされないが、ポリオレフィン
類、熱可塑性エラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレン系ブロ
ック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマー
若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマーファミリーなど
のポリマー、さらにより好ましくは、約３０～約９０、又は約３０～約８０又は約３０～
約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約３０～約４０、又は約３０、又
は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約８０、又は約９０のショアＡの
ポリマーであってもよい。
【０２１１】
　好ましくは減圧は、管状本体が溶融状態、又は半溶融状態又は未硬化状態にある間に加
えられ、好ましくは減圧は約０～約－２バール（絶対）であり、より好ましくは約０～約
－１バール（絶対）、さらにより好ましくは約－０．９バール（絶対）までであり、なお
さらにより好ましくは、かかる減圧は、ルーメンの内部と管状本体の周囲の領域との圧力
差である。
【０２１２】
　好ましくは内型は導電性であり、好ましくは内型は電気駆動ヒータである。
【０２１３】
　好ましくは内型は導電性部材又は電気駆動ヒータ又はセンサ（流量又は温度又は湿度又
は圧力センサなど）を含む。
【０２１４】
　好ましくはチューブは、ヒータ、より好ましくは電気駆動ヒータ（電熱ワイヤ又は電熱
回路など）をさらに含む。
【０２１５】
　好ましくはそのように形成された管状本体は、ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）（第
４版、２０００年６月１日）に従う屈曲による流れ抵抗の増加試験に合格することにより
定義されるとおりの可撓性を有する。
【０２１６】
　好ましくは医療用チュービングは呼吸チューブである。



(29) JP 2018-153659 A 2018.10.4

10

20

30

40

50

【０２１７】
　好ましくは内型は、１つ以上の個別の構成要素から構成される。
【０２１８】
　好ましくは内型は１つ以上の構成要素を含む。
【０２１９】
　好ましくはチューブは１つ以上の内型を含む。
【０２２０】
　第９の態様において、本発明は、広く、医療用チュービングの製造方法であって、
　ｉ）内型を提供するステップ、
　ｉｉ）内型の周りに管状本体を提供するステップであって、管状本体が内型を囲い込む
ルーメンを画定し、及びルーメン内に（又はルーメンに対して）減圧を加えるステップ、
又は内型を囲い込む管状本体の少なくとも一部分又は一領域に伸展（又は延伸）を加える
ステップ、又は
　ｉｉｉ）又はｉ）とｉｉ）との組み合わせ
を含む方法からなると言ってもよい。
【０２２１】
　好ましくはより大きい減圧又はより大きい伸展（又は延伸）又はこれらの双方の組み合
わせが加えられることにより、より大きい減圧が加えられると、又は伸展（又は延伸）が
解除されると、又はその双方で、管状本体の長さに沿ったルーメンの及び内型により画定
される最外側周囲の径方向内側に管状本体が引き込まれ、次に内型の最外側周囲が交互に
並ぶ複数の山及び谷を画定する。
【０２２２】
　好ましくは内型はコーティングに封入され、管状本体が内型の周りに提供されることで
コーティングと管状本体の内表面とが一体に結着し、ここで内型は封入されたままである
。
【０２２３】
　第１０の態様において、本発明は、広く、
　管状本体であって、本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体と、ルー
メン内に囲い込まれ、且つ管状本体の支持となる内型と、内型を封入するコーティングで
あって、内型を管状本体に固定するコーティングとを含む医療用チューブからなると言っ
てもよい。
【０２２４】
　好ましくはコーティングと管状本体とは、チューブに沿って融着される。
【０２２５】
　好ましくはコーティングと管状本体とは、チューブに沿った離散的な位置で融着される
。
【０２２６】
　好ましくはコーティングと管状本体とは、チューブの長さに沿って実質的に連続的に融
着される。
【０２２７】
　好ましくは内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を
画定する。
【０２２８】
　好ましくは波形管状本体の山は、内型の最外側周囲により画定される。
【０２２９】
　好ましくは波形管状本体の谷は、内型間で内側に引き込まれた、管状本体の内側に引き
込まれた部分により画定される。
【０２３０】
　好ましくは内型は、連続的な長さ、１つ若しくは一連の半連続的な長さ又は一連の離散
的な長さである。
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【０２３１】
　好ましくは内型は、巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせん
巻きのリブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結された
、若しくは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせである。
【０２３２】
　好ましくは内型は、内部にルーメンを画定する管状本体を支持する。
【０２３３】
　好ましくは内型は、らせん状の要素又は部材である。
【０２３４】
　好ましくは内型は、チューブの長さ（又は区間）に沿って変化するピッチを有する。
【０２３５】
　好ましくは内型は、管状本体の支持となる骨組又は内部支持構造である。
【０２３６】
　好ましくは管状本体は谷では内型から実質的に支持されず、山で内型により支持される
。
【０２３７】
　好ましくは管状本体の壁は、隣接する山の間に懸架される。
【０２３８】
　好ましくは管状本体は、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用呼吸チ
ューブに好適なポリマーである（好ましくはそれから押し出される）。
【０２３９】
　好ましくは内型は、らせん巻きのリブ、又はリブ付き要素である。
【０２４０】
　好ましくは内型は、らせん巻きのストリップであり、コーティングがストリップを封入
する。
【０２４１】
　好ましくは内型は、らせん巻きの金属ワイヤであり、コーティングがワイヤを封入する
。
【０２４２】
　好ましくはコーティングは、管状本体と容易に結着する表面を提供する。
【０２４３】
　好ましくは内型は、約０．４ｍｍ～約２ｍｍ、又は約０５～約１．９、又は約０．６～
約１．８、又は約０．７～約１．７、又は約０．８～約１．６、又は約０．９～約１．５
、又は約１～約１．４、又は約１．１ｍｍ～約１．３ｍｍの隣接する巻き間のピッチを有
するらせん巻きの要素（又は部材）である。より好ましくは、隣接する巻き間のピッチは
約１ｍｍ～約１．５ｍｍである。
【０２４４】
　好ましくは内型は、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は約１
．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約４．
１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は約２
．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８～約
３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの最外側直径を有する。
【０２４５】
　好ましくは内型はらせん巻きの要素であり、この要素は、約０．０５ｍｍ～０．３ｍｍ
、又は約０．０６～約０．２９、又は約０．０７～約０．２８、又は約０．０８～約０．
２７、又は約０．０９～約０．２６、又は約０．１～約０．２５、又は約０．１１～約０
．２４、又は約０．１２～約０．２３、又は約０．１３～約０．２４、又は約０．１４～
約０．２３、又は約０．１５～約０．２２、又は約０．１６～約０．２４、又は約０．１
７～約０．２３、又は約０．１８～約０．２２、又は約０．１９ｍｍ～約０．２１ｍｍの
直径を有する。好ましくは約０．１ｍｍ～約１．５ｍｍの直径を有する。
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【０２４６】
　好ましくは内型は、医療グレード材料製、好ましくは医療グレードステンレス鋼製であ
る。
【０２４７】
　好ましくは管状本体は、約０．０５ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．０６～約０．２
４、又は約０．０７～約０．２３、又は約０．０８～約０．２２、又は約０．０９～約０
．２１、又は約０．１～約０．２、又は約０．１１～約０．１９、又は約０．１２～約０
．１８、又は約０．１３～約０．１７、又は約０．１４ｍｍ～約０．１６ｍｍの（壁）厚
さを有する。好ましくは約０．１ｍｍ～約０．２ｍｍの壁厚。
【０２４８】
　好ましくは管状本体は、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍ、又は約１．６～約４．４、又は
約１．７～約４．３、又は約１．８～約４．２、又は約１．９～約４．１、又は約２～約
４、又は約２．１～約３．９、又は約２．２～約３．８、又は約２．３～約３．７、又は
約２．４～約３．６、又は約２．５～約３．５、又は約２．６～約３．４、又は約２．７
～約３．３、又は約２．８～約３．２、又は約２．９ｍｍ～約３．１ｍｍの内部直径（例
えばルーメン）を有する。好ましくは約３ｍｍ～約５ｍｍの外部（又は外側）直径を有す
る。
【０２４９】
　好ましくは管状本体は波形であり、この波形は約０．１ｍｍ～約０．５ｍｍの深さを有
する。
【０２５０】
　好ましくは内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型のピッチの比は約０．１
０～約０．５０であり、より好ましくは約０．２０～約０．３５であり、さらには約０．
２８又は約０．２９である。
【０２５１】
　好ましくは内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例えば実際の内型
要素又は部材の直径）の比は約０．０２～約０．１０、さらに好ましくは約０．０５～約
０．０７であり、最も好ましくは０．０６である。
【０２５２】
　好ましくは外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深さの比は約０．０５～約
０．０９である。
【０２５３】
　好ましくは、管状本体の特性が、チューブに必要な所望の可撓性及び／又は構造的支持
に寄与する。
【０２５４】
　好ましくは管状本体は、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は
約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約
４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は
約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８
～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの外部（又は外側）
直径を有する。
【０２５５】
　好ましくは管状本体は、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレンベースのエラストマー
、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は通気性熱可塑性ポリウレタン類の１つ又は組み
合わせであり（好ましくはそれから押し出され）、より好ましくはポリマーは、限定はさ
れないが、ポリオレフィン類、熱可塑性エラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマー
、例えば、スチレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポ
リオレフィンエラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エ
ラストマーファミリーなどのポリマー、さらにより好ましくは、約３０～約９０、又は約
３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約３０
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～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約８０
、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい。
【０２５６】
　好ましくは内型は、ルーメンに沿って長手方向に離間された複数のリングである。
【０２５７】
　好ましくはリングは、トロイダル形又は円環形である。
【０２５８】
　好ましくは内型は、互いに連結された１つ以上の個別的な要素である。
【０２５９】
　好ましくは内型は、ルーメンに沿って規則的に離間された複数の補強リブを含む。
【０２６０】
　好ましくは各補強リブは、らせん状の補強ワイヤの１つの巻きを含む。
【０２６１】
　好ましくはらせん状の補強ワイヤの１つの巻きは、チューブのルーメンの周りの完全な
１回転を含む。
【０２６２】
　好ましくはらせん状の補強ワイヤの１つの巻きは、内型の隣接する山の間に配置された
ワイヤを含む。
【０２６３】
　好ましくは管状本体は、ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）（第４版、２０００年６月
１日）に従う屈曲による流れ抵抗の増加試験に合格することにより定義されるとおりの可
撓性を有する。
【０２６４】
　好ましくはチューブの終端部は鼻プロングと一体化され、鼻プロングは、使用者に呼吸
ガスを送達するための鼻インタフェースとして使用者の鼻孔に挿入されるように構成され
る。
【０２６５】
　好ましくは内型はメッシュである。
【０２６６】
　好ましくは内型は、チューブ内のガスの加熱又はガスの特性の検知に好適な導線である
。
【０２６７】
　好ましくは内型は導電性であり、好ましくは内型は電気駆動ヒータである。
【０２６８】
　好ましくは内型は導電性部材又は電気駆動ヒータ又はセンサ（流量又は温度又は湿度又
は圧力センサなど）を含む。
【０２６９】
　好ましくはチューブは、ヒータ、より好ましくは電気駆動ヒータ（電熱ワイヤ又は電熱
回路など）をさらに含む。
【０２７０】
　好ましくはチューブは呼吸チューブである。
【０２７１】
　好ましくは内型は、１つ以上の個別の構成要素から構成される。
【０２７２】
　好ましくは内型は１つ以上の構成要素を含む。
【０２７３】
　好ましくはチューブは１つ以上の内型を含む。
【０２７４】
　第１１の態様において、本発明は、広く、
　管状本体であって、本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体と、ルー
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メン内に囲い込まれ、且つ管状本体の支持となる内型とを含む医療用チューブからなると
言ってもよい。
【０２７５】
　好ましくは内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を
画定する。
【０２７６】
　好ましくは内型はコーティングに封入され、コーティングが内型を管状本体に固定する
。
【０２７７】
　第１２の態様において、本発明は、広く、
　使用者の鼻孔に挿入されるように構成された１つ又は複数のガスの出口と、１つ又は複
数のガスの出口に流体連結された１つ又は複数のガスの入口とを有する少なくとも１つの
鼻プロングであって、使用者の鼻孔の解剖学的湾曲に従うように付形されたプロング
を含む鼻カニューレ装置からなると言ってもよい。
【０２７８】
　好ましくは鼻プロングは、使用者の鼻の下部での使用者の中隔との接触を回避するよう
に付形される。
【０２７９】
　好ましくは鼻プロングは、使用者の鼻の内部構造との接触を回避するように付形される
。
【０２８０】
　好ましくは鼻プロングは、１つ又は複数のガスの出口を通る１つ又は複数の呼吸ガスの
流れが使用者の上気道と実質的に整列するように付形される。
【０２８１】
　好ましくは鼻プロングは、使用者の鼻孔内にほぼ上方且つ後方に延在するように付形さ
れ、鼻プロングは少なくとも２つの変曲点を含む湾曲を有する。
【０２８２】
　好ましくは鼻プロングは、１つ又は複数のガスの入口と１つ又は複数のガスの出口との
間に延在するルーメンを画定し、ルーメンの形状は、１つ又は複数のガスの入口における
略円形から、１つ又は複数のガスの出口における略楕円形に変化する。
【０２８３】
　好ましくはプロングは、ルーメンの断面積を最大化するように付形される。
【０２８４】
　好ましくはインタフェースは、使用者の上唇に沿って延在する支持体をさらに含む。
【０２８５】
　好ましくはインタフェースは、使用者の矢状面に関して対称に離間された２つの鼻プロ
ングを含み、これらのプロングは、使用者の上唇に沿って配置された共通の支持体上の基
部から使用者の鼻の下側で内方に延在する。
【０２８６】
　好ましくは鼻プロングは、支持体から使用者の中隔に向かって延在し、使用者の外鼻孔
の角を回り込んで使用者の鼻孔の中へと上方且つ後方に湾曲し、各プロングは略傾斜した
後方軌跡に沿って延在し、且つ使用者の上気道通路に対して１つ又は複数のガスの出口の
向きを決める２つの内外側方向の変曲点を通過する。
【０２８７】
　好ましくはプロングは、使用者の外鼻孔の解剖学的形状に適合する異形の軌跡を有し得
る。より好ましくは、ｉ）かかるプロングの第１の部分（又はフェーズ）において、軌跡
は顔面の正中線に向かって水平に動き、ｉｉ）プロングの第２の部分（又はフェーズ）に
おいて、軌跡は直接外鼻孔内へと頭頂部に向かって上方に湾曲し、ｉｉｉ）プロングの第
３の部分（又はフェーズ）において、軌跡は、外鼻孔の解剖学的湾曲に従い頭部に入り込
むように巻き戻り、及びｉｖ）第４の部分（又はフェーズ）において、軌跡はカニューレ
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の中心に向かって水平に傾き、流出口が使用者の上気道と整列する。
【０２８８】
　好ましくはプロングは、中心軌跡に沿って変化する断面を有する。例えば、断面は、軌
跡の基部で（すなわち第１の部分の領域において）略円形で、軌跡又はプロングの端部に
向かって（例えば第４の部分の領域において）略楕円形になってもよい。
【０２８９】
　好ましくは断面直径は、概して、第１の部分（又はフェーズ）から第４の部分（又はフ
ェーズ）の端部まで軌跡に沿って減少する。
【０２９０】
　好ましくは鼻カニューレは、使用者の顔面に載せるように構成された異形輪郭のバッキ
ング材又は接顔パッドをさらに含む。
【０２９１】
　好ましくはバッキング材又は接顔パッドは、実質的に使用者の顔面又は上唇領域に適合
して湾曲する輪郭となるように予め成形される。
【０２９２】
　好ましくは各プロングは、ガス供給源からの独立した流れを受け取ることが可能である
。
【０２９３】
　第１３の態様において、本発明は、広く、
　少なくとも１つの鼻プロングであって、使用者の鼻孔に挿入されるように構成された１
つ又は複数のガスの出口と、１つ又は複数のガスの出口に流体連結された１つ又は複数の
ガスの入口とを有するプロングと、
　１つ又は複数のガスのデリバリーチューブであって、ルーメンを画定する管状本体と、
ルーメン内に囲い込まれた内型であって、管状本体の支持となる内型とを含むチューブと
を含む鼻カニューレ装置において、
　鼻プロングの１つ又は複数のガスの入口がチューブの終端部と一体形成され、それによ
りチューブルーメンが鼻プロングの１つ又は複数のガスの出口に流体連結する、鼻カニュ
ーレ装置からなると言ってもよい。
【０２９４】
　好ましくは内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を
画定する。
【０２９５】
　好ましくはプロングは、使用者の鼻孔の解剖学的湾曲に従うように付形される。
【０２９６】
　好ましくは鼻プロングは、使用者の中隔を避けるように湾曲しているか、又は他の方法
で付形若しくは構成されている。
【０２９７】
　好ましくは鼻カニューレは、好ましくは使用者の鼻孔におけるプロングの安定化材とし
て、使用者の顔面に載せるように構成された異形輪郭のバッキング材又は接顔パッドを有
する。
【０２９８】
　好ましくは１つ以上のリブが、バッキング材又は接顔パッド（ｆａｃｉａｌ　ｐａｓ）
の前面とカニューレとの間に延在し、リブは、カニューレを使用者の顔面に留め付ける又
は貼り付けるために用いられるテープ又は他の好適な保持具用の接触面を提供し、好まし
くはテープは接着部分を含むか、又は接着テープ若しくはコンタクト接着テープである。
【０２９９】
　好ましくは２つの鼻プロングは、単一の波形デリバリーチューブと一体形成される。
【０３００】
　好ましくはカニューレ装置は、液体シリコンゴム又はポリマー、例えば熱可塑性ポリマ
ー、好ましくは医療用呼吸チューブに好適な１つ又は複数のポリマーで形成される。
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【０３０１】
　好ましくはカニューレ装置は、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数の
ポリプロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又は
複数の通気性熱可塑性ポリウレタンの任意の１つ以上の１つ又は組み合わせで形成され、
より好ましくはポリマーは、限定はされないが、ポリオレフィン類、熱可塑性エラストマ
ー、通気性ポリエステルエラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチ
レン系ブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエ
ラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマーファ
ミリー、通気性ポリエステルエラストマーなどのポリマー、さらにより好ましくは、約３
０～約９０、又は約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０
～約５０又は約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は
約７０、又は約８０、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい。
【０３０２】
　好ましくは、かかるカニューレは、上記の態様のいずれか一つにより定義されるとおり
のチューブと組み合わせて使用され得る。
【０３０３】
　第１４の態様において、本発明は、広く、第１３の態様により定義されるとおりの一対
の鼻カニューレを含む使用者インタフェースからなると言ってもよい。
【０３０４】
　好ましくは、かかる使用者インタフェースにおいて、鼻プロングは互いに隣接して配置
され、それぞれのデリバリーチューブが鼻プロングから離れる方に反対方向に延在する。
【０３０５】
　好ましくは、かかる使用者インタフェースはハーネスをさらに含み、ハーネスは鼻カニ
ューレの間に延在し、且つそれらを結合する。
【０３０６】
　好ましくはチューブは呼吸チューブである。
【０３０７】
　好ましくは、かかる使用者インタフェースにおいて、チューブは、上記の態様のいずれ
か一つにより定義されるとおりである。
【０３０８】
　好ましくは、かかる使用者インタフェースにおいて、プロングはチューブに糊着される
か、又は他の方法で接着される。
【０３０９】
　第１５の態様において、本発明は、広く、
　使用者の鼻孔に挿入されるように構成されたガス出口と、ガス出口に流体連結されたガ
ス入口とを有する少なくとも１つの鼻プロング、
を含む鼻カニューレ装置からなると言ってもよく、
　少なくとも１つの鼻プロングはバッキング材を含み、バッキング材は使用者の顔面に載
せるように構成され、ここでバッキング材の後表面の周囲の少なくとも一部の周りにリッ
プが延在し、後表面が、使用者インタフェースパッチを受け入れる又は保持するように構
成され、従って使用時、使用者インタフェースパッチを、使用者の顔面に固着された皮膚
パッチに、又はそのような皮膚パッチと、解除自在に取り付け可能又は連結可能にし得る
。
【０３１０】
　好ましくはリップは遮断壁である。
【０３１１】
　好ましくはリップは変形可能である。
【０３１２】
　好ましくはリップは、バッキング材に関連するプロングに実質的に隣接する領域の少な
くとも周囲にわたり延在する。
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【０３１３】
　好ましくはリップは、一連の１つ以上の個別のリップである。
【０３１４】
　好ましくは１つ以上の個別のリップはリップ部分に隣接し、又はそれと接合しているか
若しくは重なっている。
【０３１５】
　好ましくはリップは、バッキング材の後表面の周囲にわたり延在する無端のリップであ
る。
【０３１６】
　好ましくは、使用時、リップは、バッキング材の後表面と使用者インタフェースパッチ
のカニューレ側を向く表面との間に流体シール、又は流体遮断壁を実質的に形成する。
【０３１７】
　好ましくはバッキング材は、使用者の顔面に載せるように構成された実質的に平面的な
又は扁平な又は異形輪郭（予め成形された曲面など）のバッキング材である。
【０３１８】
　好ましくはバッキング材は、使用者の１つ又は複数の鼻孔における１つ又は複数のプロ
ングの安定化材として働く。
【０３１９】
　好ましくは少なくとも１つのバッキング材は、少なくとも１つの鼻プロングから横方向
外側に、使用者の中隔から離れる方に延在する。
【０３２０】
　好ましくはカニューレは、上記の態様のいずれか一つによってさらに定義される。
【０３２１】
　好ましくはカニューレは、上記の態様にあるとおりの固定システムと共に機能する。
【０３２２】
　好ましくは上記の態様のいずれか一つにより定義されるとおりのバッキング材（又はバ
ッキング材構成要素）の後表面に受け入れ可能又は保持可能な使用者インタフェースパッ
チ。
【０３２３】
　好ましくは少なくとも１つ又は複数のリップは疎水性である。
【０３２４】
　好ましくは少なくとも１つ又は複数のリップは、少なくとも１つの外周囲リップ部分と
、少なくとも１つの内周囲リップ部分とを含み、前記リップの各々は使用者の顔面との接
触のために提供される。
【０３２５】
　好ましくはカニューレのガス入口は、上記の態様のいずれか一つに定義されるとおりの
チューブに又はそのようなチューブと流体連結される。
【０３２６】
　第１６の態様において、本発明は、広く、その表面にわたり分散した機械的ファスナを
支持する基材部分を含む解除自在なファスナの一部からなると言ってもよく、基材部分は
可撓性であるが実質的に非延伸性であり、基材部分は少なくとも１つのスリット又は少な
くとも１つのスロットにより複数の範囲に分割され、従って基材の分割された別々の部分
が独立して屈曲することにより、基材が下側にある複雑な湾曲面に実質的に一致し得る。
【０３２７】
　好ましくは基材部分は、共に基材部分を蛇行状本体に分割する複数のスリット又はスロ
ット又はその双方を含む。
【０３２８】
　好ましくはスリット及び／又はスロットは、少なくとも１組のスリット又はスロットの
第１のセットが基材の一方の縁部から基材内に延在し、且つスリット又はスロットの第２
のセットが基材の他方の縁部から基材内に延在するように基材に配置され、あるセットの
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スリット又はスロットが、他方のセットのスリット又はスロットと交互に配置され、従っ
てスリット又はスロットと交わることなく一方の端部からもう一方の端部に至る基材部分
に沿った経路は、それらの端部間の直線より大幅に長いジグザグ又は蛇行状の経路に従わ
なければならない。
【０３２９】
　好ましくは複数のスリット又はスロットのうちのあるスリット又はスロットは湾曲して
いる。
【０３３０】
　好ましくはスリット又はスロットの複数が湾曲しており、湾曲したスリット又はスロッ
トは実質的に平行に配置される。
【０３３１】
　好ましくはスリット又はスロットは、基材部分の縁部から延び込むヘリングボーンのパ
ターンに配置される。
【０３３２】
　好ましくは基材は、蛇行状のスリット又はスロットにより分離された部分に分割される
。
【０３３３】
　好ましくは基材部分は、うず巻き状のスリット又はスロットにより部分に分割される。
【０３３４】
　好ましくは基材部分は、実質的に同心円に配置されたスリット又はスロットにより小部
分に分割される。
【０３３５】
　好ましくは同心円の中心は、ほぼ基材部分の中心にある。
【０３３６】
　好ましくはスリット又はスロットは基材部分を複数の島に分割し、各々は隣接する１つ
又は複数の島に細いブリッジによりつなぎ合わされる。
【０３３７】
　好ましくは基材部分は、Ｓ字型スリットにより部分に分割される。
【０３３８】
　好ましくは基材部分は、Ｔ字型スリットにより部分に分割される。
【０３３９】
　好ましくは基材部分は、皮膚パッチの範囲の少なくとも７０％に及ぶ。
【０３４０】
　好ましくは基材の周囲を囲む最短経路を画定する境界について、基材部分は境界内の範
囲の少なくとも８０％に及ぶ。
【０３４１】
　第１６の態様において、本発明は、広く、使用者インタフェースアセンブリからなると
言ってもよく、アセンブリは、
　使用者インタフェース及び／又は使用者インタフェースに関連する構成要素（例えばチ
ューブ又はチュービングなど）用の固定システムと、
　インタフェースの使用者に呼吸回路の少なくとも一部を提供する、使用者インタフェー
スに連結されるチューブと
を含み、
固定システムは、二部品型の解除自在な取付け（又は連結）装置を含み、この装置は、
　皮膚パッチと使用者インタフェースパッチとを含み、
　　皮膚パッチは、患者側とインタフェース側とを有し、
　　　皮膚パッチの患者側は、使用者の皮膚に貼り付け可能であり（例えば接着剤による
、概して親水コロイドなどの皮膚に優しい接着剤である）、
　　　皮膚パッチのインタフェース側には、二部品型の解除自在な取付け又は連結システ
ムの第１の部品が提供され、及び
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　　使用者インタフェースパッチは、インタフェース側と患者側とを有し、
　　　使用者インタフェースパッチの患者側には、二部品型の解除自在な取付け又は連結
システムの相補的な（ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔａｒｙ）第２の部品が提供され、
　　　使用者インタフェースパッチのインタフェース側は、使用者インタフェース及び／
又は使用者インタフェースに関連する構成要素（例えばチューブ又はチュービング）に取
り付け可能（又は連結可能）であり、及び
チューブは、
　管状本体であって、本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体と、ルー
メン内に囲い込まれ、且つ管状本体の支持となる内型と、内型を封入するコーティングで
あって、内型を管状本体に固定するコーティングとを含む。
【０３４２】
　好ましくはインタフェースは鼻カニューレである。
【０３４３】
　好ましくはインタフェースは１つ又は一対の鼻プロングを含む。
【０３４４】
　好ましくはインタフェースは、固定システムを含む。
【０３４５】
　好ましくはチューブは医療用呼吸チューブである。
【０３４６】
　好ましくはインタフェースは、使用者の鼻孔に挿入されるように構成されたガス出口と
、ガス出口に流体連結されたガス入口とを有する少なくとも１つの鼻プロングを含む鼻カ
ニューレ装置であり、少なくとも１つの鼻プロングはバッキング材を含み、バッキング材
は使用者の顔面に載せるように構成され、ここでバッキング材の後表面の周囲の少なくと
も一部の周りにリップが延在し、後表面は、使用者インタフェースパッチを受け入れる又
は保持するように構成され、従って使用時、使用者インタフェースパッチを、使用者の顔
面に固着された皮膚パッチに、又はそのような皮膚パッチと、解除自在に取り付け可能又
は連結可能にし得る。
【０３４７】
　好ましくはリップは遮断壁である。
【０３４８】
　好ましくはリップは変形可能である。
【０３４９】
　好ましくはリップは、バッキング材に関連するプロングに実質的に隣接する領域の少な
くとも周囲にわたり延在する。
【０３５０】
　好ましくはリップは、バッキング材の後表面の周囲にわたり延在する無端のリップであ
る。
【０３５１】
　好ましくはリップは、一連の１つ以上の個別のリップである。
【０３５２】
　好ましくは１つ以上の個別のリップはリップ部分に隣接し、又はそれと接合しているか
若しくは重なっている。
【０３５３】
　好ましくは、使用時、リップは、バッキング材の後表面と使用者インタフェースパッチ
のカニューレ側を向く表面との間に流体（例えば液体）シール、又は流体遮断壁を実質的
に形成する。
【０３５４】
　好ましくはバッキング材は、使用者の顔面に載せるように構成された実質的に平面的な
又は扁平な又は異形輪郭（予め成形された曲面など）のバッキング材である。
【０３５５】
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　好ましくはバッキング材は、使用者の１つ又は複数の鼻孔における１つ又は複数のプロ
ングの安定化材として働く。
【０３５６】
　好ましくは少なくとも１つのバッキング材は、少なくとも１つの鼻プロングから横方向
外側に、使用者の中隔から離れる方に延在する。
【０３５７】
　上記に記載したとおりのチューブの様々な実施形態は、例えば本明細書に記載されるも
のなどの、使用者インタフェース又は鼻カニューレと組み合わせて利用され得ることが理
解されなければならない。
【０３５８】
　上記に記載したとおりの固定システムの様々な実施形態は、例えば本明細書に記載され
るものなどの、使用者インタフェース又は鼻カニューレと組み合わせて利用され得ること
が理解されなければならない。
【０３５９】
　本明細書に記載されるとおりの使用者インタフェースアセンブリの様々な実施形態は、
同様に本明細書に記載されるとおりのチューブと組み合わせて利用され得ることが理解さ
れなければならない。
【０３６０】
　～を含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）という用語は、本明細書及び特許請求の範囲
で使用されるとき、「少なくとも一部において～からなる」を意味する。用語「～を含ん
でいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」を含む本明細書及び特許請求の範囲の各記載を解釈す
るとき、この用語が前に置かれるそれ又はそれら以外の特徴も存在し得る。「～を含む（
ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」及び「～を含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」などの関連する用語も同
様に解釈されるべきである。
【０３６１】
　本開示はまた、広く、個々に又はまとめて、本願の明細書において参照又は指示される
部分、要素及び特徴及び／又は開示の記載、及び任意の２つ以上の前記部分、要素、特徴
又は開示の記載のあらゆる組み合わせにあると言ってもよく、及び本明細書において、本
開示が関連する技術分野で均等物であることが公知の特定の完全体（ｉｎｔｅｇｅｒ）が
言及される場合、かかる公知の均等物は個々に記載されているものとして本明細書に援用
されたものと見なされる。
【０３６２】
　本開示は上記にあり、また、以下にあくまでも例として提供するその構築物も想定する
。
【０３６３】
　ここで、本開示の以上の、及び他の特徴、態様及び利点を、好ましい実施形態の図面を
参照して説明し、これらの実施形態は本開示を例示することを意図したもので、それを限
定する意図はなく、図については以下のとおりである：
【図面の簡単な説明】
【０３６４】
【図１】波形医療用チューブの側面図であり、チューブの一方の端部を断面で示して、内
型の周りの管状本体の構成を表現している。
【図２】断面で示される医療用チューブの側面図であり、管状本体を切欠きにして、連続
的ならせん状の内型を見せている。
【図３Ａ】断面で示される医療用チューブの側面図であり、管状本体を切欠きにして、離
散的な内型に相当する複数の独立したリングを見せている。
【図３Ｂ】内型の周りのサンドイッチ壁構造を説明する断面で示される医療用チューブの
側面図である。
【図３Ｃ】側面図、内型が壁に埋設されているさらなる実施形態である。
【図３Ｄ】側面図、管状本体を内型上に熱収縮させたさらなる実施形態である。
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【図３Ｅ】側面図、内型が管状本体を所望の型に保持するよう働くさらなる代替的実施形
態である。
【図４】医療用チュービングの成形機器の概略図であり、この機器は、ホッパー、送りス
クリュー及びダイヘッドを含む。
【図５】強化医療用チューブの成形に使用されるダイヘッドの概略図である。
【図６】各々が鼻プロングに結合された一対の強化医療用チューブを組み込む鼻インタフ
ェースの斜視図である。
【図７】インタフェースを適所に安定させ、且つヘッドギアアタッチメントを受け入れる
ためのバッキング材構成要素を組み込む図６の鼻インタフェースの斜視図である。
【図８】図７の鼻インタフェースの正面図である。
【図９】図７の鼻インタフェースの上面図である。
【図１０】図７の鼻インタフェースの側面図である。
【図１１】断面で示される図７の鼻インタフェースの正面図である。
【図１２】乳児の頭部の適所に置かれた図７の鼻インタフェースの斜視図である。
【図１３】各々が鼻プロングに結合された一対の強化医療用チューブを組み込む鼻インタ
フェースの斜視図であり、ここでそれぞれの鼻プロングは、複数のリブと一対のヘッドギ
アアタッチメントとを含むハーネスに固定されている。
【図１４】各々が鼻プロングに結合された一対の強化医療用チューブを組み込む鼻インタ
フェースの斜視図であり、それぞれの鼻プロングは、複数のリブを含むハーネスに固定さ
れている。
【図１５】使用者の顔面上で動作位置に位置決めされた鼻カニューレを示し、カニューレ
は、第７の態様の実施形態に従い位置決めされている。
【図１６】図１５の鼻カニューレ装置の側面図である。
【図１７】第７の態様に係る実施形態及びその構成アセンブリ部品を示す。
【図１８】使用者の顔面上で動作位置に位置決めされた鼻カニューレを示し、カニューレ
は、第６の態様の実施形態に従い位置決めされている。
【図１９】図１８の鼻カニューレ装置の側面図である。
【図２０】第６の態様に係る実施形態の分解斜視図及びその構成アセンブリ部品を示す。
【図２１】第６の態様に係る実施形態の関連する層を右から左に示す（使用者は図示せず
）。
【図２２】第６の態様に係る固定用パッチの一実施形態を例示する。
【図２３】第６の態様に係る固定用パッチの別の又は代替的な実施形態を例示する。
【図２４Ａ】断面状の医療用チューブの拡大斜視図であり、波形管状本体を切欠きにして
、コーティングされたらせん状の内型を見せている。
【図２４Ｂ】断面状の医療用チューブの拡大斜視図であり、滑らかな管状本体を切欠きに
して、コーティングされたらせん状の内型を見せている。
【図２５Ａ】プロング及び内部ルーメンの形状を示す一対の鼻プロングの概略正面図であ
る。
【図２５Ｂ】プロング及び内部ルーメンの形状を示す一対の鼻プロングの概略側面図であ
る。
【図２５Ｃ】プロング及び内部ルーメンの形状を示す一対の反転させた鼻プロングの概略
正面図である。
【図２５Ｄ】プロング及び内部ルーメンの形状を示す一対の反転させた鼻プロングの概略
斜視図である。
【図２６Ａ】湾曲したバッキング材構成要素を有する鼻インタフェースの斜視図である。
【図２６Ｂ】湾曲したバッキング材構成要素を有する鼻インタフェースの正面図である。
【図２６Ｃ】湾曲したバッキング材構成要素を有する鼻インタフェースの上面図である。
【図２６Ｄ】湾曲したバッキング材構成要素を有する鼻インタフェースの背面図である。
【図２７Ａ】図１７Ｄに示される鼻プロングの拡大図である。
【図２７Ｂ】図１７Ｃに示される鼻プロングの拡大図である。
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【図２８】リップを含むバッキング材構成要素と共に使用されている鼻カニューレ装置を
示す。
【図２９】リップを含むバッキング材構成要素と共に使用されている鼻カニューレ装置を
示す。
【図３０】リップを含むバッキング材構成要素を有する鼻カニューレ装置の正面斜視図で
ある。
【図３１】リップを含むバッキング材構成要素を有する鼻カニューレ装置の背面斜視図で
ある。
【図３２】リップを含むバッキング材構成要素と、バッキング材構成要素の後表面に使用
者インタフェースパッチとを有する鼻カニューレ装置の上面背面斜視図である。
【図３３】使用者インタフェースパッチが皮膚パッチと連結されているときの図３２の鼻
カニューレ装置を通る断面図である。
【図３４】図３０～図３３の鼻カニューレ装置の側面背面斜視図である。
【図３５】一連の分割型リップを例示する図２８～図３４の代替的な鼻カニューレ装置の
背面図である。
【図３６Ａ】一部の実施形態に係る皮膚パッチの外形を例示する。
【図３６Ｂ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｃ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｄ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｅ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｆ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｇ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｈ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｉ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｊ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｋ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｌ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｍ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｎ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｏ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｐ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｑ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
【図３６Ｒ】図３６Ａの皮膚パッチに固定されるファスナ基材部分の様々な実施形態を例
示する。
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【発明を実施するための形態】
【０３６５】
　医療用チュービング（すなわち呼吸チューブ）は、様々な制約を受ける。制約のいくつ
かは、重量、可撓性及び流量などの性能主導の特性であり得る。他の制約は、規制当局に
よって要求されることがあり、チューブを医学的適用に使用できるようにするには準拠す
る必要がある。要求される制約には、チューブの構造的完全性及びチュービング構成要素
の生体適合性又は無菌性（衛生上の目的）の評価が含まれ得る。かかる制約の一つは、屈
曲により生じる流れ抵抗であり、これはＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）（第４版、２
０００年６月１日）に提供される関連する試験により定義され得る。
【０３６６】
　材料の生体適合性、例えば呼吸ガス又は他の流体と相互作用又は接触し得る材料で、且
つ材料を呼吸ガス又は使用者若しくは患者が消費若しくは摂取し得る他の流体に浸出させ
ない又は付与しない材料が有用であり得る。無菌性もまた、使用者又は患者への移動又は
疾患が全くないか、又は（あったとしても）最小限となるよう確実にすることを促進する
のに有用であり得る。
【０３６７】
　従って、医療用チューブの設計及び試験においては数多くの基準が考慮され、それが、
医療分野で利用可能なチュービングの多様性に反映されている。種々の医療手技及び適用
の専門的な要件及び特性もまた、利用可能な医療用チュービングの多様性に寄与し得る。
種々の医学的適用の特異性とは、特定の手技に特に好適なチューブが、異なる医学的適用
の基準を満たさないこともあり得ることを意味している。
【０３６８】
　適用に特異的な構成の医療用チュービングは複雑となり、関連する設計プロセスを制限
し得る。さらに、構成要素の使用に関する厳しい規制から、多くの場合に医療従事者は構
成要素の指針及び指図に厳密に準拠するよう制限される。
【０３６９】
チュービング
　医療用チューブ１００が、概略的に図１に示される。第１の実施形態において、医療用
チューブ１００は波形である。しかしながら、チューブはまた、滑らかな外表面（例えば
図２４Ｂ）、又は略滑らかな内表面（例えば図３Ｂ、図３Ｃ）を備えて作製又は製造され
てもよい。一つの例示される実施形態において、チューブ１００は管状本体１０２を含む
。本体１０２は、本体１０２の開口終端部の間に延在するルーメン１０７を画定する。内
型１１０が、ルーメン１０７内に囲い込まれる。内型は管状本体の支持となる。内型の最
外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する。
【０３７０】
　例示されるチューブ１００は、複数の山１０４と谷１０５とを含む波形の外形を有する
。山１０４及び谷１０５はチューブ１００の円周にわたり延在し、管状本体１０２（又は
その壁）に沿って（すなわち、チューブ１００の長手方向軸１０１と略平行な方向に）交
互に並ぶ。
【０３７１】
　管状本体１０２は、チューブ１００の終端部間に延在するルーメン１０７を画定する。
医学的適用では、チューブ１００を通るガスの通過はルーメン１０７に限られ、管状本体
１０２が、その通過路の外側境界を画定する。チューブ１００は、好ましくは、いずれの
終端部にも隣接して配置された開口を有する。理想的には、この開口はルーメンと略同軸
に配置され（すなわち、例示される実施形態では長手方向軸１０１と整列し）、チューブ
１００内の流れの乱れを低減する。
【０３７２】
　例示されるチューブ１００はまた内型１１０も含み、それを覆って、その周りに、又は
それを囲んで管状本体１０２が配置される。管状本体１０２は、チューブ１００のルーメ
ン内に内型１１０を囲い込む。内型１１０は、全体的な形状を画定する骨組を提供し、且
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つチューブ１００の構造的特性に寄与する。好ましくは、管状本体１０２の内面又は内表
面は内型１１０に固定される。管状本体１０２と内型１１０とは、管状本体１０２を内型
１１０の上に締まり嵌めするか（例えば図３Ｄ）、管状本体１０２を溶融状態、半溶融状
態又は未硬化状態の内型上に適用することにより、管状本体１０２の内表面を内型１１０
と融合及び結合（又は結着）させるか（例えば図３Ｃ）、又はさらには、少なくとも内壁
層と外壁層とを有し、それらの間に内型が挟まれた管状本体を提供する（例えば図３Ｂ）
ことにより、共に固定され得る。
【０３７３】
　内型１１０は好ましくは骨組となる下部構造を画定し、これはチューブ１００の長手方
向軸１０１の周りに配置され、且つ管状本体１０２を支持する。管状本体１０２は内型１
１０を覆って配置され、管状本体１０２における波形が、内型１１０により提供される補
強骨組の構造を反映する。チューブの波形の山１０４が、管状本体１０２を支持する補強
リブ（すなわち、内型１１０の形状）に対応する。チューブの波形における谷１０５は、
好ましくは管状本体１０２のうち支持されていない区間であり、隣接する補強リブ間に懸
架される。
【０３７４】
　図１、図２、図３Ｂ～図３Ｄ、図２４Ａ、図２４Ｂに例示されるものなどの内型１１０
は、コイルばねと同様の構造を有する連続的ならせん状の骨組を含む。この骨組は管状本
体１０２にらせん状の波形をもたらし、これは図１の左側の部分に見ることができる。内
型１１０は、例示される実施形態では波形の山１０４において管状本体１０２に連続的に
固定される。管状本体１０２は内型１１０の輪郭に一致し、各補強リブに巻き付いている
。例示される実施形態では、各補強リブと管状本体１０２との間の接触面は、リブの周方
向表面の半分を超え得る。
【０３７５】
　図３は、医療用チューブ２００の別の実施形態を例示する。この実施形態では、内型２
１０は、チューブ２００の長手方向軸２０１に沿って離間された複数のリングを含む。各
リング２１０が、管状本体２０２の山２０４と一致して位置決めされる周方向の補強リブ
を提供する。個々のリングが、例示される内型２１０の補強骨組を構成する。従って、チ
ューブ２００は、長手方向軸２０１の周りにチューブ２００に沿って離散的な山２０４と
谷２０５とが延在する周方向の波形を有する。チューブが捻じれたときの（すなわち、ね
じりの力が加えられたときの）ルーメンの狭小化に抵抗するように、隣接するリングはつ
なぎ合わされてもよい。リングは、流れを通過させる穴を備えたワッシャ又はディスクか
ら形成されてもよい。好ましくはリングは、トロイダル形又は円環形である。
【０３７６】
　チューブ１１００の別の実施形態が、図２４Ｂに示される。チューブ１１００は、図１
に示される波形チューブ１００と同様の構造を有し、管状本体１１０２と内型１１１０と
を含む。しかしながら、図２４Ｂに示されるチューブ１１００の管状本体１１０２は、滑
らかな又は波形でない若しくは波形が付けられていない外壁を画定する。
【０３７７】
　内型は、図２４Ａ及び図２４Ｂの断面状のチューブに示されるとおり外側コーティング
を有し得る。図２４Ａ及び図２４Ｂに示されるコーティングは約３５ミクロン厚であり、
チューブ壁は約１５０ミクロン厚である。コーティング１１１１は内型１１１０を完全に
封入する。代替的な形態では、内型１１１０の長さにわたり離散的なコーティング区間な
ど、内型を部分的にコーティングすることもまた有利であり得る。
【０３７８】
　内型１１１０のコーティングは、管状本体１１０２と形成する結着部の強度を増加させ
、チューブ内の生体適合性又は無菌性を向上させ、及び／又はチューブの内容物から内型
を隔離する（それにより内型の腐食を防ぐなどする）ために施され得る。好ましくはコー
ティングは十分に薄く、従って弾性又は可撓性を低下させるなど、内型の機械的特性に負
の影響を及ぼすことがない。
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【０３７９】
　図３Ｂのチューブは略サンドイッチ構造であり、このチューブは、薄肉のポリマーチュ
ーブをコイルばねなどの内型の中心に挿入することにより作製される。次にこのアセンブ
リをクロスヘッドチュービング押出しダイに通すと、アセンブリの外側を覆って溶融状の
且つ同様に薄肉のポリマーチューブが押し出される。押し出された溶融物のドローダウン
、及び／又は２つの層間に加えられる真空、又は内側チューブの内側若しくは外側チュー
ブの外側に加えられる正圧であり得る圧力差、又はこれらの全ての組み合わせによって、
溶融状の外側チューブを内側チューブと接触させる。溶融状の外側チューブが内側チュー
ブと接触することにより両者の間に結合が生じ、これにより、冷却後、管状本体の内壁と
外壁とからなるチューブがもたらされる。内型（例えばコイルばねワイヤ補強材）は、２
つの壁層の間に挟まれたままである。
【０３８０】
　かかるチューブは、かなり滑らかな穴を有するように形成されてもよく、それにより低
い流れ抵抗がもたらされる一方、チューブの外部壁層は波形で、管状本体の可撓性を促進
する。内型は、サンドイッチ効果により機械的に所定位置に固定化される。従って、チュ
ーブ壁に対するこの接着を実現するために、予めコーティングされた内型は不要であり得
るが、この選択肢は存在する。このチューブは、ガスの経路から離れた適所に固定化され
た内型（例えばばね）と一体に結着した同様の材料のチュービングの２つの薄層であって
もよい。これは、極めて可撓性が高い、しかし強力で、圧潰及びキンク抵抗性を有するチ
ューブを提供する。ばねを所定位置に機械的に固定化すると、軸方向応力下におけるチュ
ービング構造の完全性の維持が促進され、及びガスの経路にばねがないことで、内型構成
要素の生体適合性又は無菌性要件が低減される。
【０３８１】
　図３Ｃのチューブは略埋設構造である。この実施形態のチューブは、内型（コイルばね
など）をクロスヘッド押出しダイに通過させ、それにより内型（例えばばね）の外側を覆
ってポリマーチューブ（管状本体）を押し出すことにより作製される。内部真空又は外部
正圧のいずれか（又はその双方）と組み合わせてドローダウンを実現する引取速度を用い
ることにより、ポリマーが内型（例えばばね）のコイル間に、内型が囲い込まれて機械的
に所定位置に固定化される点まで吸い込まれる。形成される管状本体は略波形の形態（可
撓性）であり、接着の実現に予めコーティングされた内型は不要であるが、この選択肢は
存在する。管状本体は、内型が取り囲まれると管状本体がそれ自身と接触して押出しの熱
から自己融着し得るのに十分な温度である。これに関連して、図３Ｃでは融着線又は融着
領域をＷとして示す。
【０３８２】
　図３Ｄのチューブは略熱収縮構造である。チューブは、内型（例えばコイルばね）を、
薄肉の且つ熱収縮性チュービング（又はエネルギー）で形成された長さの管状本体の中に
置くことにより作製される。次に熱（又は材料の収縮を生じさせるのに適切なエネルギー
）を加えると、管状本体が収縮して内型（例えばばね）にぴったりとはり付き、及び内型
によって支持される続く壁区間の間の、壁に沿って空いている空間では、収縮により波形
が形成される。これにより、内型（例えばワイヤ）補強材を備える波形チューブがもたら
される。波形により可撓性が良好となる。管状本体の内表面又は内面が好適な接着剤で予
めコーティングされる場合、内型とチューブ壁とは互いにさらに付着又は連結し得る。
【０３８３】
　図３Ｅのチューブは、さらなる代替的形態である。管状本体を（例えば押出しにより）
形成し、次に内型１１０に通して、又はその内部に引っ張る又は引き込むことができる。
従って内型１１０が管状本体を実質的に取り囲み得る（すなわち内型が管状本体の外部に
ある形となる）。例えば図３Ｅを参照のこと。内型１１０は、管状本体１０２を所望の型
、形状又は構成に支持又は保持する働きをする。本明細書に記載される他の実施形態のい
くつかと同様に、内型１１０は、一連の交互に並ぶ山と谷とを画定する働きをし、内型の
周囲が谷１０５を画定する。（内型１１０により）支持される区間の間にある山１０４の
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領域は、内型１１０によって直接は支持されない。この構造及び構成の利点は、内型１１
０を、生体適合性又は無菌性（例えば衛生上）の理由から予めコーティングする必要性が
さらに低減されることであり、しかしながらかかる型１１０は、腐食又は環境条件からの
他の作用を低減するために、予めコーティングされてもよい。
【０３８４】
　内型を好適な材料でコーティングするいくつかの利点としては、以下が挙げられる：
　－内型が管状本体によりしっかりと固定されることによりチューブの全体的な強度及び
耐久性が向上すること。
　－化学物質に曝露されることによって引き起こされる膨潤及び分解に対する抵抗性が高
まり、管状本体が強化されること。
　－コーティングが内型それ自体の周りに生体適合性（又は無菌性）の遮断壁又は材料層
を提供するため、内型に使用することのできる許容し得る材料の範囲が広がり、それによ
って生体適合性又は無菌性が向上すること（また内型を着色することも可能になり、審美
性及び／又は製品認識度が高まること）。
　－チューブの内容物から内型が保護される（それにより内型の腐食及び／又は他の分解
が低減される）こと。
【０３８５】
　内型を好適な材料でコーティングすることは、特定の化学物質（油、アルコール及び／
又は洗浄剤など）への曝露から特定の材料が膨潤したとき、又は通気性材料において水蒸
気若しくは水溶液に曝露されたときに起こり得るような、結着部が応力を受けたときに内
型が管状本体から分離しようとするあらゆる傾向の軽減に役立ち得る。
【０３８６】
　様々な実施形態において（例えば図１、図２、図３、図２４Ａ及び図２４Ｂ）、内型は
管状本体を支持し、チューブルーメンの狭小化及び収縮に抵抗する。管状本体は、有利に
は、好適なポリマー、例えば、熱可塑性エラストマー、プロピレンベースのエラストマー
、液体シリコンゴム（ＬＳＲ）、通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミドか
ら形成され、それで形成され、又はそれを含む。ポリマーは、限定はされないが、ポリオ
レフィン類、熱可塑性エラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、熱可塑
性エラストマーファミリー、例えば、スチレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラ
ストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマー又は熱可塑性ポリウレタンエラスト
マー、又は通気性ポリアミド類などのポリマーであってよい。通気性材料を使用した管状
本体の形成がまた利用されてもよく、それによりかかる医療用チュービング又は回路に通
気性というさらなる利点が提供される。特に好適なポリマー材料は、約３０～約９０、又
は約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約
３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約
８０、又は約９０のショアＡを有する材料である。かかる材料は、以下にさらに詳細に記
載されるとおりの鼻カニューレ装置の作製にも用いられ得る。
【０３８７】
　管状本体は、通気性グレードを含め、様々な熱可塑性ポリウレタン類、熱可塑性ポリエ
ステルエラストマー又は液体シリコンゴム（ＬＳＲ）から形成され、それで形成され、又
はそれを含み得る。有利には、選択される材料グレードは有益な機械的特性（耐久性、引
裂抵抗性及び高弾性など）を有し、場合により、チューブ内の水の任意の貯留を検出し得
るように、良好な透明度を提供し得る。
【０３８８】
　コーティングは管状本体と同じ材料から形成されても、又は異なる材料から形成されて
もよい。有利には、コーティング１１１１が管状本体１１０２と化学的適合性を有し得る
ことで、コーティング１１１１と管状本体１１０２とを一体に融着して、内型１１１０を
管状本体１１０２につなぎ合わせる結着部を形成することができる。内型は、管状本体１
１０２の材料と化学的適合性を有する他の材料の好適なポリマーから製造されてもよい。
一形態では、コーティング１１１１は非通気性材料であってもよく（管状本体１１０２が
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通気性材料であったとしても）、それにより内型１１１０がチューブのルーメン内のいか
なる水分からも隔離される。有利には、管状本体及びコーティングの双方とも、耐久性熱
可塑性ポリウレタン類（ＴＰＵ類）から形成され、それで形成され、又はそれを含み得る
。管状本体が熱可塑性ポリウレタンから形成され、それで形成され、又はそれを含む場合
、コーティングは、或いは様々なポリマーから形成され、それで形成され、又はそれを含
んでもよい。有利には、コーティングに選択されるポリマーグレードは強靭であり、コー
ティング後の内型の操作（らせん型に巻回するなど）を可能にする良好な耐摩耗性を有す
る。
【０３８９】
　さらに、管状本体は、チューブを軽量化し、チューブの可撓特性をさらに向上させるた
め、壁が最小厚さとなるように押し出すか、又は他の方法で形成することができる。内型
１１０は、好適な金属又はポリマーなどの、さらなる屈曲に適応する弾性材料から製造す
ることができる。
【０３９０】
　有利には、最小壁厚の管状本体の実施形態は、チューブ可撓性の向上を促進するのに役
立つ。さらに、かかる特性は、通気性材料で形成されるようなチューブにとって、壁厚が
低減されている又は最小限であることによりかかる医療用チュービングの通気性が促進さ
れて、有益である。このような低減された又は最小限の壁厚と通気性材料の使用との組み
合わせは、医療用呼吸回路又はシステムの一部として使用されるとき、特に有利であり得
る。
【０３９１】
　このチューブの構造では、内型１１０の補強リブ間の谷における懸架された管状本体の
付加的長さが蓄積し、伸展性が高くなる。
【０３９２】
　代替的実施形態の図３Ｅに示されるとおり、伸展性は、内型１１０が管状本体に作用す
ることによって形成される谷の間の山における懸架された管状本体の付加的長さにより提
供される。
【０３９３】
　壁の付加的長さにより、内型のピッチを変動させることが可能になり、従ってルーメン
を著しく狭小化させることなく、チューブを長手方向に延伸及び圧縮することができる。
付加的長さが縮んだり、真っ直ぐに伸びたりすることにより、チューブ壁それ自体の引張
又は圧縮変形又は応力を最小限に抑えながらチューブを長手方向に延伸及び圧縮させるこ
とが可能となる。
【０３９４】
　チューブの可撓性はまた、隣接する補強リブ間の間隔を、屈曲に適応するようにチュー
ブ円周の周りで変化させることによっても向上する。リブ間隔が円周方向に変化すると、
ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）（第４版、２０００年６月１日）により定義される可
撓性要件はなお満たしながらもチューブの締付け又はキンクなしに、内型がルーメンの屈
曲に適応してチューブの両側で同時に伸展及び短縮することが可能となる。
【０３９５】
　加えて、内型は導電性であってもよい。導電性の内型は、かかるチューブの動作又は使
用に対する数多くの任意選択の追加的な特徴を促進し得る。例えば、内型は、電気駆動ヒ
ータであってもよい（又はそれを含んでもよい）。例えば、内型は１つ以上の構成要素か
ら構成され得る。
【０３９６】
　別の実施形態では、内型は、１つ以上の導電性部材、電気駆動ヒータ又はセンサ（例え
ば、流量センサ、温度センサ、湿度センサ、圧力センサなど）を含むことができる。
【０３９７】
　一部の実施形態では、チューブは、ヒータ、例えば電気駆動ヒータ（例えば、電熱ワイ
ヤ、電熱回路など）を含むことができる。



(47) JP 2018-153659 A 2018.10.4

10

20

30

40

50

【０３９８】
　加熱又はヒータの提供は、チューブ及び他の関連する構成要素を通過する１つ又は複数
のガスの湿度の維持に役立ち得る。加熱はまた、「レインアウト」に関連する問題を軽減
し得る。センサの提供は、有利には、関連するヒータ制御システムを支援する情報フィー
ドバックシステム又は使用者モニタ若しくはモニタリングシステムへの情報フィードバッ
クの提供に役立つ。
【０３９９】
　管状本体の長さに沿って可変の又は変化するピッチの内型１１０が提供され得ることも
理解されなければならない。
【０４００】
　本発明のさらに別の態様では、１つ以上の内型１１０が提供されてもよい。このように
して、チューブを支持するための、しかしかかる構成チューブの可撓性及び伸展性は維持
する、二重らせん形態の内型、又は他の構成を提供することができる。
【０４０１】
　先述のとおりの、及び例えば図１～図３Ｅ、図２４Ａ、又は図２４Ｂに示すとおりの医
療用チュービングの構造は、特に、短い専用の長さのチューブでインタフェースが呼吸シ
ステムに連結される場合の使用者インタフェースに適用可能である。チュービングの可撓
性及び伸展性によって患者の動きを補償することが可能であり、一方、内型１１０が、こ
の動きに起因する力によるガスルーメンの狭小化（例えば、締付け、キンク及び圧潰）に
抵抗する。
【０４０２】
　チュービングは成人及び新生児の双方の適用に利用され得るが、専用のチュービングが
最小である新生児用インタフェースに良好に適している。例えば、例示される構造に係る
新生児用インタフェースチューブは、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍの管状本体の内部直径
（又はルーメン直径）、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ程度の外部直径及び約０．０５ｍｍ
～約０．２５ｍｍの壁厚を有し得る。好ましくは、内部直径は約２．４ｍｍ～約３ｍｍ、
外部直径は約２．６ｍｍ～約３．４ｍｍ及び壁厚は約０．１ｍｍ～約０．２ｍｍである。
【０４０３】
　管状本体の内部直径（又はルーメン直径）は、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍ、又は約１
．６ｍｍ～約４．４ｍｍ、又は約１．７ｍｍ～約４．３ｍｍ、又は約１．８ｍｍ～約４．
２ｍｍ、又は約１．９ｍｍ～約４．１ｍｍ、又は約２．０ｍｍ～約４．０ｍｍ、又は約２
．１ｍｍ～約３．９ｍｍ、又は約２．２ｍｍ～約３．８ｍｍ、又は約２．３ｍｍ～約３．
７ｍｍ、又は約２．４ｍｍ～約３．６ｍｍ、又は約２．５ｍｍ～約３．５ｍｍ、又は約２
．６ｍｍ～約３．４ｍｍ、又は約２．７ｍｍ～約３．３ｍｍ、又は約２．８ｍｍ～約３．
２ｍｍ、又は約２．９ｍｍ～約３．１ｍｍであってもよい。内部直径（又はルーメン直径
）は、約１．５ｍｍ、１．６ｍｍ、１．７ｍｍ、１．８ｍｍ、１．９ｍｍ、２．０ｍｍ、
２．１ｍｍ、２．２ｍｍ、２．３ｍｍ、２．４ｍｍ、２．５ｍｍ、２．６ｍｍ、２．７ｍ
ｍ、２．８ｍｍ、２．９ｍｍ、３．０ｍｍ、３．１ｍｍ、３．２ｍｍ、３．３ｍｍ、３．
４ｍｍ、３．５ｍｍ、３．６ｍｍ、３．７ｍｍ、３．８ｍｍ、３．９ｍｍ、４．０ｍｍ、
４．１ｍｍ、４．２ｍｍ、４．３ｍｍ、４．４ｍｍ、又は４．５ｍｍであってもよい。
【０４０４】
　管状本体の外部直径は、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７ｍｍ～約４．５ｍ
ｍ、又は約１．８ｍｍ～約４．４ｍｍ、又は約１．９ｍｍ～約４．３ｍｍ、又は約２．０
ｍｍ～約４．２ｍｍ、又は約２．１ｍｍ～約４．１ｍｍ、又は約２．２ｍｍ～約４．０ｍ
ｍ、又は約２．３ｍｍ～約３．９ｍｍ、又は約２．４ｍｍ～約３．８ｍｍ、又は約２．５
ｍｍ～約３．７ｍｍ、又は約２．６ｍｍ～約３．６ｍｍ、又は約２．７ｍｍ～約３．５ｍ
ｍ、又は約２．８ｍｍ～約３．４ｍｍ、又は約２．９ｍｍ～約３．３ｍｍであってもよい
。外部直径は、約１．６ｍｍ、１．７ｍｍ、１．８ｍｍ、１．９ｍｍ、２．０ｍｍ、２．
１ｍｍ、２．２ｍｍ、２．３ｍｍ、２．４ｍｍ、２．５ｍｍ、２．６ｍｍ、２．７ｍｍ、
２．８ｍｍ、２．９ｍｍ、３．０ｍｍ、３．１ｍｍ、３．２ｍｍ、３．３ｍｍ、３．４ｍ
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ｍ、３．５ｍｍ、３．６ｍｍ、３．７ｍｍ、３．８ｍｍ、３．９ｍｍ、４．０ｍｍ、４．
１ｍｍ、４．２ｍｍ、４．３ｍｍ、４．４ｍｍ、４．５ｍｍ又は４．６ｍｍであってもよ
い。好ましくは約３ｍｍ～約５ｍｍである。
【０４０５】
　管状本体の壁厚は、約０．０５ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．０６ｍｍ～約０．２
４ｍｍ、又は約０．０７ｍｍ～約０．２３ｍｍ、又は約０．０８ｍｍ～約０．２２ｍｍ、
又は約０．０９ｍｍ～約０．２１ｍｍ、又は約０．１０ｍｍ～約０．２０ｍｍ、又は約０
．１１ｍｍ～約０．１９ｍｍ、又は約０．１２ｍｍ～約０．１８ｍｍ、又は約０．１３ｍ
ｍ～約０．１７ｍｍ、又は約０．１４ｍｍ～約０．１６ｍｍであってもよい。壁厚は、約
０．０５ｍｍ、０．０６ｍｍ、０．０７ｍｍ、０．０８ｍｍ、０．０９ｍｍ、０．１０ｍ
ｍ、０．１１ｍｍ、０．１２ｍｍ、０．１３ｍｍ、０．１４ｍｍ、０．１５ｍｍ、０．１
６ｍｍ、０．１７ｍｍ、０．１８ｍｍ、０．１９ｍｍ、０．２０ｍｍ、０．２１ｍｍ、０
．２２ｍｍ、０．２３ｍｍ、０．２４ｍｍ又は０．２５ｍｍであってもよい。好ましくは
約０．１ｍｍ～約０．２ｍｍである。
【０４０６】
　管状本体は、約０．１ｍｍ～約０．５ｍｍの波形深さを有し得る。
【０４０７】
　波形深さは、管状本体の長手方向軸（中心線）からの最小半径の点から管状本体の長手
方向軸（中心線）からの最大半径の点までの間の距離によって定義され得る。
【０４０８】
　本発明の一実施形態において、内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型のピ
ッチの比は約０．１０～約０．５０であり、より好ましくは比は約０．２０～約０．３５
であり、さらには約０．２８又は約０．２９である。
【０４０９】
　別の実施形態において、内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例え
ば実際の内型要素又は部材の直径）の比は約０．０２～約０．１０、さらに好ましくは約
０．０５～約０．０７であり、最も好ましくは０．０６である。
【０４１０】
　さらに別のある実施形態において、外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深
さの比は約０．０５～約０．０９である。
【０４１１】
　さらに、別の実施形態では、管状本体の物理的特性がチューブに必要な所望の可撓性及
び／又は構造的支持に寄与することが要求され得る。
【０４１２】
　このサイズのチュービングは、制限されたガス流量のルーメンであるにも関わらず新生
児の最大吸気流量要件が満たされ得るため、専用の新生児適用に実行可能である。小型及
び軽量のチュービングは、乳児の顔面に対する圧力を低減し、及びインタフェースを目立
ちにくくする。チュービングの可撓性及び重さにより使用者の快適性が増し、医師による
インタフェースの装着及び調整が簡略化される。
【０４１３】
　内型は、好ましくは、管状本体を支持する好適なサイズのらせん状の骨組に巻回するこ
とのできるステンレス鋼ワイヤ、最も好ましくはグレード３０２、３０４又は３１６、又
は適切な生体適合特性又は無菌特性を備えた他の好適に弾性の材料から製造される。理想
的には、らせん状の骨組の外側直径は約１．７ｍｍ～約４．４ｍｍであり、一方、骨組の
作製に使用されるワイヤは約０．０５ｍｍ～約０．３ｍｍの直径を有し得る。らせん状の
骨組のピッチは、好ましくは所望のチューブ可撓性を提供するように約０．４ｍｍ～約１
．８ｍｍ程度であるが、約１ｍｍ～約１．５ｍｍであってもよい。好ましくはらせん状の
骨組の外側直径は約２．４ｍｍ～約３．４ｍｍであり、ワイヤの直径は約０．１５ｍｍ～
約０．２ｍｍであり、及びらせん状の骨組のピッチは約０．８ｍｍ～約１．４ｍｍである
。
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【０４１４】
　内型（例えばらせん状の骨組）の外側直径は、約１．７ｍｍ～約４．４ｍｍ、又は約１
．８ｍｍ～約４．３ｍｍ、又は約１．９ｍｍ～約４．２ｍｍ、又は約２．０ｍｍ～約４．
１ｍｍ、又は約２．１ｍｍ～約４．０ｍｍ、又は約２．２ｍｍ～約３．９ｍｍ、又は約２
．３ｍｍ～約３．８ｍｍ、又は約２．４ｍｍ～約３．７ｍｍ、又は約２．５ｍｍ～約３．
６ｍｍ、又は約２．６ｍｍ～約３．５ｍｍ、又は約２．７ｍｍ～約３．４ｍｍ、又は約２
．８ｍｍ～約３．３ｍｍ、又は約２．９ｍｍ～約３．２ｍｍであってもよい。らせん状の
骨組の外側直径は、約１．７ｍｍ、１．８ｍｍ、１．９ｍｍ、２．０ｍｍ、２．１ｍｍ、
２．２ｍｍ、２．３ｍｍ、２．４ｍｍ、２．５ｍｍ、２．６ｍｍ、２．７ｍｍ、２．８ｍ
ｍ、２．９ｍｍ、３．０ｍｍ、３．１ｍｍ、３．２ｍｍ、３．３ｍｍ、３．４ｍｍ、３．
５ｍｍ、３．６ｍｍ、３．７ｍｍ、３．８ｍｍ、３．９ｍｍ、４．０ｍｍ、４．１ｍｍ、
４．２ｍｍ、４．３ｍｍ、又は４．４ｍｍであってもよい。
【０４１５】
　内型（例えば骨組の作製に使用されるワイヤ）の直径は、約０．０５ｍｍ～約０．３０
ｍｍ、又は約０．０６ｍｍ～約０．２９ｍｍ、又は約０．０７ｍｍ～約０．２８ｍｍ、又
は約０．０８ｍｍ～約０．２７ｍｍ、又は約０．０９ｍｍ～約０．２６ｍｍ、又は約０．
１０ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．１１ｍｍ～約０．２４ｍｍ、又は約０．１２ｍｍ
～約０．２３ｍｍ、又は約０．１３ｍｍ～約０．２２ｍｍ、又は約０．１４ｍｍ～約０．
２１ｍｍ、又は約０．１５ｍｍ～約０．２０ｍｍ、又は約０．１６ｍｍ～約０．１９ｍｍ
であってもよい。骨組の作製に使用されるワイヤの直径は、約０．０５ｍｍ、０．０６ｍ
ｍ、０．０７ｍｍ、０．０８ｍｍ、０．０９ｍｍ、０．１０ｍｍ、０．１１ｍｍ、０．１
２ｍｍ、０．１３ｍｍ、０．１４ｍｍ、０．１５ｍｍ、０．１６ｍｍ、０．１７ｍｍ、０
．１８ｍｍ、０．１９ｍｍ、０．２０ｍｍ、０．２１ｍｍ、０．２２ｍｍ、０．２３ｍｍ
、０．２４ｍｍ又は０．２５ｍｍ、０．２６ｍｍ、０．２７ｍｍ、０．２８ｍｍ、０．２
９ｍｍ、又は０．３０ｍｍであってもよい。好ましくは約０．１ｍｍ～約０．４ｍｍであ
る。
【０４１６】
　内型（例えばらせん状の骨組）のピッチは、約０．４０ｍｍ～約１．８０ｍｍ、又は約
０．４５ｍｍ～約１．７５ｍｍ、又は約０．５０ｍｍ～約１．７０ｍｍ、又は約０．５５
ｍｍ～約１．６５ｍｍ、又は約０．６０ｍｍ～約１．６０ｍｍ、又は約０．６５ｍｍ～約
１．５５ｍｍ、又は約０．７０ｍｍ～約１．５０ｍｍ、又は約０．７５ｍｍ～約１．４５
ｍｍ、又は約０．８０ｍｍ～約１．４０ｍｍ、又は約０．８５ｍｍ～約１．３５ｍｍ、又
は約０．９０ｍｍ～約１．３０ｍｍ、又は約０．９５ｍｍ～約１．２５ｍｍ、又は約１．
００ｍｍ～約１．２ｍｍ、又は約１．０５ｍｍ～約１．１５ｍｍであってもよい。らせん
状の骨組のピッチは、約０．４０ｍｍ、０．４５ｍｍ、０．５ｍｍ、０．５５ｍｍ、０．
６ｍｍ、０．６５ｍｍ、０．７ｍｍ、０．７５ｍｍ、０．８ｍｍ、０．８５ｍｍ、０．９
ｍｍ、０．９５ｍｍ、１．０ｍｍ、１．０５ｍｍ、１．１ｍｍ、１．１５ｍｍ、１．２ｍ
ｍ、１．２５ｍｍ、１．３ｍｍ、１．３５ｍｍ、１．４ｍｍ、１．４５ｍｍ、１．５ｍｍ
、１．５５ｍｍ、１．６ｍｍ、１．６５ｍｍ、１．７ｍｍ、１．７５ｍｍ、又は１．８ｍ
ｍであってもよい。好ましくは約１ｍｍ～約１．５ｍｍである。
【０４１７】
　本発明の様々な形態において、内型は、可変の又は変化するピッチを有する管状本体に
提供され得る。このようにして、内型のピッチは、構成チューブの一部となった時点で変
化するピッチとなり得る。変化するピッチは、強度／支持又は可撓性の領域の増加を含め
、特定の利点を有し得る。かかるシステムはまた、さらに薄肉の管状本体の支持に有用で
あり得る。
【０４１８】
　さらに別のある実施形態において、変化するピッチにより、チューブの単位長さ当たり
の内型の密度を変化させることが可能となる。かかる構造は、内型又は内型の部品がルー
メンを通過するガス用の又はそのようなガスの加熱源又はセンサとして提供される場合に
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、有用であり得る。
【０４１９】
　内型１１０は、ワイヤの単一の連続的な巻き、又は端部に端部を付けてつなぎ合わされ
た複数の巻きを含み、らせん状の骨組、要素又はリブを形成し得る。或いは、内型は複数
の個別的なリングを含んでもよい。リングは、チューブに沿って長手方向につなぎ合わさ
れ得る。ワイヤ、細長ポリマー又は他の好適な連結体（複数のワイヤ又は細長ポリマーを
含む）が、チューブのルーメンに沿って延在し、リングをつなぎ合わせてもよい。リング
の円周の周りに複数のリンクが離間されてもよい。
【０４２０】
　新生児適用には、チュービングは、鼻カニューレに対する支持及び呼吸ガスの供給に典
型的に使用される透明ＰＶＣチュービングの代替物を提供する。好ましくは、使用者イン
タフェースは、チュービングの動きが制限されることなくチューブをより曲げやすくなり
得るように、インタフェースチュービング（例えば、専用の皮膚パッド）から独立して支
持される。
【０４２１】
チュービング製造方法
　先述のことに加え、医療用チューブは、内型の周りに管状本体を提供することにより（
又は代替的実施形態では、管状本体の周りの内型により）製造され得る。管状本体は、概
して内型を囲い込むルーメンを画定する。製造中、一実施形態では、ルーメン内に（又は
ルーメンに対して）減圧が加えられてもよく、それにより減圧がルーメンの及び内型によ
り画定される最外側周囲の径方向内側に管状本体を引き込む。内型の最外側周囲が、管状
本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する。チューブはまた、図２４Ｂに
示すとおりの滑らかな外表面で作製されてもよい。別の実施形態では、製造中、内型を囲
い込む管状本体の少なくとも一部分又は一領域に伸展（又は延伸）が加えられてもよく、
それにより伸展（又は延伸）を解除すると、管状本体の伸展された（又は延伸された）部
分又は領域がルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の径方向内側に引き込まれ
るように戻り（又は引き込まれることが可能となり）、最外側周囲が、管状本体の長さに
沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する。
【０４２２】
　さらに別のある実施形態では、チューブの製造に、ルーメンに減圧を加えること及び管
状本体に伸展（又は延伸）を加えることの双方の組み合わせが実施されてもよい。
【０４２３】
　強化医療用チュービングの製造用機器が、図４及び図５に例示される。例示される機器
は、エクストルーダ３１０と、関連するダイヘッド３１７とを含む。原材料（典型的には
熱可塑性ビーズ、しかしながらマスターバッチとして任意の他の形態の原材料であってよ
い）がエクストルーダに送り込まれ、そこで加熱され、プレスされるか又はダイヘッド３
１７に通されると、上記で考察されるチューブなどの医療用チューブ３０１の管状本体が
形成される。チューブ３０１は続いてエアワイプ３４０を通って進み、そこでチューブ３
０１上に圧縮空気が送られることで、管状本体が冷却される。
【０４２４】
　管状本体を把持する又はそれに伸展（又は延伸）を加える機器が利用され得る。このよ
うにして、内型を覆って又は内型の周りで管状本体を延伸させて、次に伸展を（又は延伸
された状態から）解除すると、内型と把持関係になり、従って内型により画定される最外
側周囲の形状をとる。
【０４２５】
　管状本体の形成に使用され得る可能性がある材料としては、上記に考察したとおり、熱
可塑性エラストマー、プロピレンベースのエラストマー、熱可塑性通気性ポリエステルエ
ラストマー、液体シリコンゴム（ＬＳＲ）及び通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性
ポリアミド、例えば約３０～約９０のショアＡのものが挙げられる。
【０４２６】
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　管状本体の原材料は、例えば、上部に据え付けられたホッパー３１２に送り込まれる。
ホッパー３１２は、原材料を重力又は他の好適な供給システムの影響下にエクストルーダ
３１０のバレルに流し込む。エクストルーダバレル内には送りスクリュー３１３が内蔵さ
れ、材料をバレルに沿ってダイヘッド３１７へと進める。送りスクリュー３１３は回転駆
動機構３１４に連結されており、回転駆動機構３１４がスクリューをその長手方向シャフ
トの周りに回転させる。
【０４２７】
　材料はバレル内部で溶融状態又は半溶融状態に加熱される。バレルは能動的に加熱され
得るか、又はバレルに沿って材料が動くに従い発生する摩擦が材料を溶融させるのに十分
であり得る。
【０４２８】
　医療用チュービングの製造に好適なエクストルーダは、Ｗｅｌｅｘにより供給される。
直径３０～４０ｍｍのスクリューと、典型的には０．５～１．０ｍｍの間隔を有する１２
～１６ｍｍの環状ダイヘッドとを備えるＷｅｌｅｘエクストルーダが、低価格のチューブ
を高速で生産するのに好適であることが分かっている。同様の押出し機が、例えば、Ａｍ
ｅｒｉｃａｎ　Ｋｕｈｎｅ（ドイツ）、ＡＸＯＮ　ＡＢ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ｍａｃｈｉ
ｎｅｒｙ（スウェーデン）、ＡＭＵＴ（イタリア）、及びＢａｔｔｅｎｆｅｌｄ（ドイツ
及び中国）により提供される。
【０４２９】
　チューブ構成要素の共押出しを促進するため、管状本体の原材料はダイヘッド３１７へ
と接線方向に供給され得る。次に、内型がダイヘッド３１７を通って進むに従い、内型上
に管状本体が押し出され、溶融状又は半溶融状の管状本体が内型を覆って広がり得る。溶
融状の管状本体は、好ましくはそれが冷えるに従い内型に接着し、チューブ構成要素が一
体に固定される。
【０４３０】
　例示される実施形態において、ダイヘッド３１７（図５に示される）はエクストルーダ
３１０のバレルに垂直な配置となるよう構成され、側部ポート３２０がエクストルーダ出
口３１５に隣接して位置決めされる。エクストルーダ３１０を出る溶融状又は半溶融状材
料はダイヘッド３１７の側部ポート３２０に送り込まれ、外周チャンバに放出される。外
周チャンバを出るとノズル３２５に入り、ノズル３２５を通して内型３０２が引き込まれ
る。エクストルーダ３１０により作り出される圧力によって材料が内型３０２の周りで絞
り部３２５に押し通され、それにより管状本体３０１が内型を覆って直接押し出される。
好ましくは、内型はダイヘッド３１７を通って実質的に一定の速度で連続的に進む（しか
しながら前進速度は、一定の押出し率で管状本体に沿って厚さを変化させるように調整さ
れてもよい）。
【０４３１】
　真空ポート３２１を通してダイヘッドの内部に吸引が加えられる。吸引により押出し後
のチューブのルーメン内の圧力が低下し、それにより溶融状又は半溶融状の管状本体が内
型の周囲に引き込まれ、チューブの外表面に波形が作り出される。好ましくは管状本体の
材料は、押出しプロセスからの十分な粘着性をなお有するため、内型の周りに接着する。
【０４３２】
　管状本体のルーメン内に又はルーメンに対して減圧を加えることは、例えば、ルーメン
の通路に対して真空圧又は減圧を加えることによってもよい。或いは、減圧は相対的に又
は比較して低下した圧力であってもよい。例えば、管状本体の周囲の圧力を、次にルーメ
ン内の圧力が管状本体の周囲の圧力と比較して低くなるように増加させてもよい。このよ
うにして、管状本体は、管状本体が径方向内側に引き込まれる（又は押し込まれる）よう
に促進する圧力差を受ける。従ってルーメン内及び管状本体の外側の圧力は、ルーメンが
管状本体の周囲の圧力と比べて比較的低い圧力となるような任意の好適な圧力であってよ
い。従って、次にルーメンの内表面が（圧力差により）引き込まれ又は押し込まれて内型
と接触し、それにより図１、図２、図３及び図２４Ａに示される実施形態における内型の
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最外側周囲の形状を形成し、又はその形状をとる。管状本体の一部は内型によって支持さ
れていなくてもよく、内型の最外側周囲よりさらに径方向内側に引き込まれ得るため、そ
れにより内型によって画定される形状がさらに強調される。
【０４３３】
　内型がコーティングされる場合（例えば図２４Ａ及び図２４Ｂのチューブで使用される
とおり）、コーティングは、損傷を回避するため、いかなる過剰な熱源からも遮断される
ことが必要となり得る。詳細な一実施形態において、内型は、医療グレードステンレス鋼
から形成される金属ワイヤから製造されてもよい（しかしながら生体適合性の層又は無菌
性及び腐食遮断壁を提供する封入コーティングを備えた非医療グレード材料もまた用いら
れ得る）。ワイヤは、ワイヤを材料浴中に通すことにより、好適なコーティングに封入さ
れ得る。浴中のコーティング材料の高温もまた、任意の生物的汚染物質を死滅させること
により、ワイヤを部分的に滅菌し得る。
【０４３４】
　例えば、好適なポリマーグレードによるワイヤのコーティングは、１５０℃を超える温
度の溶融ポリマー浴中にワイヤを通すことを含んでもよく、しかしながら例えば、１８０
℃超又は約２００℃（ポリマー溶融物を内型の表面にコーティング可能にするのに十分な
温度）であってもよい。次に、コーティングが十分に冷えると、ワイヤが内型に加工され
得る。内型は、コーティングされたワイヤをマンドレルの周りにうず巻き状に巻回するこ
とにより加工されてもよい。
【０４３５】
　他の例では、内型は、ポリマーを含む浴による浸漬法を用いるか、又はポリマーを内型
に塗布する押出しダイヘッドにより、コーティング又は封入され得る。
【０４３６】
他の適用
　本実施形態には、それが特に好適な他の医学的適用が見出され得ることが予想される。
例えば、圧潰、締付け、及びキンクに対して十分な抵抗性を備えた、軽量且つ高度に可撓
性であることが望ましい医療用チュービングの関わる適用には、通気性医療用チュービン
グの使用が好ましい適用を含め、外科的加湿システムの送達及び排出リムもまた含まれ得
る。
【０４３７】
使用者インタフェース
　チューブは、鼻カニューレなどの、呼吸ガスを使用者に送達するための使用者インタフ
ェースに組み込まれ得る。チューブを組み込む鼻インタフェースは図６～図１２に示され
る。例示されるインタフェース４００は一対の鼻プロング４０２を含む。各プロング４０
２は、チューブ４０１の終端部に連結される。チューブ４０１の他方の端部は供給導管に
連結され、プロング４０２を呼吸システムに相互連結し得る。チューブ４０１は、個々の
供給導管に連結されても、又は或いは合流して（例えば、Ｙ型継手又は他の好適な連結具
、例えばマニホルドなどにより）、供給導管との単一の接合部を形成し、インタフェース
４００に対する呼吸ガスの送達を促進してもよい。使用者インタフェース４００の実施形
態は、図１２では乳児に装着されて示される。
【０４３８】
　各プロング４０２は、プロング４０２の使用者端部４１０とチューブ端部４１５との間
に延在するルーメンを画定する。プロング４０２のチューブ端部４１５は、プロング４０
２をインタフェースチューブ４０１に連結する。プロング４０２の使用者端部４１０は、
呼吸ガスを使用者の鼻孔に送達するように構成され、この目的上、開口４１１を組み込む
。開口４１１はプロング４０２の終端部と同心状に配置されてもよく、それによりプロン
グ４０２を出る流れの乱れが最小限となる。プロング４０２のチューブ端部は解剖学的に
付形し、及び／又は使用者の鼻孔に緊密に一致させることができ、プロング４０２の終端
部（すなわち開口４１１を組み込む端部）が中隔から離れるように湾曲していて、それに
より例えば、刺激を起こす可能性が低減され得る。
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【０４３９】
　プロング４０２の使用者端部４１０とチューブ端部４１５とは、弧状のエルボ継手によ
り接続される。使用者端部４１０及びチューブ端部４１５は、例示される実施形態では略
垂直に配置され、エルボ継手は約９０°を経る。有利には、一形態ではエルボ継手は、プ
ロング４０２の隣接する区間の間で滑らかな移行部を有し（より大きい曲率半径に対応す
る）、プロング４０２内での流れの乱れを最小限に抑え得る。
【０４４０】
　インタフェースチューブ４０１はプロング４０２のチューブ端部４１５に連結される。
好ましくはプロング４０２はチューブ４０１上にオーバーモールドされ、一体化した構成
要素が設けられる。例示される実施形態において、チューブ４０１及びプロング４０２の
チューブ端部セクション４１５は、チューブ４０１の周りに延在するプロング４０２と同
心状に配置される。好ましくはチューブ端部セクション４１５の大部分がチューブ４０１
を覆って形成されることにより、接触面積が増加し、プロング４０２とチューブ４０１と
の間の接合部が強化される。
【０４４１】
　プロング４０２は、好ましくは間隔を置かれた関係に保たれる。例示される実施形態で
は、両方のプロング４０２にバッキング材又はハーネス４０３が連結される。バッキング
材４０３は、好ましくはプロング４０２を一定の間隔が置かれた関係に保持する。鼻の間
隔のばらつきに対応して異なるインタフェース４００のサイズが作り出され得る。
【０４４２】
　例示されるバッキング材４０３はまた、プロング４０２のチューブ端部４１５の少なく
とも一部分を概して囲い込み又は捕捉するハウジング４０４も含む。ハウジング４０４は
、インタフェース４００を適所に保持するためのヘッドギアの固定に用いることができる
連結部４０５を組み込む。チューブ４０１の両側で一対のアウトリガー４０６がバッキン
グ材４０３から外側に突出している。アウトリガー４０６は、インタフェース４００と患
者との間の接触面を増加させ、これは、インタフェースを保持する力をより大きい範囲に
分散させて、使用者の顔面に加わる圧力を低下させる。
【０４４３】
　バッキング材４０３及びアウトリガー４０６の使用者側の面（すなわち、使用者の顔面
に載る側）の輪郭は、予想される解剖学的構造を反映して決められ得る。バッキング材４
０３及びアウトリガー４０６はまた、構造を特定の個人の顔面に適合させるため、可撓性
材料から形成されてもよい。
【０４４４】
　アウトリガーは、使用者（又は介護者）が使用者の皮膚から又は皮膚パッチからアウト
リガー１０６をより容易に引き剥がす又は剥ぎ取ることを可能にする部分を含み得る。か
かるタブにより、インタフェースの適用し易さ／使用者からのその取り外し易さが向上し
得る。
【０４４５】
　ハウジング４０４は、アウトリガー４０６の前面とプロング４０２及びインタフェース
チューブ４０１に接続するハウジング４０４の部分との間に、リブ付き部を組み込んでも
よい（これは図１２及び図１３に示される）。リブ付き部は、インタフェース４００を使
用者に留め付けるときに医療用テープ材の接着に利用可能なインタフェース接触面を増加
させる。リブ付き部はまたアウトリガーのねじり剛性も増加させ、これはプロング４０２
の位置を安定させるのに役立つ。
【０４４６】
　プロング４０２、バッキング材４０３及びアウトリガー４０６は、好ましくは好適なポ
リマーから製造される。好ましくは、個々のカニューレ（例えば、プロング４０２及びチ
ューブ４０１）は、プロング４０２をチューブ４０１の外面の周りにオーバーモールドす
ることにより製造される。オーバーモールド法は、概して、予め成形されたチューブ４０
１の終端部を好適なモールドに挿入し、チューブ４０１を動かないようにしながらプロン
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グの製造に使用される材料をモールドへとチューブ外面の周りに注入することを含む。有
利には、プロング４０２の双方、バッキング材４０３及びアウトリガー４０６は一回のオ
ーバーモールド工程で加工され、完全な一体化したインタフェースが形成される。
【０４４７】
　プロングの構成又は設計は、様々な形態をとり得る。好ましい一実施形態において、デ
リバリーチューブと共にオーバーモールドされるプロング及び／又はカニューレは、本明
細書によって全体として参照により援用される米国特許出願公開第２０１０／０１９２９
５７号明細書に記載されるとおりであり得る。
【０４４８】
プロング
　別の好ましい形態の鼻プロングの幾何学的形状が、図２５Ａ～図２５Ｄに概略的に示さ
れ、図２６Ａ～図２６Ｄに共通の基部支持体及び接顔支持パッドと組み合わせて示され、
及び図２７Ａ及び図２７Ｂに拡大図で示される。これらの図中に示されるプロングの列挙
される特徴は、これまでの図（図６～図１３）に存在する同じ特徴と同様の符号で特定さ
れる（しかしながら特定の実施形態を区別するために接頭符号が付く）。
【０４４９】
　図２５Ａ～図２５Ｄのプロング１４０２の幾何学的形状は、プロング軌跡を表すスイー
プ線１４２０と、特定の軌跡における各プロング内でのルーメンの形状及び向きを表す楕
円１１３０～１１３５とにより示される。各プロング１４０２は、使用者の鼻孔の解剖学
的な幾何学的形状／湾曲／輪郭に従い形状が決まるスイープ経路に従う。プロングは、使
用者の鼻孔の解剖学的形状及び湾曲に従いモールド又は成形される。有利には、プロング
は、外鼻孔の経路に解剖学的に一致させることにより、プロングと外鼻孔の内部構造との
間の間隙を最大化し得る。
【０４５０】
　一つの好ましい形態では、プロングは鼻孔の解剖学的形状に従い予めモールドされ、又
は予め成形され、これは鼻孔の解剖学的形状に適合し得る材料製のプロングとは対照的で
ある。
【０４５１】
　例示されるプロングの幾何学的形状は、インタフェースが使用時にどのようにして使用
者の顔面上に保たれるかに関連して以下に記載される。インタフェースは、プロング１４
０２が使用者の矢状面に関して略対称に配置されるように配置される。各プロングは、使
用者の上唇に沿って延在する共通の支持体上に配置された基部１４１５から延在する。プ
ロング１４０２は、使用者の中隔を回避するように支持体上で離間される。基部１４１５
におけるプロング１４０２間の間隔は、各インタフェースが適応する顔面サイズの範囲に
ついて（すなわち特定のインタフェースサイズについて）プロングと使用者の中隔（鼻の
下部における）との間に最大の間隙を提供するように選択される。
【０４５２】
　基部１４１５より前の各プロング軌跡１４２０の初期フェーズは、楕円１１３０及び１
１３１により表される（第１フェーズ）。このフェーズの間、プロングはそれぞれの呼吸
チューブと実質的に同軸に延在する。双方の軌跡１４２０とも、概して使用者の上唇に従
い矢状面の両側から中隔に向かって延在する経路をスイープする。プロング１４０２は、
ルーメンの回転により示されるとおり（楕円１１３０、１１３１及び１１３２の向きが変
化することにより表される）、使用者の上唇に対して僅かに後向き又は後方に湾曲して（
使用者の冠状面に向かって）スイープする。ルーメンの形状によって画定される内部の流
れの経路は、このフェーズの間、略円形のままである。
【０４５３】
　基部１４１５から、各プロング１４０２は使用者の頭頂部に向かって（横断面から離れ
る方に）上向き又は上方に、且つ使用者の上唇に対して後向き又は後方に（使用者の冠状
面に向かって）スイープする。楕円体１１３１と１１３３との間（第２のフェーズ）では
、プロングのルーメンは、使用者の上唇に沿った略内外側方向から、ガス流を使用者の頭
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部の後ろ側の上部に向かって誘導する主として傾斜した後ろ方向へと滑らかに移行する。
プロングのルーメンは、このフェーズの間に僅かに減少し、外鼻孔内の利用可能な空間を
生かしてより楕円になる。
【０４５４】
　第３のフェーズ（楕円１１３３と１１３４との間）では、プロングは、傾斜した後方軌
跡に沿って使用者の頭部の後ろ側上部に向かって（横断面から離れる方に、冠状面に向か
って）進み続け、ここで傾斜率は滑らかに減少する（プロング軌跡１４２０の上方成分に
よりルーメンが横断面から引き離される）。このフェーズの間、プロング１４０２は、矢
状面に向かう無視し得るほど小さい収束（又は内外側方向の成分）を有し得る。プロング
ルーメンはこのフェーズの間にさらに減少し、次第に楕円形になる。
【０４５５】
　最後のフェーズ（楕円１１３４と１１３５との間）では、プロング１４０２は傾斜した
後方軌跡に沿って、矢状面に向かういくらかの内外側方向の収束を伴いながら進み続け得
る。プロング１４０２の内外側方向の収束は、楕円１１３４に隣接する第４フェーズの始
点（又は僅かに手前）にある示される軌跡変曲点から始まる。最後の楕円１１３５に隣接
して第２の変曲点があり、プロングの収束を減少させて、矢状面に向かう僅かな内外側方
向の成分を伴いプロング出口１４１１を後方に（冠状面に向かって）方向付ける（図２５
Ｂにおける最後の楕円１１３５の向きにより表される）。
【０４５６】
　プロング軌跡１４２０の傾斜率は第４フェーズの間減少し続け、最終的にプロング出口
１４１１でそれぞれの軌跡１４２０は横断面と実質的に平行になる（楕円１１３５により
表される）。最後の楕円１１３５に隣接するプロング軌跡１４２０の内外側方向及び上下
方向を調整することにより、プロング出口１４１１が上気道の通路とほぼ整列して位置決
めされ、流れ出る呼吸ガスによって引き起こされる軟部組織の刺激が低減される。プロン
グルーメンは出口１４１１で楕円形であり、楕円の長軸がほぼ横断面に配置される。出口
１４１１は呼吸ガスを上向き又は上方に使用者の頭頂部に向かって（横断面から離れる方
に）且つ後向き又は後方に（使用者の冠状面に向かって）誘導する。
【０４５７】
　図１３、図１４及び図２５～図２７に示されるプロング１４０２の形状は（軌跡及びル
ーメンともに）使用者の中隔範囲との接触を回避し、従ってこの範囲で組織が傷害される
リスクが低減される。このプロングは、プロング出口を使用者の上気道と整列させること
により使用者の快適性及び治療効力を向上させる。ルーメンの形状は、流れ抵抗を最小限
に抑えるように患者の鼻孔において解剖学的に利用可能な空間を生かしながら、その長さ
に沿ったプロングの断面積を最大化する。プロングルーメンは、使用者の鼻孔を密封する
ことを回避する形状を有する。
【０４５８】
　各プロングに独立したガス源が提供されてもよい。このようにすることで、一対のプロ
ングが用いられる場合、一方のプロングが呼吸ガスを供給し得ると同時に、他方のプロン
グが、呼吸療法又は使用者の呼吸器を改善するために使用されるガスなどの薬物ガスを提
供し得る。
【０４５９】
　かかる解剖学的なプロングは、使用者の外鼻孔の解剖学的形状に適合する異形の軌跡を
有し得る。かかるプロングの第１の部分（又はフェーズ）では、軌跡は顔面の正中線に向
かって水平に動く。プロングの第２の部分（又はフェーズ）において、軌跡は直接外鼻孔
内へと頭頂部に向かって上方に湾曲する。プロングの第３の部分（又はフェーズ）におい
て、軌跡は外鼻孔の解剖学的湾曲に従い頭部に入り込むように巻き戻る。そして第４の部
分（又はフェーズ）において、軌跡はカニューレの中心に向かって水平に傾き、流出口が
使用者の上気道と整列する。
【０４６０】
　かかる解剖学的に付形されたプロングは、中心軌跡に沿って変化する断面を有する。例
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えば、断面は軌跡の基部で略円形であり、軌跡又はプロングの末端に向かって略楕円形に
なる。さらに、断面直径は、概して、第１の部分（又はフェーズ）から第４の部分（又は
フェーズ）の端部まで軌跡に沿って減少する。
【０４６１】
　プロングは、好ましくは軟質の柔軟材料から製造され、鼻孔の軟部組織に対する外傷が
さらに低減される。可能な材料の一例は、生体適合性熱可塑性エラストマー又は液体シリ
コンゴム（ＬＳＲ）である。
【０４６２】
　プロング１４０２を組み込む鼻インタフェース１４００が、図２６Ａ～図２６Ｄ、図２
７Ａ及び図２７Ｂに示される。このインタフェースは鼻プロング１４０２と共通の支持体
とを含み、共通の支持体は、鼻の下で使用者の上唇に沿って延在し、且つ全て矢状面に関
して略対称に離間されるプロング１４０２、一対のアウトリガー又は接顔パッド１４０６
及び一体型チュービング１４０１を支持する。インタフェースは、チュービング１４０１
がプロング１４０２の基部１４１５に直接つながる一体の又は単一の構成要素として形成
される。一体化した各チューブ１４０１の開口遠位端は、好適な呼吸チューブ（チューブ
１００など）を受け入れるように構成される。呼吸チューブはインタフェースチュービン
グ１４０１と接着されるか、又は他の方法で固定されてもよい。接顔パッド１４０６は、
対象とする使用者の顔面の幾何学的形状を反映する湾曲の分布及び規模で解剖学的に付形
される。接顔パッド１４０６の解剖学的形状により、インタフェースに、所定位置での使
用者の顔面とのポジティブエンゲージメントがもたらされ、接顔パッド１４０６の輪郭が
使用者の顔面の輪郭に一致する。予め付形された接顔パッド１４０６は、プロング１４０
２を使用者の鼻孔内に置いて保持し得る正確さ及び速度の向上により、解剖学的な鼻プロ
ング１４０２を補足（ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔ）する。
【０４６３】
　使用者の顔面の特徴に合わせて接顔パッド１４０６を予め付形し、又は輪郭を付けるこ
とで、任意の保持機構（接着テープ、ヘッドギア又は他の手段）により使用者の顔面に加
わる圧力が低下する。これにより褥瘡の可能性が低下する。接顔パッド１４０６の解剖学
的形状により促進されるポジティブエンゲージメントが、インタフェース１４００及びプ
ロング１４０２の安定性を増加させ、従って投与される治療の快適性及び効力を改善する
。
【０４６４】
　さらなる実施形態において、少なくとも１つの鼻プロング２００１を含む鼻カニューレ
装置２０００が提供され、この又は各プロング２００１は、使用者のある鼻孔（又は複数
の鼻孔）に挿入されるように構成されたガス出口２００２と、ガス出口２００１に流体連
結されたガス入口２００３とを有する。少なくとも１つの鼻プロング２００１はバッキン
グ材２００４を含み、バッキング材２００４は使用者の顔面に載せるように構成され、及
びここでリップ２００５が、バッキング材２００４の後表面２００６の周囲の少なくとも
一部にわたり延在する。後表面２００４は、使用者インタフェースパッチ２００７を受け
入れ、又はそれを保持するように構成される。使用時、使用者インタフェースパッチ２０
０７は、使用者の顔面に固着される、又は固着することのできる皮膚パッチ２００８に対
して、又はそのような皮膚パッチ２００８と、解除自在に取り付け可能又は連結可能であ
り得る。
【０４６５】
リップ
　リップ２００５は概して遮断壁として機能することができ、シール、例えば流体密シー
ルを提供し得る。しかしながら、物理的な遮断壁としての、且つ必ずしも流体密シールで
はないリップ２００５の提供が、流体（鼻粘液又は口腔粘液など、又は母乳又は使用者の
顔面を洗浄するのに用いられる流体）の大半についてバッキング材２００４の下側から後
表面２００６に浸出することを防止するには十分であり得ることが理解されるであろう。
【０４６６】
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　有利には、リップ２００５は、流体の大半についてバッキング材２００４の下側から後
表面２００６に浸出することを防止する働きをする。そうしなければ、かかる浸出によっ
て、使用者インタフェースパッチ２００７と使用者の顔面又は使用者の顔面に適用される
皮膚パッチ２００８との間の接着又は連結が損なわれ得る。かかる一連のパッチは、カニ
ューレを使用者の鼻孔に対して位置決めするための、又は好ましい位置若しくは場所にお
ける鼻カニューレの位置決めを促進するための固定システムを提供する。かかる流体浸出
は、或いは使用者インタフェースパッチ２００７又は皮膚パッチのインタフェース側を向
く表面に詰まるようになり得る；かかるパッチ表面は、次には臭うようになり、又は概し
てぬるぬるしたり、若しくは不衛生になったりし得る。かかる障害は、使用者又はその介
護者にとって不快であったり、又はおそらくはさらに、本来好ましい位置に留まり続ける
かかる鼻カニューレの能力に影響が及んだりするため、好ましくは可能であれば回避され
るべきである。バッキング材２００４の後表面２００６の周りへのかかるリップ２００５
の提供は、かかる有害な影響の１つ以上を最小限に抑えようと試みるものである。
【０４６７】
　この実施形態によれば、リップ２００５は変形可能であってもよい。例えば、リップ２
００５は、使用者の顔面又は皮膚パッチ２００８と接触するリップの一部分が屈曲又は撓
曲可能であるように付形され得る。こうすることで、使用者インタフェースパッチ２００
７と皮膚パッチ２００８との間の係合力によるなど、リップ２００５に圧力が加わったと
き、リップ２００８が、それが接触している形状とより効果的に一致するように変形する
ことが可能となり、シール又は流体遮断壁がより効果的となる可能性が高まり得る。
【０４６８】
　かかるリップ２００５は、少なくともバッキング材２００４の周囲（又は周囲の一部）
の周り、例えば関連するプロングに実質的に隣接する領域の周りに延在し得る。例えば、
リップ２００５の構成によってバッキング材の後面に入らないようにされる流体の大半は
、使用者の鼻又は口腔領域で発生する。すなわち、使用者の鼻の１つ又は複数の鼻孔を出
る鼻粘液、又は使用者の口を出る口腔粘液は、カニューレのバッキング材に向かって戻る
ように垂れ得るもので（使用者の頭部の姿勢に依存する）、又はさらには授乳中の乳児の
口から母乳が漏れ、次にはそれが鼻カニューレ装置２０００の周辺の領域に垂れる。さら
に、乳児又は使用者の顔面の水浴びによって流体が生じ、それがカニューレ２０００の周
り又は周辺の領域に垂れることもある。
【０４６９】
　このような流体（及び必ずしも上記で言及しない他の流体）はいずれも、使用者の顔面
に対するカニューレの固定又は位置決めに使用される固定パッチシステムの有効性に影響
を及ぼし得る。さらに、固定システムパッチの悪臭又は粘液（又はぬめり）の詰まりによ
り生じる負の影響は、望ましくない。
【０４７０】
　従って一実施形態において、優先事項は、バッキング材２００４の後表面２００６のう
ち、少なくとも、プロング２００１又は使用者の鼻孔の近傍に又はそれに隣接して延在す
る領域から、そこから横方向に離れる領域にわたり、リップ２００５を提供することであ
る。かかる例では、リップ２００５がバッキング材の周囲の全てを囲んでは延在しないこ
ともある。
【０４７１】
　他の実施形態では、リップは、遮断壁又はシールの形成を促進するよう互いに接合して
いても、又は接合していなくてもよい一連の小さい又は分割されたリップ部分から形成さ
れてもよい。例えば、図３５に示されるとおり、一体となってバッキング材２００４の後
表面２００６の周囲にわたり部分的に、又は全体的に延在する一連の分割されたリップが
提供されてもよい。リップ２００５は、図３５により示されるような一連の１つ以上の個
別のリップにより設けられ、又は形成され得る。さらに、かかる分割されたリップ部分は
、リップ２００５を形成するにおいて互いに隣接してもよく、互いに接合してもよく、又
はさらには互いに重なり合ってもよい。
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【０４７２】
　このように、リップが一体となって流体の浸入に対する遮断壁又はシールを形成し得る
。
【０４７３】
　しかしながら、リップ２００５は、バッキング材の全周囲にわたり延在するように提供
され得ることは理解されるであろう。そのような場合、リップ２００５は無端のリップと
なり得る。
【０４７４】
　この又はこれらのリップは、疎水性の特性又は属性で形成され（又はそうなるように処
理され）てもよく、それによりリップ遮断壁を通過する液体の低減がさらに促進される。
【０４７５】
　使用者の皮膚と接触するリップ部分は、スプーン形状であってもよい。例えば、リップ
は、一対の平行な離間されたリップ、リップの外周囲リップ及び内周囲リップを全体とし
て効果的に提供する外形を有してもよい。このようにして、一組のリップの各々が使用者
の皮膚と接触し、液体に対するより効果的な遮断壁又はシールの提供が促進される。また
、一連の平行なリップを利用し得ることも理解されるであろう。
【０４７６】
　先述のとおり、バッキング材２００４は、使用者の顔面に載せるように構成された実質
的に平面的な又は扁平な又はさらには異形輪郭の（図２８～図３４に示されるとおりの予
め成形された曲面などの）バッキング材の形態をとり得る。バッキング材２００４は、概
して少なくとも１つの鼻プロング２００１から横方向外側に、使用者の中隔から離れる方
に延在し得る。かかるバッキング材２００４は、使用者の１つ又は複数の鼻孔における１
つ又は複数のプロング２００１の安定化材として機能させるのに役立ち得る。この点で、
かかるバッキング材２００４は、他の実施形態に記載されるとおりの様々なリブ特徴部を
含み得る。
【０４７７】
　また、この実施形態の鼻カニューレ２０００は、使用者の鼻孔に挿入するための一対の
プロング２００１であって、各々が隣接する又は関連するバッキング材２００４を有する
プロング２００１を有し得ることも理解されるであろう。一対のプロング２００１が提供
される場合、プロングは互いに独立していてもよく、又は他の実施形態において先述した
とおり、さらなる安定性のためハーネスを利用してプロングを互いに構造的につなぎ合わ
せてもよい。
【０４７８】
　この実施形態のカニューレ２０００は、本明細書に記載されるとおりの流体連結される
（又は一体形成される）チュービング１００、２００、４００、１１００の様々な特徴を
さらに含んでもよく、及び／又は本明細書に記載されるとおりの使用者インタフェースパ
ッチ及び皮膚パッチの固定システム５００、６００を利用してもよく、及び／又は本明細
書に記載されるとおり、ガス入口を強化医療用チュービング１００、２００に流体連結さ
せてもよい。さらに、プロング２００１は、図２５Ａ～図２７Ｂにより参照される解剖学
的に付形されたプロングを含め、本明細書に先述したとおりのプロング形状又は構成のい
ずれであってもよいことが理解されるであろう。
【０４７９】
　鼻カニューレ２０００の一実施形態は、図２８～図３４によって示されるとおりである
。
【０４８０】
　図２８及び図２９は、使用者の顔面に固着された皮膚パッチ２００８と連結されている
バッキング材２００４を有するカニューレ装置２０００を示す。皮膚パッチ２００８と接
触しているリップ２００５が示され、それにより、ない場合にはバッキング材２００４の
下側及び使用者インタフェースパッチ２００７を保持する後表面２００６に漏出し得る流
体に対する遮断壁が提供される。示されるとおり、使用者インタフェースパッチ２００７
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はリップ２００５の内側に位置する。
【０４８１】
　図３０～図３４は、鼻カニューレ２０００をさらに詳細に示す。
【０４８２】
　図３１及び図３４により示されるとおり、後表面２００６は、最初は使用者インタフェ
ースパッチなしに提供されてもよく、すなわちこの表面２００６は、使用者インタフェー
スパッチ２００７を受け入れ、又は保持するように構成される。かかる使用者インタフェ
ースパッチ２００７は、接着剤又は他の好適な結合によって後表面２００６に結合され得
る。次にパッチが適所に位置決めされると、皮膚パッチに連結し、又はそれを受け入れる
準備が整う。
【０４８３】
　一形態では、使用者インタフェースパッチは、二部品型結合システムの一方の部品、例
えばフック・アンド・ループシステムのループであり得る。かかる例では、皮膚パッチ２
００８のインタフェース側を向く表面が、使用者インタフェースパッチのループと係合可
能なフックから構成され得る。皮膚パッチのフックを連結する準備が整った、ループを有
する使用者インタフェースパッチを保持する後表面２００６を示す図３２を参照のこと。
【０４８４】
　図３３は、皮膚パッチのフック２００９が使用者インタフェースパッチのループ２０１
０と係合しているカニューレ２０００を通る断面を示す。また、カニューレのガス入口に
供給されてプロング２００１のガス出口２００２に送達されるガス用のルーメン２０１１
又はガス通過経路も示される。
【０４８５】
固定システム
　使用者インタフェース及び／又は使用者インタフェースチュービングを患者に固定する
ための固定システムが、図１５～図１７に示される。乳児の顔面に鼻カニューレを支持し
ている固定システム５００が例示される。
【０４８６】
　有利には、このシステムは、概して迅速化され、且つ向上した又は簡略化された、使用
者に対する使用者インタフェースの動作位置への設置し易さを提供する。さらに、これら
の利点はまた、使用者に種々の療法（ガス治療、例えばＣＰＡＰ又は高流量の適用など）
を周期的に施すときの、代替的な使用者インタフェースの適用し易さ又は使用者からの使
用者インタフェースの取り外し易さの向上又は簡略化にも寄与し得る。
【０４８７】
　記載される実施形態のシステムとの相互作用又は適応から、ある種の使用者インタフェ
ースが特別に提供されてもよい。或いは、非改良型の使用者インタフェースを、記載され
る実施形態によって適応させることができ、また、比較的容易に、且つ設置手順にかかる
時間を最小限に抑えて位置決めすることもできる。
【０４８８】
　固定システムにより提供される様々な実施形態において、かかるシステムは使用者に対
するインタフェースの迅速な位置設定をもたらし得るとともに、インタフェースの確実な
位置決めをもたらし得る。
【０４８９】
　使用者にとって使用者インタフェースを容易に位置決めし得ることは、特に有用である
。介護者（例えば看護師）が固定システムを片手で又は人の手を借りずに適用することが
可能なシステムの提供は、特にインタフェースの使用者が乳児である場合、特に有利であ
る。
【０４９０】
　加えて、別の実施形態では、固定システムは、使用者インタフェースの第１レベルの固
定を使用者に提供する。例えば、かかる第１レベルの固定は、図１５～図１７により示さ
れるとおりのものであり得る。使用者が使用者インタフェースの位置決め又は固定につい
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て付加的な又は強化された安全性を必要とする場合、第２レベルのインタフェース固定を
利用することができる。かかる付加的なレベルには、例えばパッチ６６０により提供され
るものなどの、オーバーパッチの適用が含まれ得る。かかるパッチ６６０は接着パッチで
あってもよく、使用者インタフェース及び／又はチュービングの上に被せて設定し、皮膚
パッチ５５０の一部分に接着することができる。
【０４９１】
　固定システム５００は、二部品型の解除自在な取付け又は連結装置５５１を含む。解除
自在な連結装置５５１は、それぞれ患者及び使用者インタフェースに固定される一対のパ
ッチ間で機能する。
【０４９２】
　第１のパッチは、患者の皮膚に接着されるか、又は他の方法で取り付けられる皮膚パッ
チ５５０である。皮膚パッチは、使用者の皮膚に面する使用者側と、使用者インタフェー
スに面するインタフェース側とを有する。皮膚パッチ５５０の使用者側は、親水コロイド
などの皮膚に優しい接着剤により、使用者の皮膚に取り付けられ得る。皮膚パッチの使用
者インタフェース側には、二部品型の解除自在な取付け又は連結システム５５１の第１の
部品５５３が提供される。
【０４９３】
　第２のパッチは、使用者インタフェースパッチ５５２である。使用者インタフェースパ
ッチ５５２もまた、患者側とインタフェース側とを有する。使用者インタフェースパッチ
５５２の患者側は、システム５００の係合時に皮膚パッチに隣接して配置される。二部品
型の解除自在な取付け又は連結システムの相補的な（ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔａｒｙ）第２
の部品５５３が使用者インタフェースパッチ５５２の患者側に固着され、これにより、パ
ッチ５５０、５５２を一体にまとめるときに、二部品型の解除自在な取付け又は連結シス
テム５５１のそれぞれの部品を容易に係合することができる。使用者インタフェースパッ
チ５５２のインタフェース側は使用者インタフェースに固着される。使用者インタフェー
スパッチは、使用者インタフェースと一体化されてもよく、又は好適にはそれに接着され
てもよい。
【０４９４】
　使用者インタフェースパッチ５５２の一部又は角部が、皮膚パッチ５５０に付着しない
領域を含んでもよい。この概略的な目的は、皮膚パッチからインタフェースを取り外す又
は引き離すために使用者又は介護者が容易に把持し得る領域（又はタブ）をもたらすこと
である。例えば、バッキング材２００４もまた、かかる角領域を含み得る。
【０４９５】
　二部品型の解除自在な取付け又は連結装置５５１は、フック・アンド・ループ材料（ベ
ルクロ（Ｖｅｌｃｒｏ）（商標）など）、磁極が好適に配列されてそれぞれのパッチに配
置された磁石又は磁石アレイ、パッチが互いに付勢されたときに活性化する接着装置又は
別の好適な解除自在な好適な結合機構を含み得る。皮膚パッチ５５０のインタフェース側
がフック又はループの一方の材料を有してもよく、及び使用者インタフェースパッチ５５
２の患者側がフック又はループの他方の材料を有してもよく、それにより皮膚パッチと使
用者インタフェースパッチとを互いに解除自在に取り付け可能又は連結可能にしてもよい
。
【０４９６】
　フック・アンド・ループ材料を参照するとき、それは、幅広い種類の面型機械的ファス
ナのいずれか一つを意味する。例えば、ベルクロ（Ｖｅｌｃｒｏ）（商標）製品範囲には
フック・アンド・ループ製品が含まれ、この製品においては、フック構成要素が直立した
ナイロンフック（ウーブンバッキングウェブを介したカットループとして形成されたもの
）を含み、それが任意の相補的な（ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔａｒｙ）ループパイル材料と係
合する。ベルクロ（Ｖｅｌｃｒｏ）（商標）範囲にはまた、典型的にはより小さいサイズ
の、押出しフック製品も含まれ、これは「ふわふわした（ｆｌｕｆｆｙ）」ノンウーブン
繊維バッキング材料とかみ合うものである。これらのフック材料は、様々な範囲のループ
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基材と共に機能するように設計され、及びある場合には、これらのフック材料が同様にル
ープ基材としても働く。他の類似のシステムとしては、Ｓｔ　Ｐａｕｌ，米国Ｍｉｎｎｅ
ｓｏｔａの３ＭからのＤｕａｌ－Ｌｏｃｋ（商標）リクローザブル（ｒｅｃｌｏｓｅａｂ
ｌｅ）ファスナシステムが挙げられる。これらの解除自在なファスナシステムに共通する
特徴は、システムの２つの部品間の接触部のいかなる部分でも係合することである。製品
の全面にわたり多数の連結体が分布しているため、個々の連結体を正確に整列させる必要
がない。解除自在な取付けシステムにおいては、皮膚パッチと使用者インタフェースとの
間に解除自在な取付けを提供するために、この分野内の広範な解除自在ファスナシステム
が用いられ得る。
【０４９７】
　二部品型の解除自在な取付け又は連結システムの第１の部品は、好適な接着剤により皮
膚パッチの使用者インタフェース側に接着されてもよく、皮膚パッチのインタフェース側
表面積の最大１００％又は約９０％未満、又は約８５％、又は約７５％、又は約６０％又
は約５０％又は約４０％又は約３０％又は約２０％又は約１０％を占有し得る。
【０４９８】
　一部の実施形態によれば、皮膚パッチ５５０は、その幅及びその長さのいずれと比べて
も大幅に小さい厚さを有する略平面状のパッドである。一部の実施形態では、パッドの形
状は全体的に楕円形であるが、他の形をとってもよい。
【０４９９】
　パッドは、二部品型の解除自在な取付けシステム５５１の第１の部品５５３を含む。一
部の実施形態では、皮膚パッチの構造は、解除自在な取付けシステムの第１の部品５５３
が、基材と、基材の全面にわたり提供された多数のファスナ要素（効果的なフック、効果
的なループ又は他の要素を備える）とを含むような構造である。基材は皮膚パッチの本体
に固定される。一部の実施形態では、基材は、接着剤によるか、又は皮膚パッチの形成中
に直接結着させることにより固定される。
【０５００】
　一部の実施形態では、基材は皮膚パッチより面積が小さく、皮膚パッチのいずれの縁部
にも達しないように皮膚パッチ上に位置する。このようにして、基材の全周囲にわたり基
材の縁部が皮膚パッチの縁部から広がる。
【０５０１】
パッチ
　一部の実施形態では、二部品型の解除自在な取付けシステムの第１の部品の基材は可撓
性であり、従って基材の平面は一方向に湾曲した表面に従い屈曲し得る。しかしながら、
基材は、典型的にはまた延伸性がなく、直交した二方向に湾曲する表面に従うことはでき
ない。しかしながら、パッドは皮膚パッチのパッドであり、患者における設置場所の輪郭
に適合することが求められ得る場合など、二方向以上に湾曲した表面に対する延伸性及び
形状適合性を有し得る。
【０５０２】
　一部の実施形態によれば、この難点は、基材部分の種々の部分が独立して屈曲し得るこ
とにより、基材部分の全体的な形が二方向に湾曲する表面に実質的に一致して変形し得る
ように、基材の部分が少なくとも１つのスリット又は少なくとも１つのスロットにより領
域に分割される形で二部品型の解除自在なアタッチメントの第１の部品５５３を提供する
ことにより軽減される。これは、基材部分が基材部分の任意の個別的な箇所で一方向のみ
に湾曲している場合であっても該当し得る。
【０５０３】
　かかる形の例が、図３６Ｂ～図３６Ｒに示される。皮膚パッチのパッドの外形は、図３
６Ａに示される。この構成は、基材において２つ以上の屈曲が交差する可能性が高い形状
である、複合的な湾曲が最も問題となる種類の形状に特に有用である。典型的にはこのよ
うな形状は、細長いというより、太く、ずんぐりとして、分厚く、短くて太く、又は短く
て分厚い。例えば、この種の形状は、面積に対して周囲が短い。このような形状が周囲に
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凹部又は陥凹を有する場合、形状の外側を最短で囲い込む経路である仮想的な周囲を考え
ると、この形状は、この仮想周囲の長さの平方に対する形状の面積について、小さい比を
呈し得る。例えば、最小の比は約１２．６：１の円形により示され、正方形は約１６：１
の比を有し、２対１の長方形は比１８：１を有する。形状が細長いほど比は大きくなるが
、例えば５対１の長方形は、２９：１の周囲の長さの平方に対する面積の比を有する。一
部の実施形態では、図３６Ｂ～図３６Ｒに関連して記載され得る改良例が、有利には、周
囲の内側の面積に対する最短で囲い込む周囲の長さ平方の比が２５未満であるパッチ形状
に用いられる。他の実施形態では、図３６Ｂ～図３６Ｒに関連して記載され得る改良例が
、有利には、基材の占める面積に対する最短で囲い込む周囲の平方の長さの比が２５未満
である解除自在な取付け基材部分に用いられ得る。
【０５０４】
　基材は、図３６Ａ～図３６Ｒの変形例にあるとおりの複数の分離された部品として形成
されてもよく、しかしながら好ましい形は、基材について、単一の連続的な部品である。
【０５０５】
　一部の実施形態では、解除自在な取付け基材部分は、皮膚パッチ５５０の範囲の実質的
に全てに及ぶ。他の実施形態では、基材部分は皮膚パッチの範囲のほとんど、例えば、皮
膚パッチの範囲の５０％以上、範囲の６０％以上、範囲の７０％以上、又は範囲の８０％
以上に及ぶ。
【０５０６】
　図３６Ａを参照すると、一部の実施形態では、皮膚パッチ５５０は、一端に小さい側方
延長部３６００を有する略楕円形又は卵形の本体３６０２を含む。好ましい実施形態にお
いて、この形状は尖った角部を有しない。丸い又は丸みのある角部又は湾曲した縁部によ
り、尖った角部がある場合と比べて偶発的に捲れ上がりにくくなる。ファスナ基材の例示
的な実施形態の多くにおいて、ファスナ基材は、延長された部分３６００に延在すること
を含め、皮膚パッチ５５０の全体的な形状に概して一致する全体的な形状を含む。
【０５０７】
　図３６Ｂ、図３６Ｆ、図３６Ｇ及び図３６Ｈの例示される実施形態では、基材部分は皮
膚パッチ５５０の縁部まで完全には延在しない。縁部の少なくとも一部の周辺において、
皮膚パッチの縁部と基材の縁部との間に狭い領域が残る。この狭い領域は、基材の全周囲
にわたり延在する。３６Ｂの実施形態などの一部の実施形態では、皮膚パッチ５５０の縁
部と基材の縁部との間のこの領域は、一部の箇所で他の箇所と比べて広がり得る。例えば
、図３６Ｂでは、鼻から遠い方に置かれるよう意図される端部に、広がった領域３６１５
が提供される。これにより、鼻に近い領域では取付けの保持がもたらされ、しかし鼻から
遠い領域では使用者は解除自在なファスナを解除するために引き剥がし始めることができ
る。皮膚パッチに対する基材のサイズ及び位置についての同様の構成が、図３６Ｃ～図３
６Ｒの他の例に提供され得る。例えば、いずれの場合も、この例の構成を皮膚パッチのよ
り小さい範囲に作製し、皮膚パッチの鼻側端部のより近くに位置させることができる。
【０５０８】
　例示される他の実施形態もまた、皮膚パッチの縁部までは延在しないようなサイズとさ
れ得る。概して、図３６Ｂ～図３６Ｒの実施形態では、基材部分はずんぐりした全体的形
状を含み、これが張り延ばした周囲（その形状を囲い込む最短経路）の範囲内の面積の大
きい割合を占有する。概して、基材部分は一つの本体として形成されるが、図３６Ｒなど
のように、密に交互配置された少数の本体（例えば２個の本体）で形成されてもよい。こ
の本体の範囲内で、基材は、スリットの少なくとも１つのスロットにより複数の部分に及
び／又は細長い形状に分割され、従って基材部分の隣接する部分（又は小部分）がスリッ
ト、スロット又はギャップを挟んで反対側に置かれる。スロット、スリット、ギャップ（
又は複数のスロット、スリット又はギャップ）の配置に応じて、基材は、下側にある皮膚
パッチが湾曲する又は複合的な曲面を形成することに加え、１つ以上の方向に延伸するこ
とを可能にし得る。ここで種々の基材形状及び構成を参照しながら、顕著な特徴及び特性
のいくつかについて記載する。
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【０５０９】
　いずれの場合も、実施形態の特定の態様を記載する。これらの態様を用いて多くの変形
例を作製し得る。一実施形態の態様を、他の実施形態の態様と容易に組み合わせ得る。ス
リット又はスロットの配置は他の方向に向けられてもよく、又は鏡像状に置かれて、若し
くは反転されてもよい。
【０５１０】
　図３６Ｂの基材３６０３は本質的に蛇行状である。基材は、皮膚パッチの第１の端部３
３０４に隣接する端部と、皮膚パッチの第２の端部３３０５に隣接する又はその方に向く
第２の端部とを有する。基材は、スリット３３０６により分割される一連のスイッチバッ
クループ状に形成される。スリット３３０６は、端部３３０４と３３０５との間の線に垂
直に、又は他の何らかの角度に向けられてもよい。例えば、スロット３３０６は、各スリ
ットの上端の方が各スリットの下端より第１の端部３３０４により近くなるような角度、
又は逆に、各スリットの下端の方が各スリットの上端より第１の端部３３０４により近く
なるような角度に向けられてもよい。少なくとも３本のスリット、少なくとも４本のスリ
ット、又は少なくとも５本のスリットが存在し得る。この蛇行形状は、基材部分の第１の
端部と基材部分の第２の端部との間に、これらの箇所の間の実際の直線距離の少なくとも
２倍である切れ目のない最短経路を提供し得る。
【０５１１】
　蛇行形状における一連のスリットは、蛇行経路が交互に並んだ部分を提供し、これらの
部分は異なる方向に屈曲し得るため、基材を下側の複合的な曲面状の表面に実質的に一致
させることができる。例えば、ループバック部分３３０７は直線部分３３０８と独立して
屈曲することができ、皮膚パッチのパッドの外表面は、直交する二方向に凸面状となるよ
う屈曲することが可能となり得る。
【０５１２】
　基材３６０３の蛇行形状は、湾曲した又は丸みの付いた角部を含む。湾曲した又は丸み
の付いた角部は、尖った角部と比べて、例えば不注意な接触によって安易に捲れ上がるこ
とが少ない。同様の改良が、図３６Ｂ～図３６Ｒに示される実施形態のいずれにも加えら
れ得る。
【０５１３】
　図３６Ｃの基材部分は、概して図３６Ｂの基材部分と同様である。この基材部分３３０
９は、皮膚パッチを完全に覆って図示される。一方の端部が皮膚パッチの第１の端部３３
０４を塞ぐと同時に、他方の端部が皮膚パッチの他方の端部３３０５まで達する。一連の
交互に並んだスリット３３１０が基材部分の各側から交互に延び、端部３３０４と３３０
５との間に延在する蛇行状本体をもたらす。図３６Ｃに示される基材部分は、図３６Ｂの
基材部分と本質的に同じ撓曲特性を呈する。
【０５１４】
　図３６Ｄの基材部分は、図３６Ｃにおける基材部分と本質的に同じ構造を共有するが、
但し、図３６Ｄにおける基材部分３３１１は下端と比べて上端が鼻側端部３３０４からよ
り遠いスリット３３１２を含むが、図３６Ｃにおける基材部分のスリット３３１０は、そ
れらの下端と比べてそれらの上端が鼻側端部３３０４により近い点は異なる。
【０５１５】
　図３６Ｇにおける基材部分３３１３及び図３６Ｈにおける基材部分３３１８により、他
の類似の蛇行形状が提供される。このような場合の各々で、基材部分を、基材部分の長さ
に沿った一連の隣接する島３３２１及び３３２２にそれぞれ分離するため細いスロットが
提供される。スロット３３１８、３３１９は、先述の実施形態のスリットより幅が広い。
それぞれ一連の細いブリッジ３３２３及び３３２４が島３３２１及び３３２２の間をつな
ぎ合わせ、従ってパッチは連続的な蛇行構造を形成する。連続的な蛇行構造又はシングル
ピース構造であることにより、基材部分を皮膚パッチに位置決めし得る容易さが向上する
。
【０５１６】
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　図３６Ｇの実施形態では、スロット３３１９は、皮膚パッチの端部３３０４と３３０５
との間の線に実質的に直交する向きに置かれている。図３６Ｈでは、スロット３３２０は
、それらの上端がそれらの下端と比べて鼻側端部３３０４により近い向きに－図３６Ｃと
同様に－置かれている。これらの実施形態では、各ブリッジ３３２３、３３２４の幅は、
スロットの長さより大幅に短い。例えば、平均してブリッジ部分の幅はスロットの平均長
さの０．２未満、又は０．１未満であってもよい。
【０５１７】
　図３６Ｍ、図３６Ｏ及び図３６Ｅを参照して、他の蛇行状の実施形態を以下に記載する
。
【０５１８】
　ブリッジにより接続される一連の島を含む別の構成の基材が、図３６Ｆに示される。こ
の実施形態において、基材部分３３２５は島３３２６とスロット３３２７とを含む。ブリ
ッジ３３２８が島間を接続する。例示される形態では、図３６Ｆのブリッジは端部３３０
４と３３０５との間の中心線に沿って位置する。この構成は、中心部材を有し、その部材
の両側から一連のリーフ部分が延在しているものとして記載することができる。例示され
る実施形態において、スロット３３２７は、各縁部から等しい距離だけ内向きに延在する
。スロットは、端部３３０４と３３０５との間の線と実質的に垂直な向きに置かれる。ス
ロット３３２７は、軸の両側で一直線上に縁部から内向きに延在する。或いは、スロット
３３２７は互い違いであってもよい。図３６Ｈ及び図３６Ｂ～図３６Ｄと同様に、スロッ
ト３３２７は、端部３３０４と３３０５との間の線に対して直交以外の角度をなす向きに
置かれ得る。
【０５１９】
　図３６Ｂ、図３６Ｃ、図３６Ｄ、及び図３６Ｆ～図３６Ｈの構成では、スロット又はス
リットは、互いに実質的に平行となる向きに置かれる。図３６Ｅの構成では、一連のスリ
ット３３２９及び３３３０は、基材部分の両側から延び込む。この実施形態では、第１の
スリット群３３２９が、第２のスリット群３３３０に対して平行でない角度をなす向きに
置かれる。特に、例示される実施形態において、スリット３３２９は、その上端がその下
端と比べて皮膚パッチの端部３３０４からより遠く、一方、スロット３３３０は、その上
端がその下端と比べて端部３３０４により近い。一部の実施形態では、スリット３３２９
及び３３３０は基材部分の中心線（端部３３０４から３３０５まで延在する中心線）を通
り、従って端部３３０４と３３０５との間には、スリット３３２９又は３３３０によって
切断されない直線経路は存在しない。スリット３３２９及び３３３０はヘリングボーンパ
ターンを形成する。
【０５２０】
　図３６Ｂ～図３６Ｈを参照して記載される実施形態は、本質的に規則的なパターンであ
った。図３６Ｉは、規則性の低いパターンを有する実施形態を例示する。この実施形態で
は、基材部分３３３１は皮膚パッチの実質的に全表面に及び、不規則な構成の１つ又は複
数のスリットによって分割される。例えば、スリット３３３３は、端部３３０４に隣接す
る一方の縁部からほぼＳ字型に延在し、基材部分３３３１の両側から交互に配置された一
連のフィンガを作り出す。第２のスリット３３３３は、皮膚パッチの端部３３０５に隣接
する基材の縁部から延在する。このスリットの形は角部又はくの字型を含み、交点３３３
４で交差スリット３３３５に分割する。スリット３３３２及び３３３３は基材部分３３３
１の範囲を、交互に配置されたフィンガ及び長い接合部分を有するほぼ等しい幅の領域又
は区画に分割する。この実施形態において、スリットは概して基材部分３３３１の内側に
あり、二箇所のみで基材部分３３３１の縁部に接続する。
【０５２１】
　同様の構成の交互配置されたフィンガが、図３６Ｊの基材部分３３３６及び図３６Ｒの
基材部分３３３７に見られる。図３５Ｊの基材部分３３３６では、狭い幅を有する単一の
細いスロット３３３７が、端部３０５に隣接する基材の縁部から曲がりくねった経路で基
材部分の長さに沿って隣接する縁部３３０４まで延在する。この実施形態では、単一のス
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ロット３３３７は一箇所のみで基材３３３６の縁部と交わる。スロット３３３７は基材部
分３３３６を２つの主要な部分に分割し、その各々が、それぞれ一連のフィンガ３３３８
及び３３３９を含む。フィンガ３３３９と３３３８とは交互配置される。スロット３３３
７の位置及びループバック部分３３４１の間の長い脚３３４０の向きにより、端部３３０
４と３３０５との間の線を横断する、しかしそれに対して角度をなす方向に沿って向きが
付けられたフィンガ３３３９及び３３３８がもたらされる。
【０５２２】
　図３６Ｒに示すとおりの代替的実施形態では、単一の蛇行スロット３３４２が、基材部
分３３３７の上縁から基材部分３３３７の下縁まで延在する。スロット３３４２は、直線
部分３３４３とループバック端部３３４４とを含む蛇行経路上に延在する。これは基材部
分３３３７を２つの横方向に分離された部分に分割し、その各々が、少なくとも１つの細
長いフィンガ３３４５を含む。ある部分のフィンガは、他の部分の１つ又は複数のフィン
ガと交互配置される。この実施形態において、交互配置されたフィンガは、端部３３０４
と３３０５との間に延在する線と実質的に平行な向きに置かれる。
【０５２３】
　単一のスロット又はスリットを含む別の実施形態が、図３６Ｋに示される。この実施形
態では、単一のスリット３３４６が、端部３３０５に隣接する縁部箇所から略うず巻き状
の構成で、基材部分３３４７の範囲内においてほぼ中心にある箇所の端部まで延在する。
このうず巻き状スリット３３４６は、基材部分３３４７を単一の連続的なうず巻き状の基
材材料に分割する。一部の実施形態では、複数のうず巻き状スリットが基材部分３３４７
の周囲の種々の箇所から始まり、基材部分を複数の交互配置されたうず巻き状の基材材料
に分割し得る。
【０５２４】
　図３６Ｑの実施形態は、ある場合には湾曲部分を含むものの、主として直線状のスリッ
トを使用する図３６Ｂ～図３６Ｊ及び図３６Ｒの実施形態と比較して、実質的に連続的に
湾曲したスリットを含む。図３６Ｋ～図３６Ｐは、湾曲したスリットを有する他の基材部
分の実施形態を示す。
【０５２５】
　図３６Ｋ及び図３６Ｌの実施形態では、それぞれ基材部分３３４８及び３３４９が、各
々、いずれの場合も本質的に一連の同心円の軌跡上に配列された複数の湾曲したスリット
３３５０により分割される。スリット３３５０の一部は基材部分３３４８及び３３４９の
縁部から延びる。
【０５２６】
　他のスロット３３５１は、基材部分３３４８及び３３５９の本体の範囲内で始まり、そ
こで終わる。例えば、基材部分３３４８において、スリット３３５１は、各々が、３１５
°より大きいが３６０°未満である円弧を描き、基材部分３３４８の範囲内に円形及び環
形の部分を作り出し、これらは細いブリッジを介して基材部分３３４８の他の部分に接続
する。基材部分３３４９におけるスリット３３５１も同様に機能し、細いブリッジによっ
て接続される円形及び環形の部分を作り出す。
【０５２７】
　図３６Ｋにおいて、スリット３３５０及び３３５１、特にこのようにしてスリットによ
り分割される部分間のブリッジの配列は、連続的な切れ目のない材料の曲がりくねった経
路が基材部分の端部３３０５と端部３３０４との間及び基材部分の中心３３５２に提供さ
れるような配列である。一方図３６Ｌでは、湾曲したスリット３３５０及び実質的に円形
のスリット３３５１の配列は、ブリッジが実質的に整列し、基材部分の少なくとも１つの
端部３３０５と基材部分の中心３３５２との間により直接的な経路が提供されるような配
列である。
【０５２８】
　別の一連の実施形態が図３６Ｎ～図３６Ｐに示される。この系列では、それぞれ基材部
分３３５３、３３５４、３３５５及び３３５６が、各々、一連の細い湾曲したスロットに
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より分割され、各スロットは、基材部分の上縁又は下縁のいずれかから基材部分の本体内
へと延在する。各基材部分における一連の湾曲したスロットは、平行に配置される。一部
の実施形態では、湾曲したスロット間の間隔は、基材部分の長さに沿って実質的に一定で
ある。一部の実施形態では、スロットは、基材部分の幅の大半にわたり、しかし基材部分
の全幅にはわたることなく延在する。例えば、スロットは基材部分の幅の７０％超、８０
％超又は９０％超にわたり延在してもよい。スロットは、その閉口端部で丸みの付いた角
部を有し得る。
【０５２９】
　図３６Ｍの構成では、一連のスロットは基材部分の各側から交互に延在し、スロット３
３５７及び３３５８が基材部分の上縁から延在し、且つスロット３３５９及び３３６０が
基材部分の下縁から延在する。これにより基材部分は本質的に曲がりくねった長さに分割
される。この実施形態において、各基材スロットの湾曲は、各スロットの上端及び下端が
中央部分と比べて端部３３０４からより遠くなるような湾曲である。
【０５３０】
　図３６Ｎの実施形態では、４つの湾曲したスロット３３６１の全てが基材部分の同じ縁
部から延在する。これは櫛を連想させ、単一の背骨から一連のフィンガが同じ方向に延在
する。実施形態３６Ｎに関する限り、この例においてスロットは、上端及び下端がその中
央部分と比べて皮膚パッチの第１の端部３３０４からより遠くなるように湾曲している。
【０５３１】
　図３６Ｏは、図３６Ｎにおける実施形態と同様のさらなる実施形態を例示する。図３６
Ｏでは、湾曲したスロット３３６２及び３３６３が、基材部分のそれぞれ下縁及び上縁か
ら延在する。スロット系列３３６２はスロット系列３３６３と交互配置され、基材部分に
沿って蛇行状又は回旋状の連続的な経路がもたらされる。図３６Ｏの実施形態では、各湾
曲したスロットの上端及び下端が、各湾曲したスロットの中央部分と比べて第１の端部３
３０４により近い。
【０５３２】
　別の変形例が図３６Ｐに示される。この実施形態において、湾曲したスロット３３６４
は基材部分の同じ縁部から延在し得る。これらは上縁から延在しても、又は下縁から延在
してもよい。湾曲したスロット３３６４は、全て本質的に平行な構成に配列される。湾曲
したスロットは、その上端及び下端がその中央部分と比べて第１の端部３３０４により近
い。
【０５３３】
　使用者インタフェース及び／又はチュービング固定システムの別の実施形態が、図１８
～図２３に示される。固定システム６００は、皮膚パッチ６５０及び固定用パッチ６６０
を含む。固定用パッチ６６０は、使用者インタフェース及び／又はチュービングを覆って
延在し、皮膚パッチ６５０に接着してインタフェース及び／又はチュービングを患者に固
定する。
【０５３４】
　皮膚パッチ６５０は患者に取り付けられる固定範囲を画定し、前の固定実施形態におけ
る対応する皮膚パッチ５５０と同様の構成を有する。皮膚パッチ６５０の使用者側は、使
用者の皮膚に貼り付く又は接着するように構成される。
【０５３５】
　固定用パッチ６６０は、使用者インタフェース及び／又は関連する使用者インタフェー
スチュービングを覆って延在し、皮膚パッチ６５０に固着して使用者インタフェースを患
者に固定する。固定用パッチ６６０及び皮膚パッチ６５０は、この固定システムを好適な
又は適合性のある使用者インタフェースと共に患者に適用したときに、固定用パッチが皮
膚パッチの固定範囲の中に入り得る又はその固定範囲に囲まれ得るように構成される。固
定用パッチ６６０が皮膚パッチ６５０の固定範囲の中に入ることで、患者の皮膚と無益に
接触する可能性及び潜在的な刺激が低減され得る。理想的には、皮膚パッチ６５０は、固
定用パッチ６６０と同じか、又はそれより大きい表面積を有する。
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【０５３６】
　インタフェースが皮膚パッチに対する二部品型の解除自在なアタッチメントを含む実施
形態と同様に、固定用パッチ６６０を含むこの実施形態では、皮膚パッチ６５０に、固定
用パッチ６６０と解除自在に連結するための連結システムの要素が提供される。例えば、
皮膚パッチ６５０は、その表面にわたり、又はその表面の一部にわたり、二部品型の機械
的ファスナシステムの一方の部品を含んでもよく、固定用パッチ６６０がそのファスナシ
ステムの他方の部品を有してもよい。
【０５３７】
　このように、皮膚パッチは、テーピング又は任意のさらなるテーピングが使用者の皮膚
上に延在する可能性を低減するようなサイズである。使用者の皮膚に対する接着剤の適用
、又は反復的な適用及び除去は、回避し、又は最小限に抑えることが好ましい。この実施
形態は、有利には、使用者インタフェースを動作位置に設置及び留置するために接着剤又
は接着テープが使用者の皮膚に反復的に適用される可能性を低減する。接着テープ又は他
の皮膚接着パッチは（反復的に適用及び除去されると）、特に乳児について、問題を生じ
る。問題としては、限定はされないが、接着化学剤（又は接着剤除去化学剤、溶媒など）
又はテープ材料による（例えば皮膚の過敏性に起因した）皮膚刺激作用、インタフェース
を使用者に対して位置決めしたり、又は位置決めし直したりするための皮膚パッチ又はテ
ープの反復的な適用及び除去に起因する使用者の皮膚の損傷が挙げられる。処置療法が周
期的に行われる（すなわちある種の処置から別種の処置に変更され、次に再び戻される）
場合、位置決めし直すことが必要となり得るか、又は調整が必要とされ得る。従って有利
には、記載される実施形態は、使用者インタフェースを使用者に対して位置決めし、又は
位置付けるシステムであって、さらに使用者の皮膚に付着させる接着テープに関連する問
題の可能性を低減するシステムを提供する。
【０５３８】
　インタフェース、特に乳児用インタフェースを位置決めし直すことに関連して数多くの
欠点及び問題が存在することが理解されなければならない。使用者インタフェース（例え
ば鼻カニューレ）を使用者に適用するための従来のテーピング技法からの「獅子鼻化（ｓ
ｎｕｂ　ｎｏｓｉｎｇ）」、表皮擦過傷、又は皮膚アレルギーが挙げられる。かかる問題
はまた、使用者に異なる処置オプションを周期的に施し、及び従来、それに続いてヘッド
ギア又はテープ又は使用者インタフェースを取り外し、次に新しい機器及び使用者インタ
フェース又はインタフェース位置決め用ヘッドギア若しくは他のギアを設置する間にも発
生する。従って、使用者に適用されるとき、使用者インタフェースを受け入れる即時受入
れ可能モードにある固定システムの提供が、使用者がこれまで直面してきた問題の低減に
向けた前進において有用なステップである。さらに、複雑さ並びに介護者（例えば看護師
）による時間及び労力の双方の点における設置し易さの向上が、さらに有益である。
【０５３９】
　固定パッチは、使用者インタフェース及び／又は関連する使用者インタフェースチュー
ビングの幾何学的な又は他の特徴に適応するように付形され、又は他の方法で構成され得
る。例示される固定パッチは複数のウィング６６１を有し、ウィング６６１は使用者イン
タフェースチュービングを引き受け、且つ皮膚パッチ６５０に露出する固定用パッチ６６
０の接触面を増加させる。図２２及び図２３に例示される固定用パッチは、各々、パッチ
の一端に配置された一対のウィングを有する。ウィング６６１は、使用者インタフェース
及び／又は関連する使用者インタフェースチュービングの両側で皮膚パッチに固定するよ
うに構成され、固定用パッチ６６０がインタフェース及び／又はチュービングの周りに寄
り集まる可能性を低減する。
【０５４０】
　図２２に示される固定パッチ６６１はまた、チューブ端ウィング６６１も有する。チュ
ーブ端ウィング６６１は、使用者インタフェースチュービングの下側に延在するように構
成され、皮膚パッチ６５０に固着して固定用パッチ６６０の端部をつなぎ合わせる。
【０５４１】
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　これらの固定システムの双方の実施形態とも、チュービングを患者の身体の任意の部分
に固定するために使用することができる。図１５～図２３に示される実施形態は、使用者
インタフェースを患者の顔面に、特に使用者の上唇及び／又は頬に隣接して取り付けるよ
うに構成される。例示される固定システムは、新生児適用に適合する。
【０５４２】
　皮膚パッチ５５０、６５０の使用者側は、好ましくは、それぞれの固定システムの適用
により生じる刺激が可能な限り小さくなるように、パッチを使用者の皮膚に接着する皮膚
に優しい接着剤（親水コロイドなど）を有する。皮膚パッチ５５０、６５０は好ましくは
十分な表面積を有し、そのため接着剤及びインタフェース保持力が使用者の顔面の適切な
範囲にわたり分散し、局所的な圧力上昇が抑えられる。
【０５４３】
　例示される固定システムは、特に、先に開示した鼻カニューレ及び関連するチュービン
グを受け入れる及び／又は固定するように構成される。チュービングは、使用者の顔面の
片側から延在しても、又は両側から延在してもよい。さらに、固定システムは、二部品型
の解除自在な取付け又は連結装置と、インタフェース及び／又はチューブに被せて配置さ
れる固定用パッチとによって使用者インタフェースが皮膚パッチに固定されるように、組
み合わされてもよい。
【０５４４】
　本開示は特定の実施形態に関して記載しているが、当業者には明らかな他の実施形態も
また、本開示の範囲内にある。従って、本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、様
々な変更及び改良を加え得る。例えば、様々な構成要素の位置を所望に応じて変えてもよ
い。さらに、本開示の実施には、必ずしも全ての特徴、態様及び利点が必要なわけではな
い。従って、本開示の範囲は、以下の特許請求の範囲によってのみ定義されることが意図
される。
【０５４５】
　上記に図を参照して記載したとおりの様々な実施形態は、互いに組み合わせて用いるこ
とで所望の又は有益な結果を実現できることは、理解されなければならない。例えば、記
載されるとおりのチューブは、本発明のカニューレに接続され、若しくは取り付けられて
もよく、又は本明細書に具体的には記載されない他のカニューレと組み合わせて使用され
てもよい。同様に、本発明のカニューレは、本発明の固定システムと組み合わせて使用さ
れてもよく、又は他の保持システムと組み合わせて又は交換可能に使用されてもよい。さ
らに、本発明の解剖学的に付形されたプロングは、上記に記載したとおりのチューブ又は
インタフェース又は固定システムと組み合わせて実現されてもよく、又は他のチューブ又
はインタフェース又は固定システムと組み合わせて又は交換可能に使用されてもよい。上
記に記載したとおりの様々な実施形態を共に組み合わせることに関連する特定の利点があ
り得る。
【０５４６】
好ましい特徴
　ＳＰ１．管状本体であって、本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体
と、ルーメン内に囲い込まれた、且つ管状本体の支持となる内型であって、内型の最外側
周囲が管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する、内型と、を含む波
形医療用チューブ。
【０５４７】
　ＳＰ２．管状本体が押出チューブである、クレームＳＰ１に記載のチューブ。
【０５４８】
　ＳＰ３．管状本体が連続チューブである、クレームＳＰ１又はＳＰ２に記載のチューブ
。
【０５４９】
　ＳＰ４．管状本体が連続押出チューブである、クレームＳＰ１～ＳＰ３の何れか１項に
記載のチューブ。
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【０５５０】
　ＳＰ５．波形管状本体の山が、内型の最外側周囲により画定される、クレームＳＰ１～
ＳＰ４の何れか１項に記載のチューブ。
【０５５１】
　ＳＰ６．波形管状本体の谷が、内型間で内側に引き込まれた、管状本体の内側に引き込
まれた部分により画定される、クレームＳＰ１～ＳＰ５の何れか１項に記載のチューブ。
【０５５２】
　ＳＰ７．内型が、連続的な長さ、１つ若しくは一連の半連続的な長さ又は一連の離散的
な長さである、クレームＳＰ１～ＳＰ６の何れか１項に記載のチューブ。
【０５５３】
　ＳＰ８．内型が、巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせん巻
きのリブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結された、
若しくは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせである、クレーム
ＳＰ１～ＳＰ７の何れか１項に記載のチューブ。
【０５５４】
　ＳＰ９．内型が、内部にルーメンを画定する管状本体を支持する、クレームＳＰ１～Ｓ
Ｐ８の何れか１項に記載のチューブ。
【０５５５】
　ＳＰ１０．内型が、管状本体の支持となる骨組又は内部支持構造である、クレームＳＰ
１～ＳＰ９の何れか１項に記載のチューブ。
【０５５６】
　ＳＰ１１．管状本体が谷では内型から実質的に支持されず、山で内型により支持される
、クレームＳＰ５～ＳＰ１０の何れか１項に記載のチューブ。
【０５５７】
　ＳＰ１２．管状本体の壁が、隣接する山の間に懸架される、クレームＳＰ５～ＳＰ１１
の何れか１項に記載のチューブ。
【０５５８】
　ＳＰ１３．管状本体が、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用呼吸チ
ューブに好適なポリマーである（好ましくはそれから押し出される）、クレームＳＰ５～
ＳＰ１２の何れか１項に記載のチューブ。
【０５５９】
　ＳＰ１４．管状本体が通気性チューブであり、又は１つ又は複数の通気性熱可塑性ポリ
ウレタン又は通気性ポリアミド類などの通気性材料で形成され、又はそれから形成される
、クレームＳＰ１～ＳＰ１３の何れか１項に記載のチューブ。
【０５６０】
　ＳＰ１５．内型が、らせん巻きのリブ、又はリブ付き要素である、クレームＳＰ１～Ｓ
Ｐ１４の何れか１項に記載のチューブ。
【０５６１】
　ＳＰ１６．内型が、約０．４ｍｍ～約２ｍｍ、又は約０．５～約１．９、又は約０．６
～約１．８、又は約０．７～約１．７、又は約０．８～約１．６、又は約０．９～約１．
５、又は約１～約１．４、又は約１．１ｍｍ～約１．３ｍｍの隣接する巻き間のピッチを
有するらせん巻きの要素である、クレームＳＰ１～ＳＰ１５の何れか１項に記載のチュー
ブ。
【０５６２】
　ＳＰ１７．内型が、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は約１
．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約４．
１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は約２
．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８～約
３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの最外側直径を有する、
クレームＳＰ１～ＳＰ１６の何れか１項に記載のチューブ。
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【０５６３】
　ＳＰ１８．内型がらせん巻きの要素であり、この要素は、約０．０５ｍｍ～０．３ｍｍ
、又は約０．０６～約０．２９、又は約０．０７～約０．２８、又は約０．０８～約０．
２７、又は約０．０９～約０．２６、又は約０．１～約０．２５、又は約０．１１～約０
．２４、又は約０．１２～約０．２３、又は約０．１３～約０．２４、又は約０．１４～
約０．２３、又は約０．１５～約０．２２、又は約０．１６～約０．２４、又は約０．１
７～約０．２３、又は約０．１８～約０．２２、又は約０．１９ｍｍ～約０．２１ｍｍの
直径を有する、クレームＳＰ１～ＳＰ１７の何れか１項に記載のチューブ。
【０５６４】
　ＳＰ１９．内型が医療グレード材料製、好ましくは医療グレードステンレス鋼製である
、クレームＳＰ１８に記載のチューブ。
【０５６５】
　ＳＰ２０．管状本体が、約０．０５ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．０６～約０．２
４、又は約０．０７～約０．２３、又は約０．０８～約０．２２、又は約０．０９～約０
．２１、又は約０．１～約０．２、又は約０．１１～約０．１９、又は約０．１２～約０
．１８、又は約０．１３～約０．１７、又は約０．１４ｍｍ～約０．１６ｍｍの厚さを有
する、クレームＳＰ１～ＳＰ１９の何れか１項に記載のチューブ。
【０５６６】
　ＳＰ２１．管状本体が、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍ、又は約１．６～約４．４、又は
約１．７～約４．３、又は約１．８～約４．２、又は約１．９～約４．１、又は約２～約
４、又は約２．１～約３．９、又は約２．２～約３．８、又は約２．３～約３．７、又は
約２．４～約３．６、又は約２．５～約３．５、又は約２．６～約３．４、又は約２．７
～約３．３、又は約２．８～約３．２、又は約２．９ｍｍ～約３．１ｍｍの内部直径を有
する、クレームＳＰ１～ＳＰ２０の何れか１項に記載のチューブ。
【０５６７】
　ＳＰ２２．管状本体が、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は
約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約
４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は
約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８
～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの外部直径を有する
、クレームＳＰ１～ＳＰ２１の何れか１項に記載のチューブ。
【０５６８】
　ＳＰ２３．管状本体が、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレンベースのエラストマー
、液体シリコンゴム（ＬＳＲ）、又は通気性熱可塑性ポリウレタン類、若しくは通気性ポ
リアミド類の１つ又は組み合わせであり（好ましくはそれから押し出され）、より好まし
くはポリマーは、限定はされないが、ポリオレフィン類、熱可塑性エラストマー、又は通
気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラ
ストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラ
ストマーなどの熱可塑性エラストマーファミリーなどのポリマー、さらにより好ましくは
、約３０～約９０、又は約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は
約３０～約５０又は約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０
、又は約７０、又は約８０、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい、クレーム
ＳＰ１～ＳＰ２２の何れか１項に記載のチューブ。
【０５６９】
　ＳＰ２４．内型が、ルーメンに沿って長手方向に離間された複数のリングである、クレ
ームＳＰ１～ＳＰ２４の何れか１項に記載のチューブ。
【０５７０】
　ＳＰ２５．リングがトロイダル形又は円環形である、クレームＳＰ２４に記載のチュー
ブ。
【０５７１】
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　ＳＰ２６．内型が、互いに連結された１つ以上の個別的な要素である、クレームＳＰ１
～ＳＰ２５の何れか１項に記載のチューブ。
【０５７２】
　ＳＰ２７．内型が、ルーメンに沿って規則的に離間された複数の補強リブを含む、クレ
ームＳＰ１～ＳＰ２６の何れか１項に記載のチューブ。
【０５７３】
　ＳＰ２８．各補強リブが、らせん状の補強ワイヤの１つの巻きを含む、クレームＳＰ２
７に記載のチューブ。
【０５７４】
　ＳＰ２９．らせん状の補強ワイヤの１つの巻きが、チューブのルーメンの周りの完全な
１回転を含む、クレームＳＰ２８に記載のチューブ。
【０５７５】
　ＳＰ３０．らせん状の補強ワイヤの１つの巻きが、内型の隣接する山の間に配置された
ワイヤを含む、クレームＳＰ２８に記載のチューブ。
【０５７６】
　ＳＰ３１．管状本体が、ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）（第４版、２０００年６月
１日）に従う屈曲による流れ抵抗の増加試験に合格することにより定義されるとおりの可
撓性を有する、クレームＳＰ１～ＳＰ３０の何れか１項に記載のチューブ。
【０５７７】
　ＳＰ３２．チューブの終端部が鼻プロングと一体化され、鼻プロングが、使用者に呼吸
ガスを送達するための鼻インタフェースとして使用者の鼻孔に挿入されるように構成され
る、クレームＳＰ１～ＳＰ３１の何れか１項に記載のチューブ。
【０５７８】
　ＳＰ３３．内型がメッシュである、クレームＳＰ１～ＳＰ３２の何れか１項に記載のチ
ューブ。
【０５７９】
　ＳＰ３４．内型が、チューブ内のガスの加熱又はガスの特性の検知に好適な導線である
、クレームＳＰ１～ＳＰ３３の何れか１項に記載のチューブ。
【０５８０】
　ＳＰ３５．内型が導電性であり、好ましくは内型が電気駆動ヒータである、クレームＳ
Ｐ１～ＳＰ３４の何れか１項に記載のチューブ。
【０５８１】
　ＳＰ３６．内型が導電性部材又は電気駆動ヒータ又はセンサ（流量又は温度又は湿度又
は圧力センサなど）を含む、クレームＳＰ１～ＳＰ３５の何れか１項に記載のチューブ。
【０５８２】
　ＳＰ３７．チューブが、ヒータ、より好ましくは電気駆動ヒータ（電熱ワイヤ又は電熱
回路など）をさらに含む、クレームＳＰ１～ＳＰ３６の何れか１項に記載のチューブ。
【０５８３】
　ＳＰ３８．チューブが呼吸チューブである、クレームＳＰ１～ＳＰ３７の何れか１項に
記載のチューブ。
【０５８４】
　ＳＰ３９．内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型のピッチの比が約０．１
０～約０．５０であり、より好ましくは比が約０．２０～約０．３５であり、さらには比
が約０．２８又は約０．２９である、クレームＳＰ１～ＳＰ３８の何れか１項に記載のチ
ューブ。
【０５８５】
　ＳＰ４０．内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例えば実際の内型
要素又は部材の直径）の比が約０．０２～約０．１０、さらに好ましくは約０．０５～約
０．０７であり、最も好ましくは比が０．０６である、クレームＳＰ１～ＳＰ３８の何れ
か１項に記載のチューブ。
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【０５８６】
　ＳＰ４１．外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深さの比が約０．０５～約
０．０９である、クレームＳＰ１～ＳＰ３８の何れか１項に記載のチューブ。
【０５８７】
　ＳＰ４２．管状本体の特性が、チューブに必要な所望の可撓性及び／又は構造的支持に
寄与する、クレームＳＰ１～ＳＰ３８の何れか１項に記載のチューブ。
【０５８８】
　ＳＰＭ１１．医療用チュービングの製造方法であって、
　内型を提供するステップ、内型の周りに管状本体を押し出すステップであって、管状本
体が内型を囲い込むルーメンを画定するステップ
を含む方法。
【０５８９】
　ＳＰＭ１２．ｉ）ルーメン内に（又はルーメンに対して）減圧を加えるステップであっ
て、それにより減圧がルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の径方向内側に管
状本体を引き込み、内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及
び谷を画定する、ステップ、又は
　ｉｉ）内型を囲い込む管状本体の少なくとも一部分又は一領域に伸展（又は延伸）を加
えるステップであって、それにより伸展（又は延伸）を解除すると、管状本体の伸展され
た（又は延伸された）部分又は領域がルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の
径方向内側に引き込まれるように戻り（又は引き込まれることが可能となり）、最外側周
囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する、ステップ、又は
　ｉｉｉ）ｉ）とｉｉ）との組み合わせ
をさらに含む、ＳＰＭ１１に記載の方法。
【０５９０】
　ＳＰＭ１３．管状本体が、押出しにより、又はダイヘッドから材料を押し出すことによ
り提供される、クレームＳＰＭ１１又はＳＰＭ１２に記載の方法。
【０５９１】
　ＳＰＭ１４．管状本体が内型の周りに押し出され、及び管状本体の内面が内型の少なく
とも一部分に少なくとも部分的に付着又は結着した状態となることが可能な方法で減圧が
加えられ、好ましくは減圧がルーメンにおける圧力と管状本体の周囲の圧力との差であり
、より好ましくはルーメン内部の（又はルーメンに供給される）圧力が、管状本体の周囲
の圧力未満である（又は管状本体の周囲の圧力が、ルーメン内部の（又はルーメンに供給
される）圧力より大きい）、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１３の何れか１項に記載の方法
。
【０５９２】
　ＳＰＭ１５．管状本体が単一壁の本体である、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１５の何れ
か１項に記載の方法。
【０５９３】
　ＳＰＭ１６．減圧が、ルーメンの構成体に又はそれに隣接して加えられる、クレームＳ
ＰＭ１１～ＳＰＭ１６の何れか１項に記載の方法。
【０５９４】
　ＳＰＭ１７．減圧が、ダイヘッドに又はそれに隣接して加えられる、クレームＳＰＭ１
４に記載の方法。
【０５９５】
　ＳＰＭ１８．ルーメンが、押出しダイヘッドから出るときに減圧を受ける、クレームＳ
ＰＭ１４に記載の方法。
【０５９６】
　ＳＰＭ１９．管状本体と内型とが共押出しされる、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１８の
何れか１項に記載の方法。
【０５９７】
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　ＳＰＭ１１０．そのように形成された管状本体が波形である、クレームＳＰＭ１１～Ｓ
ＰＭ１８の何れか１項に記載の方法。
【０５９８】
　ＳＰＭ１１１．そのように形成された波形管状本体の山が、内型の最外側周囲により画
定される、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１１０の何れか１項に記載の方法。
【０５９９】
　ＳＰＭ１１２．そのように形成された波形管状本体の谷が、１つ又は複数の内型間で内
側に引き込まれた、管状本体の内側に引き込まれた部分により画定される、クレームＳＰ
Ｍ１１～ＳＰＭ１１１の何れか１項に記載の方法。
【０６００】
　ＳＰＭ１１３．内型が、管状本体の支持となる骨組又は内部支持構造である、クレーム
ＳＰＭ１１～ＳＰＭ１１２の何れか１項に記載の方法。
【０６０１】
　ＳＰＭ１１４．内型が、連続的な長さ、１つ若しくは一連の半連続的な長さ又は一連の
離散的な長さである、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１１３の何れか１項に記載の方法。
【０６０２】
　ＳＰＭ１１５．内型がメッシュである、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１１３の何れか１
項に記載の方法。
【０６０３】
　ＳＰＭ１１６．内型　巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせ
ん巻きのリブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結され
た、若しくは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせ、クレームＳ
ＰＭ１１～ＳＰＭ１１３の何れか１項に記載の方法。
【０６０４】
　ＳＰＭ１１７．内型が、そのように形成されたチューブ内部においてルーメンの支持と
なる、又はルーメンを支持している、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１１６の何れか１項に
記載の方法。
【０６０５】
　ＳＰＭ１１８．内型が、約０．４ｍｍ～約２ｍｍ、又は約０．５～約１．９、又は約０
．６～約１．８、又は約０．７～約１．７、又は約０．８～約１．６、又は約０．９～約
１．５、又は約１～約１．４、又は約１．１ｍｍ～約１．３ｍｍの隣接する巻き間のピッ
チを有するらせん巻きの要素である、クレームＳＰＭ１１１～ＳＰＭ１１３又はＳＰＭ１
１７の何れか１項に記載の方法。
【０６０６】
　ＳＰＭ１１９．内型が、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は
約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約
４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は
約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８
～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの最外側直径を有す
る、クレームＳＰＭ１１１～ＳＰＭ１１３又はＳＰＭ１１７の何れか１項に記載の方法。
【０６０７】
　ＳＰＭ１２０．内型がらせん巻きの要素であり、この要素は、約０．０５ｍｍ～０．３
ｍｍ、又は約０．０６～約０．２９、又は約０．０７～約０．２８、又は約０．０８～約
０．２７、又は約０．０９～約０．２６、又は約０．１～約０．２５、又は約０．１１～
約０．２４、又は約０．１２～約０．２３、又は約０．１３～約０．２４、又は約０．１
４～約０．２３、又は約０．１５～約０．２２、又は約０．１６～約０．２４、又は約０
．１７～約０．２３、又は約０．１８～約０．２２、又は約０．１９ｍｍ～約０．２１ｍ
ｍの直径を有する、クレームＳＰＭ１１８又はＳＰＭ１１９に記載の方法。
【０６０８】
　ＳＰＭ１２１．内型が医療グレード材料製、好ましくは医療グレードステンレス鋼製で
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ある、クレームＳＰＭ１２０に記載の方法。
【０６０９】
　ＳＰＭ１２２．管状本体が、約０．０５ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．０６～約０
．２４、又は約０．０７～約０．２３、又は約０．０８～約０．２２、又は約０．０９～
約０．２１、又は約０．１～約０．２、又は約０．１１～約０．１９、又は約０．１２～
約０．１８、又は約０．１３～約０．１７、又は約０．１４ｍｍ～約０．１６ｍｍの厚さ
を有する、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１２１の何れか１項に記載の方法。
【０６１０】
　ＳＰＭ１２３．管状本体が、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍ、又は約１．６～約４．４、
又は約１．７～約４．３、又は約１．８～約４．２、又は約１．９～約４．１、又は約２
～約４、又は約２．１～約３．９、又は約２．２～約３．８、又は約２．３～約３．７、
又は約２．４～約３．６、又は約２．５～約３．５、又は約２．６～約３．４、又は約２
．７～約３．３、又は約２．８～約３．２、又は約２．９ｍｍ～約３．１ｍｍの内部直径
を有する、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１２２の何れか１項に記載の方法。
【０６１１】
　ＳＰＭ１２４．管状本体が、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、
又は約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１
～約４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、
又は約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２
．８～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの外部直径を有
する、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１２３の何れか１項に記載の方法。
【０６１２】
　ＳＰＭ１２５．管状本体が、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用呼
吸チューブに好適なポリマーである（好ましくはそれから押し出される）、クレームＳＰ
Ｍ１１～ＳＰＭ１２４の何れか１項に記載の方法。
【０６１３】
　ＳＰＭ１２６．管状本体が、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数のポ
リプロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又は複
数の通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミド類の任意の１つ以上の１つ又は
組み合わせであり（好ましくはそれから押し出され）、より好ましくはポリマーは、限定
はされないが、ポリオレフィン類、熱可塑性エラストマー、又は通気性熱可塑性エラスト
マー、例えば、スチレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑
性ポリオレフィンエラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑
性エラストマーファミリーなどのポリマー、さらにより好ましくは、約３０～約９０、又
は約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約
３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約
８０、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１
２５の何れか１項に記載の方法。
【０６１４】
　ＳＰＭ１２７．管状本体が、通気性チューブであるか、又は１つ又は複数の通気性熱可
塑性ポリウレタン又は通気性ポリアミド類などの通気性材料で形成され、又はそれから形
成される、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１２６の何れか１項に記載の方法。
【０６１５】
　ＳＰＭ１２８．減圧が、管状本体が溶融状態、又は半溶融状態又は未硬化状態にある間
に加えられ、好ましくは減圧は約０～約－２バール（絶対）であり、より好ましくは約０
～約－１バール（絶対）、さらにより好ましくは約－０．９バール（絶対）までであり、
なおさらにより好ましくは、かかる減圧は、ルーメンの内部と管状本体の周囲の領域との
圧力差である、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１２７の何れか１項に記載の方法。
【０６１６】
　ＳＰＭ１２９．内型が導電性であり、好ましくは内型は電気駆動ヒータである、クレー
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ムＳＰＭ１１～ＳＰＭ１２８の何れか１項に記載の方法。
【０６１７】
　ＳＰＭ１３０．内型が導電性部材又は電気駆動ヒータ又はセンサ（流量又は温度又は湿
度又は圧力センサなど）を含む、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１２９の何れか１項に記載
の方法。
【０６１８】
　ＳＰＭ１３１．チューブが、ヒータ、より好ましくは電気駆動ヒータ（電熱ワイヤ又は
電熱回路など）をさらに含む、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１３０の何れか１項に記載の
方法。
【０６１９】
　ＳＰＭ１３２．そのように形成された管状本体が、ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）
（第４版、２０００年６月１日）に従う屈曲による流れ抵抗の増加試験に合格することに
より定義されるとおりの可撓性を有する、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１３１の何れか１
項に記載の方法。
【０６２０】
　ＳＰＭ１３３．医療用チュービングが呼吸チューブである、クレームＳＰＭ１１～ＳＰ
Ｍ１３２の何れか１項に記載の方法。
【０６２１】
　ＳＰＭ１３４．内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型のピッチの比が約０
．１０～約０．５０であり、より好ましくは比が約０．２０～約０．３５であり、さらに
は比が約０．２８又は約０．２９である、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１３３の何れか１
項に記載のチューブ。
【０６２２】
　ＳＰＭ１３５．内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例えば実際の
内型要素又は部材の直径）の比が約０．０２～約０．１０、さらに好ましくは約０．０５
～約０．０７であり、最も好ましくは比が０．０６である、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ
１３４の何れか１項に記載のチューブ。
【０６２３】
　ＳＰＭ１３６．外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深さの比が約０．０５
～約０．０９である、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１３５の何れか１項に記載のチューブ
。
【０６２４】
　ＳＰＭ１３７．管状本体の特性が、チューブに必要な所望の可撓性及び／又は構造的支
持に寄与する、クレームＳＰＭ１１～ＳＰＭ１３６の何れか１項に記載のチューブ。
【０６２５】
　ＳＰ２１．管状本体であって、本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本
体と、ルーメン内に囲い込まれ、且つ管状本体の支持となる内型と、内型を封入するコー
ティングであって、内型を管状本体に固定するコーティングとを含む医療用チューブ。
【０６２６】
　ＳＰ２２．コーティング及び管状本体がチューブに沿って融着される、クレームＳＰ２
１に記載の医療用チューブ。
【０６２７】
　ＳＰ２３．コーティング及び管状本体が、チューブに沿った離散的な位置で融着される
、クレームＳＰ２１又はＳＰ２２に記載の医療用チューブ。
【０６２８】
　ＳＰ２４．コーティング及び管状本体が、チューブの長さに沿って実質的に連続的に融
着される、クレームＳＰ２２に記載の医療用チューブ。
【０６２９】
　ＳＰ２５．内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を
画定する、クレームＳＰ２１～ＳＰ２４の何れか１項に記載の医療用チューブ。
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【０６３０】
　ＳＰ２６．波形管状本体の山が、内型の最外側周囲により画定される、クレームＳＰ２
５に記載のチューブ。
【０６３１】
　ＳＰ２７．波形管状本体の谷が、内型間で内側に引き込まれた、管状本体の内側に引き
込まれた部分により画定される、クレームＳＰ２５又はＳＰ２６に記載のチューブ。
【０６３２】
　ＳＰ２８．内型が、連続的な長さ、１つ若しくは一連の半連続的な長さ又は一連の離散
的な長さである、クレームＳＰ２１～ＳＰ２７の何れか１項に記載のチューブ。
【０６３３】
　ＳＰ２９．内型が、巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせん
巻きのリブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結された
、若しくは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせである、クレー
ムＳＰ２１～ＳＰ２８の何れか１項に記載のチューブ。
【０６３４】
　ＳＰ２１０．内型が、内部にルーメンを画定する管状本体を支持する、クレームＳＰ２
１～ＳＰ２９の何れか１項に記載のチューブ。
【０６３５】
　ＳＰ２１１．内型が、管状本体の支持となる骨組又は内部支持構造である、クレームＳ
Ｐ２１～ＳＰ２１０の何れか１項に記載のチューブ。
【０６３６】
　ＳＰ２１２．管状本体が谷では内型から実質的に支持されず、山で内型により支持され
る、クレームＳＰ２５～ＳＰ２７の何れか１項に記載のチューブ。
【０６３７】
　ＳＰ２１３．管状本体の壁が、隣接する山の間に懸架される、クレームＳＰ２５～ＳＰ
２７の何れか１項に記載のチューブ。
【０６３８】
　ＳＰ２１４．管状本体が、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用呼吸
チューブに好適なポリマーである（好ましくはそれから押し出される）、クレームＳＰ２
１～ＳＰ２１３の何れか１項に記載のチューブ。
【０６３９】
　ＳＰ２１５．内型が、らせん巻きのリブ、又はリブ付き要素である、クレームＳＰ２１
～ＳＰ２１４の何れか１項に記載のチューブ。
【０６４０】
　ＳＰ２１６．内型が、らせん巻きのストリップであり、コーティングがストリップを封
入する、クレームＳＰ２１～ＳＰ２１５の何れか１項に記載のチューブ。
【０６４１】
　ＳＰ２１７．内型が、らせん巻きの金属ワイヤであり、コーティングがワイヤを封入す
る、クレームＳＰ２１～ＳＰ２１６の何れか１項に記載のチューブ。
【０６４２】
　ＳＰ２１８．コーティングが管状本体と容易に結着する表面を提供する、クレームＳＰ
２１～ＳＰ２１７の何れか１項に記載のチューブ。
【０６４３】
　ＳＰ２１９．内型が、約０．４ｍｍ～約２ｍｍ、又は約０５～約１．９、又は約０．６
～約１．８、又は約０．７～約１．７、又は約０．８～約１．６、又は約０．９～約１．
５、又は約１～約１．４、又は約１．１ｍｍ～約１．３ｍｍの隣接する巻き間のピッチを
有するらせん巻きの要素である、クレームＳＰ２１～ＳＰ２１８の何れか１項に記載のチ
ューブ。
【０６４４】
　ＳＰ２２０．内型が、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は約
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１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約４
．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は約
２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８～
約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの最外側直径を有する
、クレームＳＰ２１～ＳＰ２１９の何れか１項に記載のチューブ。
【０６４５】
　ＳＰ２２１．内型がらせん巻きの要素であり、この要素は、約０．０５ｍｍ～０．３ｍ
ｍ、又は約０．０６～約０．２９、又は約０．０７～約０．２８、又は約０．０８～約０
．２７、又は約０．０９～約０．２６、又は約０．１～約０．２５、又は約０．１１～約
０．２４、又は約０．１２～約０．２３、又は約０．１３～約０．２４、又は約０．１４
～約０．２３、又は約０．１５～約０．２２、又は約０．１６～約０．２４、又は約０．
１７～約０．２３、又は約０．１８～約０．２２、又は約０．１９ｍｍ～約０．２１ｍｍ
の直径を有する、クレームＳＰ２１～ＳＰ２２０の何れか１項に記載のチューブ。
【０６４６】
　ＳＰ２２２．内型が、医療グレード材料製、好ましくは医療グレードステンレス鋼製で
ある、クレームＳＰ２１～ＳＰ２２１の何れか１項に記載のチューブ。
【０６４７】
　ＳＰ２２３．管状本体が、約０．０５ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．０６～約０．
２４、又は約０．０７～約０．２３、又は約０．０８～約０．２２、又は約０．０９～約
０．２１、又は約０．１～約０．２、又は約０．１１～約０．１９、又は約０．１２～約
０．１８、又は約０．１３～約０．１７、又は約０．１４ｍｍ～約０．１６ｍｍの厚さを
有する、クレームＳＰ２１～ＳＰ２２２の何れか１項に記載のチューブ。
【０６４８】
　ＳＰ２２４．管状本体が、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍ、又は約１．６～約４．４、又
は約１．７～約４．３、又は約１．８～約４．２、又は約１．９～約４．１、又は約２～
約４、又は約２．１～約３．９、又は約２．２～約３．８、又は約２．３～約３．７、又
は約２．４～約３．６、又は約２．５～約３．５、又は約２．６～約３．４、又は約２．
７～約３．３、又は約２．８～約３．２、又は約２．９ｍｍ～約３．１ｍｍの内部直径を
有する、クレームＳＰ２１～ＳＰ２２３の何れか１項に記載のチューブ。
【０６４９】
　ＳＰ２２５．管状本体が、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又
は約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～
約４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又
は約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．
８～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの外部直径を有す
る、クレームＳＰ２１～ＳＰ２２４の何れか１項に記載のチューブ。
【０６５０】
　ＳＰ２２６．管状本体が、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレンベースのエラストマ
ー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は通気性熱可塑性ポリウレタン類の１つ又は組
み合わせであり（好ましくはそれから押し出され）、より好ましくはポリマーが、限定は
されないが、ポリオレフィン類、熱可塑性エラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマ
ー、例えば、スチレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性
ポリオレフィンエラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性
エラストマーファミリーなどのポリマー、さらにより好ましくは、約３０～約９０、又は
約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約３
０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約８
０、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい、クレームＳＰ２１～ＳＰ２２５の
何れか１項に記載のチューブ。
【０６５１】
　ＳＰ２２７．内型が、ルーメンに沿って長手方向に離間された複数のリングである、ク
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レームＳＰ２１～ＳＰ２２６の何れか１項に記載のチューブ。
【０６５２】
　ＳＰ２２８．リングがトロイダル形又は円環形である、クレームＳＰ２２７に記載のチ
ューブ。
【０６５３】
　ＳＰ２２９．内型が、互いに連結された１つ以上の個別的な要素である、クレームＳＰ
２１～ＳＰ２２８の何れか１項に記載のチューブ。
【０６５４】
　ＳＰ２３０．内型が、ルーメンに沿って規則的に離間された複数の補強リブを含む、ク
レームＳＰ２１～ＳＰ２２９の何れか１項に記載のチューブ。
【０６５５】
　ＳＰ２３１．各補強リブが、らせん状の補強ワイヤの１つの巻きを含む、クレームＳＰ
２３０に記載のチューブ。
【０６５６】
　ＳＰ２３２．らせん状の補強ワイヤの１つの巻きが、チューブのルーメンの周りの完全
な１回転を含む、クレームＳＰ２３１に記載のチューブ。
【０６５７】
　ＳＰ２３３．らせん状の補強ワイヤの１つの巻きが、内型の隣接する山の間に配置され
たワイヤを含む、クレームＳＰ２３１に記載のチューブ。
【０６５８】
　ＳＰ２３４．管状本体が、ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）（第４版、２０００年６
月１日）に従う屈曲による流れ抵抗の増加試験に合格することにより定義されるとおりの
可撓性を有する、クレームＳＰ２～ＳＰ２３３の何れか１項に記載のチューブ。
【０６５９】
　ＳＰ２３５．チューブの終端部が鼻プロングと一体化され、鼻プロングが、使用者に呼
吸ガスを送達するための鼻インタフェースとして使用者の鼻孔に挿入されるように構成さ
れる、クレームＳＰ２１～ＳＰ２３４の何れか１項に記載のチューブ。
【０６６０】
　ＳＰ２３６．内型がメッシュである、クレームＳＰ２１～ＳＰ２３５の何れか１項に記
載のチューブ。
【０６６１】
　ＳＰ２３７．内型が、チューブ内のガスの加熱又はガスの特性の検知に好適な導線であ
る、クレームＳＰ２１～ＳＰ２３６の何れか１項に記載のチューブ。
【０６６２】
　ＳＰ２３８．内型が導電性であり、好ましくは内型は電気駆動ヒータである、クレーム
ＳＰ２１～ＳＰ２３７の何れか１項に記載のチューブ。
【０６６３】
　ＳＰ２３９．内型が導電性部材又は電気駆動ヒータ又はセンサ（流量又は温度又は湿度
又は圧力センサなど）を含む、クレームＳＰ２１～ＳＰ２３８の何れか１項に記載のチュ
ーブ。
【０６６４】
　ＳＰ２４０．チューブが、ヒータ、より好ましくは電気駆動ヒータ（電熱ワイヤ又は電
熱回路など）をさらに含む、クレームＳＰ２１～ＳＰ２３９の何れか１項に記載のチュー
ブ。
【０６６５】
　ＳＰ２４１．チューブが呼吸チューブである、クレームＳＰ２１～ＳＰ２４０の何れか
１項に記載のチューブ。
【０６６６】
　ＳＰ２４２．内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型のピッチの比が約０．
１０～約０．５０であり、より好ましくは比が約０．２０～約０．３５であり、さらには
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比が約０．２８又は約０．２９である、クレームＳＰ２１～ＳＰ２４１の何れか１項に記
載のチューブ。
【０６６７】
　ＳＰ２４３．内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例えば実際の内
型要素又は部材の直径）の比が約０．０２～約０．１０、さらに好ましくは約０．０５～
約０．０７であり、最も好ましくは比が０．０６である、クレームＳＰ２１～ＳＰ２４２
の何れか１項に記載のチューブ。
【０６６８】
　ＳＰ２４４．外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深さの比が約０．０５～
約０．０９である、クレームＳＰ２１～ＳＰ２４３の何れか１項に記載のチューブ。
【０６６９】
　ＳＰ２４５．管状本体の特性が、チューブに必要な所望の可撓性及び／又は構造的支持
に寄与する、クレームＳＰ２１～ＳＰ２４４の何れか１項に記載のチューブ。
【０６７０】
　ＳＴＭ２１．医療用チュービングの製造方法であって、コーティングに封入された内型
を提供するステップと、内型の周りに管状本体を提供するステップであって、管状本体が
内型を囲い込むルーメンを画定するステップとを含む方法において、管状本体が内型の周
りに提供されることでコーティング及び管状本体の内表面が一体に結着し、内型は封入さ
れたままである、方法。
【０６７１】
　ＳＴＭ２２．内型を提供するステップが、医療用チュービングにおける適用に好適なコ
ーティング内に封入された細長い型を提供するステップと、そのコーティングされた細長
い型から医療用チューブの支持となる内型を製造するステップとを含む、クレームＳＴＭ
２１に記載の方法。
【０６７２】
　ＳＴＭ２３．コーティングされていない細長い型がコーティング材料浴に浸漬されて、
封入コーティングが塗布される、クレームＳＴＭ２２に記載の方法。
【０６７３】
　ＳＴＭ２４．浴が、約１５０℃超の温度の溶融ポリマーグレードを含む、クレームＳＴ
Ｍ２３に記載の方法。
【０６７４】
　ＳＴＭ２５．内型が、細長い型をうず巻き状に巻回してらせん型にすることにより製造
される、クレームＳＴＭ２２～ＳＴＭ２４の何れか１項に記載の方法。
【０６７５】
　ＳＴＭ２６．コーティングされていない細長い型を提供するステップと、医療用チュー
ビングにおける適用に好適なコーティングに細長い型を封入するステップとを含むクレー
ムＳＴＭ２２～ＳＴＭ２５の何れか１項に記載の方法。
【０６７６】
　ＳＴＭ２７．ａ）ルーメン内に（又はルーメンに対して）減圧を加えるステップであっ
て、それにより減圧が管状本体を径方向内側に引き込むステップ、又は
　ｂ）内型を囲い込む管状本体の少なくとも一部分又は一領域に伸展（又は延伸）を加え
るステップであって、それにより伸展（又は延伸）を解除すると、管状本体の伸展された
（又は延伸された）部分又は領域が径方向内側に引き込まれるように戻る（又は引き込ま
れることが可能となる）ステップ、又は
　ｃ）ａ）とｂ）との組み合わせ
を含む、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２６の何れか１項に記載の方法。
【０６７７】
　ＳＴＭ２８．管状本体が、ルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の径方向内
側に引き込まれ、最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画
定して波形チューブを形成する、クレームＳＴＭ２７に記載の方法。
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【０６７８】
　ＳＴＭ２９．管状本体が、押出しにより、又はダイヘッドから材料を押し出すことによ
り提供される、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２８の何れか１項に記載の方法。
【０６７９】
　ＳＴＭ２１０．管状本体が内型の周りに押し出され、管状本体の内面がコーティングの
少なくとも一部に少なくとも部分的に付着又は結着した状態となることが可能な方法で減
圧が加えられ、好ましくはこの減圧により、ルーメンにおける圧力と管状本体の周囲の圧
力との間に差が生じ、より好ましくはルーメン内部の（又はルーメンに供給される）圧力
が、管状本体の周囲の圧力未満である（又は管状本体の周囲の圧力が、ルーメン内部の（
又はルーメンに供給される）圧力より大きい）、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２９の何れ
か１項に記載の方法。
【０６８０】
　ＳＴＭ２１１．管状本体が、コーティングと管状本体との少なくとも一部分を結着させ
る温度で内型の周りに提供される、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２１０の何れか１項に記
載の方法。
【０６８１】
　ＳＴＭ２１２．管状本体が、コーティングと内型とを融着させる温度で内型の周りに提
供される、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２１１の何れか１項に記載の方法。
【０６８２】
　ＳＴＭ２１３．管状本体が、少なくとも部分的にコーティングと融合する、クレームＳ
ＴＭ２１１又はＳＴＭ２１２に記載の方法。
【０６８３】
　ＳＴＭ２１４．管状本体が単一壁の本体である、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２１３の
何れか１項に記載の方法。
【０６８４】
　ＳＴＭ２１５．減圧が、ルーメンの構成体に又はそれに隣接して加えられる、クレーム
ＳＴＭ２１～ＳＴＭ２１４の何れか１項に記載の方法。
【０６８５】
　ＳＴＭ２１６．減圧が、ダイヘッドに又はそれに隣接して加えられる、クレームＳＴＭ
２１５に記載の方法。
【０６８６】
　ＳＴＭ２１７．ルーメンが、押出しダイヘッドから出るときに減圧を受ける、クレーム
ＳＴＭ２１６に記載の方法。
【０６８７】
　ＳＴＭ２１８．管状本体が、細長い型からの内型の製造と同時に押し出される、クレー
ムＳＴＭ２１～ＳＴＭ２１７の何れか１項に記載の方法。
【０６８８】
　ＳＴＭ２１９．そのように形成された管状本体が波形である、クレームＳＴＭ２１～Ｓ
ＴＭ２１８の何れか１項に記載の方法。
【０６８９】
　ＳＴＭ２２０．そのように形成された波形管状本体の山が、内型の最外側周囲により画
定される、クレームＳＴＭ２１９に記載の方法。
【０６９０】
　ＳＴＭ２２１．そのように形成された波形管状本体の谷が、１つ又は複数の内型間で内
側に引き込まれた、管状本体の内側に引き込まれた部分により画定される、クレームＳＴ
Ｍ２９又はＳＴＭ２２０に記載の方法。
【０６９１】
　ＳＴＭ２２２．内型が、管状本体の支持となる骨組又は内部支持構造である、クレーム
ＳＴＭ２１～ＳＴＭ２２１の何れか１項に記載の方法。
【０６９２】
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　ＳＴＭ２２３．内型が、連続的な長さ、１つ若しくは一連の半連続的な長さ又は一連の
離散的な長さである、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２２２の何れか１項に記載の方法。
【０６９３】
　ＳＴＭ２２４．内型　巻きばね又はらせん巻きの要素、らせん巻きの骨組若しくはらせ
ん巻きのリブ、環状ディスク、リング、又は１つ以上の連結リンクにより相互に連結され
た、若しくは相互に連結可能な複数の個別的な支持体の１つ又は組み合わせ、クレームＳ
ＴＭ２１～ＳＴＭ２２３の何れか１項に記載の方法。
【０６９４】
　ＳＴＭ２２５．内型が、そのように形成されたチューブ内部においてルーメンの支持と
なる、又はルーメンを支持している、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２２４の何れか１項に
記載の方法。
【０６９５】
　ＳＴＭ２２６．内型が、約０．４ｍｍ～約２ｍｍ、又は約０．５～約１．９、又は約０
．６～約１．８、又は約０．７～約１．７、又は約０．８～約１．６、又は約０．９～約
１．５、又は約１～約１．４、又は約１．１ｍｍ～約１．３ｍｍの隣接する巻き間のピッ
チを有するらせん巻きの要素を含む、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２２５の何れか１項に
記載の方法。
【０６９６】
　ＳＴＭ２２７．内型が、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、又は
約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１～約
４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、又は
約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２．８
～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの最外側直径を有す
る、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２２６の何れか１項に記載の方法。
【０６９７】
　ＳＴＭ２２８．内型がらせん巻きの要素であり、この要素は、約０．０５ｍｍ～０．３
ｍｍ、又は約０．０６～約０．２９、又は約０．０７～約０．２８、又は約０．０８～約
０．２７、又は約０．０９～約０．２６、又は約０．１～約０．２５、又は約０．１１～
約０．２４、又は約０．１２～約０．２３、又は約０．１３～約０．２４、又は約０．１
４～約０．２３、又は約０．１５～約０．２２、又は約０．１６～約０．２４、又は約０
．１７～約０．２３、又は約０．１８～約０．２２、又は約０．１９ｍｍ～約０．２１ｍ
ｍの直径を有する、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２２７の何れか１項に記載の方法。
【０６９８】
　ＳＴＭ２２９．内型が、医療グレード材料製、好ましくは、好適な材料、好ましくはポ
リマーグレード又はステンレス鋼でコーティングされた医療グレードステンレス鋼製であ
る、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２２８の何れか１項に記載の方法。
【０６９９】
　ＳＴＭ２３０．管状本体が、約０．０５ｍｍ～約０．２５ｍｍ、又は約０．０６～約０
．２４、又は約０．０７～約０．２３、又は約０．０８～約０．２２、又は約０．０９～
約０．２１、又は約０．１～約０．２、又は約０．１１～約０．１９、又は約０．１２～
約０．１８、又は約０．１３～約０．１７、又は約０．１４ｍｍ～約０．１６ｍｍの厚さ
を有する、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２２９の何れか１項に記載の方法。
【０７００】
　ＳＴＭ２３１．管状本体が、約１．５ｍｍ～約４．５ｍｍ、又は約１．６～約４．４、
又は約１．７～約４．３、又は約１．８～約４．２、又は約１．９～約４．１、又は約２
～約４、又は約２．１～約３．９、又は約２．２～約３．８、又は約２．３～約３．７、
又は約２．４～約３．６、又は約２．５～約３．５、又は約２．６～約３．４、又は約２
．７～約３．３、又は約２．８～約３．２、又は約２．９ｍｍ～約３．１ｍｍの内部直径
を有する、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２３０の何れか１項に記載の方法。
【０７０１】



(82) JP 2018-153659 A 2018.10.4

10

20

30

40

50

　ＳＴＭ２３２．管状本体が、約１．６ｍｍ～約４．６ｍｍ、又は約１．７～約４．５、
又は約１．８～約４．４、又は約１．９～約４．３、又は約２～約４．２、又は約２．１
～約４．１、又は約２．２～約４、又は約２．３～約３．９、又は約２．４～約３．８、
又は約２．５～約３．７、又は約２．６～約３．６、又は約２．７～約３．５、又は約２
．８～約３．４、又は約２．９～約３．３、又は約３ｍｍ～約３．２ｍｍの外部直径を有
する、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２３１の何れか１項に記載の方法。
【０７０２】
　ＳＴＭ２３３．管状本体が、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用呼
吸チューブに好適なポリマーである（好ましくはそれから押し出される）、クレームＳＴ
Ｍ２１～ＳＴＭ２３２の何れか１項に記載の方法。
【０７０３】
　ＳＴＭ２３４．管状本体が、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数のポ
リプロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又は複
数の通気性熱可塑性ポリウレタンの任意の１つ以上の１つ又は組み合わせであり（好まし
くはそれから押し出され）、より好ましくはポリマーが、限定はされないが、ポリオレフ
ィン類、熱可塑性エラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレン系
ブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラスト
マー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマーファミリー
などのポリマー、さらにより好ましくは、約３０～約９０、又は約３０～約８０又は約３
０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約３０～約４０、又は約３０
、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約８０、又は約９０のショア
Ａのポリマーであってもよい、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２３３の何れか１項に記載の
方法。
【０７０４】
　ＳＴＭ２３５．減圧が、管状本体が溶融状態、又は半溶融状態又は未硬化状態にある間
に加えられ、好ましくは減圧は約０～約－２バール（絶対）であり、より好ましくは約０
～約－１バール（絶対）、さらにより好ましくは約－０．９バール（絶対）までであり、
なおさらにより好ましくは、かかる減圧は、ルーメンの内部と管状本体の周囲の領域との
圧力差である、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２３４の何れか１項に記載の方法。
【０７０５】
　ＳＴＭ２３６．内型が導電性であり、好ましくは内型は電気駆動ヒータである、クレー
ムＳＴＭ２１～ＳＴＭ２３５の何れか１項に記載の方法。
【０７０６】
　ＳＴＭ２３７．内型が導電性部材又は電気駆動ヒータ又はセンサ（流量又は温度又は湿
度又は圧力センサなど）を含む、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２３６の何れか１項に記載
の方法。
【０７０７】
　ＳＴＭ２３８．チューブが、ヒータ、より好ましくは電気駆動ヒータ（電熱ワイヤ又は
電熱回路など）をさらに含む、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２３７の何れか１項に記載の
方法。
【０７０８】
　ＳＴＭ２３９．そのように形成された管状本体が、ＩＳＯ　５３６７：２０００（Ｅ）
（第４版、２０００年６月１日）に従う屈曲による流れ抵抗の増加試験に合格することに
より定義されるとおりの可撓性を有する、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２３８の何れか１
項に記載の方法。
【０７０９】
　ＳＴＭ２４０．医療用チュービングが呼吸チューブである、クレームＳＴＭ２１～ＳＴ
Ｍ２３９の何れか１項に記載の方法。
【０７１０】
　ＳＴＭ２４１．チューブが、少なくとも１つのらせん状の補強要素を管状本体と共に共



(83) JP 2018-153659 A 2018.10.4

10

20

30

40

50

押出しすることにより形成され、管状本体が連続的な壁を有する、クレームＳＴＭ２１～
ＳＴＭ２４０の何れか１項に記載の方法。
【０７１１】
　ＳＴＭ２４２．押し出された管状本体のルーメン領域に真空が加えられ、それにより、
連続的な壁が内型の周りに波形を形成する、クレームＳＴＭ２４１に記載の方法。
【０７１２】
　ＳＴＭ２４３．押し出される連続的な壁が単一の壁である、クレームＳＴＭ２４１又は
ＳＴＭ２４２に記載の方法。
【０７１３】
　ＳＴＭ２４４．内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型のピッチの比が約０
．１０～約０．５０であり、より好ましくは比が約０．２０～約０．３５であり、さらに
は比が約０．２８又は約０．２９である、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２４３の何れか１
項に記載のチューブ。
【０７１４】
　ＳＴＭ２４５．内型の外側直径（例えば最外側直径）に対する内型直径（例えば実際の
内型要素又は部材の直径）の比が約０．０２～約０．１０、さらに好ましくは約０．０５
～約０．０７であり、最も好ましくは比が０．０６である、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ
２４４の何れか１項に記載のチューブ。
【０７１５】
　ＳＴＭ２４６．外部（すなわち外側）チューブ直径に対する波形深さの比が約０．０５
～約０．０９である、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２４５の何れか１項に記載のチューブ
。
【０７１６】
　ＳＴＭ２４７．管状本体の特性が、チューブに必要な所望の可撓性及び／又は構造的支
持に寄与する、クレームＳＴＭ２１～ＳＴＭ２４６の何れか１項に記載のチューブ。
【０７１７】
　ＳＴ３１．管状本体であって、本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本
体と、ルーメン内に囲い込まれ、且つ管状本体の支持となる内型とを含む医療用チューブ
。
【０７１８】
　ＳＴ３２．内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を
画定する、クレームＳＴ３１に記載のチューブ。
【０７１９】
　ＳＴ３３．内型がコーティングに封入され、コーティングが内型を管状本体に固定する
、クレームＳＴ３１又はＳＴ３２に記載のチューブ。
【０７２０】
　ＳＴＭ３１．医療用チュービングの製造方法であって、
　内型を提供するステップ、内型の周りに管状本体を提供するステップであって、管状本
体が内型を囲い込むルーメンを画定するステップと、ｉ）ルーメン内に（又はルーメンに
対して）減圧を加えるステップ、又はｉｉ）内型を囲い込む管状本体の少なくとも一部分
又は一領域に伸展（又は延伸）を加えるステップ、又はｉｉｉ）ｉ）とｉｉ）との組み合
わせとを含む方法。
【０７２１】
　ＳＴＭ３２．より大きい減圧又はより大きい伸展（又は延伸）又はこれらの双方の組み
合わせが加えられることにより、より大きい減圧が加えられると、又は伸展（又は延伸）
が解除されると、又はその双方で、管状本体の長さに沿ったルーメンの及び内型により画
定される最外側周囲の径方向内側に管状本体が引き込まれ、次に内型の最外側周囲が交互
に並ぶ複数の山及び谷を画定する、クレームＳＴＭ３１に記載の方法。
【０７２２】
　ＳＴＭ３３．内型がコーティングに封入され、管状本体が内型の周りに提供されること
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でコーティング及び管状本体の内表面が一体に結着し、内型は封入されたままである、ク
レームＳＴＭ３１又はＳＴＭ３２に記載の方法。
【０７２３】
　ＴＡ１．使用者インタフェース及び／又は使用者インタフェースチュービング用の固定
システムであって、
　使用者側とインタフェース側とを有する、固定範囲を画定する皮膚パッチであって、皮
膚パッチの使用者側が、使用者の皮膚に貼り付けられ又は接着されるように構成される、
皮膚パッチと、固定用パッチであって、固定用パッチの少なくとも一部が、使用者インタ
フェース及び／又は関連する使用者インタフェースチュービングを覆って延在するように
構成され、且つ皮膚パッチの使用者インタフェース側に固着されることにより使用者イン
タフェースを使用者に固定する、固定用パッチとを含む固定システムにおいて、固定用パ
ッチ及び皮膚パッチが、好適な又は適合性のある使用者インタフェースと共に固定システ
ムを患者に適用したときに、固定用パッチが皮膚パッチの固定範囲の中に入り得る又はそ
の固定範囲に囲まれ得るように構成される、固定システム。
【０７２４】
　ＴＡ２．皮膚パッチの表面積が固定用パッチの表面積と同じか、又はそれより大きい、
クレームＴＡ１に記載の固定システム。
【０７２５】
　ＴＡ３．固定パッチが、使用者インタフェース及び／又は関連する使用者インタフェー
スチュービングの幾何学的な又は他の特徴に適応するように付形され、又は他の方法で構
成される、クレームＴＡ１又はＴＡ２に記載の固定システム。
【０７２６】
　ＴＡ４．固定パッチが少なくとも１つのウィングを有する、クレームＴＡ１～ＴＡ３の
何れか１項に記載の固定システム。
【０７２７】
　ＴＡ５．固定パッチがパッチの一端に配置された一対のウィングを有し、これらのウィ
ングが、使用者インタフェース及び／又は関連する使用者インタフェースチュービングの
両側で皮膚パッチに固定されるように構成される、クレームＴＡ１～ＴＡ４の何れか１項
に記載の固定システム。
【０７２８】
　ＴＡ６．固定パッチがチューブ端ウィングを有し、チューブ端ウィングが使用者インタ
フェースチュービングの下側に延在するように、又は延在させるために、且つ皮膚パッチ
に固着するように構成される、クレームＴＡ１～ＴＡ５の何れか１項に記載の固定システ
ム。
【０７２９】
　ＴＡ７．皮膚パッチの使用者側が、皮膚パッチを使用者の皮膚に貼り付ける又は接着す
る皮膚に優しい接着剤（例えば親水コロイドなど）を有する、クレームＴＡ１～ＴＡ６の
何れか１項に記載の固定システム。
【０７３０】
　ＴＡ８．皮膚パッチが、表面が使用者の皮膚にわたって貼り付けの圧力又は接着力を分
散させるのに十分な面積の表面を有する、クレームＴＡ１～ＴＡ７の何れか１項に記載の
固定システム。
【０７３１】
　ＴＡ９．皮膚パッチが、使用者の顔面に貼り付く又は接着するように構成される、クレ
ームＴＡ１～ＴＡ８の何れか１項に記載の固定システム。
【０７３２】
　ＴＡ１０．皮膚パッチが、使用者の上唇及び／又は頬に隣接して使用者の顔面に貼り付
く又は接着するように構成される、クレームＴＡ１～ＴＡ９の何れか１項に記載の固定シ
ステム。
【０７３３】
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　ＴＡ１１．固定システムが、鼻カニューレ及び／又は関連するチュービングを受け入れ
る及び／又は固定するように構成され、チュービングは使用者の顔面の片側又は両側から
延在する、クレームＴＡ１～ＴＡ１０の何れか１項に記載の固定システム。
【０７３４】
　ＴＡ１２．固定システムが、乳児又は新生児で使用するように構成される、クレームＴ
Ａ１～ＴＡ１１の何れか１項に記載の固定システム。
【０７３５】
　ＴＡ１３．固定システムが、ＣＯＭ１～ＣＯＭ１７、又はＣＯＭＭ１１～ＣＯＭＭ１９
、又はＣＯＭ２１～ＣＯＭ２１６の何れか１項以上によりさらに定義されるとおりのカニ
ューレと共に使用するように構成される、クレームＴＡ１～ＴＡ１２の何れか１項に記載
の固定システム。
【０７３６】
　ＴＡ１４．固定システムが、ＳＰ１～ＳＰ３８、又はＳＰ２１～ＳＰ２４１、又はＳＴ
３１～ＳＴ３３の何れか１項以上により定義されるとおりのチューブと共に使用するよう
に構成される、クレームＴＡ１～ＴＡ１３の何れか１項に記載の固定システム。
【０７３７】
　ＣＯＭ１．使用者の鼻孔に挿入されるように構成された１つ又は複数のガスの出口と、
１つ又は複数のガスの出口に流体連結された１つ又は複数のガスの入口とを有する少なく
とも１つの鼻プロングと、１つ又は複数のガスの波形デリバリーチューブであって、チュ
ーブが、ルーメンを画定する管状本体と、ルーメン内に囲い込まれる内型とを含み、内型
が管状本体の支持となり、内型の最外側周囲が管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の
山及び谷を画定する、チューブとを含む鼻カニューレ装置において、鼻プロングの１つ又
は複数のガスの入口がチューブの終端部と一体形成され、それによりチューブルーメンが
鼻プロングの１つ又は複数のガスの出口に流体連結する、鼻カニューレ。
【０７３８】
　ＣＯＭ２．鼻プロングが、実質的に使用者の鼻又は鼻孔の内部と解剖学的に一致するよ
うに付形される、クレームＣＯＭ１に記載の鼻カニューレ。
【０７３９】
　ＣＯＭ３．鼻プロングが、使用者の中隔を避けるように湾曲しているか、又は他の方法
で付形若しくは構成されている、クレームＣＯＭ１又はＣＯＭ２に記載の鼻カニューレ。
【０７４０】
　ＣＯＭ４．鼻カニューレが、好ましくは使用者の鼻孔におけるプロングの安定化材とし
て、使用者の顔面に載せるように構成された実質的に平面的な又は扁平な又は異形輪郭の
バッキング材を有する、クレームＣＯＭ１～ＣＯＭ３の何れか１項に記載の鼻カニューレ
。
【０７４１】
　ＣＯＭ５．１つ以上のリブがバッキング材の前面とカニューレとの間に延在し、リブは
、カニューレを使用者の顔面に留め付ける又は貼り付けるために用いられるテープ又は他
の好適な保持具用の接触面を提供し、好ましくはテープは接着部分を含むか、又は接着テ
ープ若しくはコンタクト接着テープである、クレームＣＯＭ４に記載の鼻カニューレ。
【０７４２】
　ＣＯＭ６．２つの鼻プロングが、単一の波形デリバリーチューブと一体形成される、ク
レームＣＯＭ１～ＣＯＭ５の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７４３】
　ＣＯＭ７．カニューレが一対の鼻プロングを含み、各プロングが、一対の１つ又は複数
のガスのデリバリーチューブの終端部と一体形成されるか、又はそれに取り付けられ（若
しくは取り付け可能であり）、又はそれに連結され（若しくは連結可能であり）得る、ク
レームＣＯＭ１～ＣＯＭ６の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７４４】
　ＣＯＭ８．カニューレ装置が、ポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用



(86) JP 2018-153659 A 2018.10.4

10

20

30

40

50

呼吸チューブに好適な１つ又は複数のポリマーで形成される、クレームＣＯＭ１～ＣＯＭ
７の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７４５】
　ＣＯＭ９．カニューレ装置が、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数の
ポリプロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又は
複数の通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミド類の任意の１つ以上の１つ又
は組み合わせで形成され、より好ましくはポリマーが、限定はされないが、ポリオレフィ
ン類、熱可塑性エラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレン系ブ
ロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマ
ー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマーファミリーな
どのポリマー、さらにより好ましくは、約３０～約９０、又は約３０～約８０又は約３０
～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約３０～約４０、又は約３０、
又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約８０、又は約９０のショアＡ
のポリマーであってもよい、クレームＣＯＭ１～ＣＯＭ８の何れか１項に記載の鼻カニュ
ーレ。
【０７４６】
　ＣＯＭ１０．クレームＣＯＭ１～ＣＯＭ９の何れか１項に記載の一対の鼻カニューレを
含む使用者インタフェース。
【０７４７】
　ＣＯＭ１１．各鼻カニューレの鼻プロングが互いに隣接して配置され、それぞれのデリ
バリーチューブが鼻プロングから離れる方に反対方向に延在する、クレームＣＯＭ３に記
載の使用者インタフェース。
【０７４８】
　ＣＯＭ１２．ハーネスをさらに含む、クレームＣＯＭ４に記載の使用者インタフェース
であって、ハーネスが鼻カニューレの間に延在し、且つそれらを結合する、使用者インタ
フェース。
【０７４９】
　ＣＯＭ１３．チューブが呼吸チューブである、クレームＣＯＭ１～ＣＯＭ１２の何れか
１項に記載の鼻カニューレ。
【０７５０】
　ＣＯＭ１４．チューブが、ＳＰ１～ＳＰ３８、又はＳＰ２１～ＳＰ２４１、又はＳＴ３
１～ＳＴ３３の何れか１項以上により定義されるとおりである、クレームＣＯＭ１～ＣＯ
Ｍ１３の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７５１】
　ＣＯＭ１５．チューブが、カニューレの片側（例えば左側又は右側）から鼻プロング（
又は双方のプロング）のガス入口に接続される、クレームＣＯＭ１～ＣＯＭ１４の何れか
１項に記載の鼻カニューレ。
【０７５２】
　ＣＯＭ１６．チューブが、カニューレの両側（例えば左側及び右側の双方）から鼻プロ
ングのガス入口に接続される、クレームＣＯＭ１～ＣＯＭ１４の何れか１項に記載の鼻カ
ニューレ。
【０７５３】
　ＣＯＭ１７．カニューレが乳児（ｉｎａｎｔ）（又は新生児）用の鼻カニューレである
、クレームＣＯＭ１～ＣＯＭ１６の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７５４】
　ＣＯＭＭ１１．鼻カニューレの製造方法であって、内型を提供するステップと、内型の
周りに管状本体を押し出すステップであって、管状本体が内型を囲い込むルーメンを画定
するステップと、それに鼻カニューレを取り付けるステップとを含む方法。
【０７５５】
　ＣＯＭＭ１２．ｉ）ルーメン内に（又はルーメンに対して）減圧を加えるステップであ
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って、それにより減圧がルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の径方向内側に
管状本体を引き込み、内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山
及び谷を画定する、ステップ、又は
　ｉｉ）内型を囲い込む管状本体の少なくとも一部分又は一領域に伸展（又は延伸）を加
えるステップであって、それにより伸展（又は延伸）を解除すると、管状本体の伸展され
た（又は延伸された）部分又は領域がルーメンの及び内型により画定される最外側周囲の
径方向内側に引き込まれるように戻り（又は引き込まれることが可能となり）、最外側周
囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷を画定する、ステップ、又は
　ｉｉｉ）ｉ）とｉｉ）との組み合わせ
をさらに含む、ＣＯＭＭ１１に記載の方法。
【０７５６】
　ＣＯＭＭ１３．管状本体の終端部の上に鼻プロングをオーバーモールドするステップを
含む、クレームＣＯＭＭ１１又はＣＯＭＭ１２に記載の方法。
【０７５７】
　ＣＯＭＭ１４．管状本体によりそのように形成されたチューブの終端部が、鼻カニュー
レのモールディング又は成形用のモールド又はフォームに置かれ、好ましくはモールド又
はフォームは閉じられ、及び鼻カニューレが、チューブのその又はある終端部の上にオー
バーモールド又は成形される、クレームＣＯＭＭ１１～ＣＯＭＭ１３の何れか１項に記載
の方法。
【０７５８】
　ＣＯＭＭ１５．鼻カニューレがポリマー、例えば熱可塑性ポリマー、好ましくは医療用
呼吸チューブに好適なポリマーである、クレームＣＯＭＭ１１～ＣＯＭＭ１４の何れか１
項に記載の方法。
【０７５９】
　ＣＯＭＭ１６．鼻カニューレが、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数
のポリプロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又
は複数の通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミド類の任意の１つ以上の１つ
又は組み合わせから成形され、より好ましくはポリマーは、限定はされないが、ポリオレ
フィン類、熱可塑性エラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は通気性熱可塑
性エラストマー、例えば、スチレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、
又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーな
どの熱可塑性エラストマーファミリーなどのポリマー、さらにより好ましくは、約３０～
約９０、又は約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約
５０又は約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７
０、又は約８０、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい、クレームＣＯＭＭ１
１～ＣＯＭＭ１５の何れか１項に記載の方法。
【０７６０】
　ＣＯＭＭ１７．管状本体が通気性チューブであるか、又は１つ又は複数の通気性熱可塑
性ポリウレタン若しくは通気性ポリアミド類などの通気性材料で形成され、若しくはそれ
から形成される、クレームＣＯＭＭ１１～ＣＯＭＭ１６の何れか１項に記載の方法。
【０７６１】
　ＣＯＭＭ１８．鼻カニューレモールドが提供され、このモールドは、管状本体の製造に
よりそのように形成されたチューブの終端部を受け入れ可能であり、従ってモールド設備
を稼働させると鼻カニューレがモールドされ、その一部はチューブ終端部にオーバーモー
ルドされる、クレームＣＯＭＭ１１～ＣＯＭＭ１７の何れか１項に記載の方法。
【０７６２】
　ＣＯＭＭ１９．鼻カニューレによって作製される鼻カニューレ装置が、管状本体の製造
によりそのように形成されたチューブの終端部と流体連通している、クレームＣＯＭＭ１
１～ＣＯＭＭ１８の何れか１項に記載の方法。
【０７６３】
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　ＣＯＭ２１．使用者の鼻孔に挿入されるように構成された１つ又は複数のガスの出口と
、１つ又は複数のガスの出口に流体連結された１つ又は複数のガスの入口とを有する少な
くとも１つの鼻プロングと、１つ又は複数のガスのデリバリーチューブであって、ルーメ
ンを画定する管状本体と、ルーメン内に囲い込まれた内型であって、管状本体の支持とな
る内型とを含むチューブとを含む鼻カニューレ装置において、鼻プロングの１つ又は複数
のガスの入口がチューブの終端部と一体形成され、それによりチューブルーメンが鼻プロ
ングの１つ又は複数のガスの出口に流体連結する、鼻カニューレ。
【０７６４】
　ＣＯＭ２２．内型の最外側周囲が、管状本体の長さに沿って交互に並ぶ複数の山及び谷
を画定するクレームＣＯＭ２１に記載の鼻カニューレ。
【０７６５】
　ＣＯＭ２３．プロングが、使用者の鼻孔の解剖学的湾曲に従うように付形される、クレ
ームＣＯＭ２１又はＣＯＭ２２に記載の鼻カニューレ。
【０７６６】
　ＣＯＭ２４．鼻プロングが、使用者の中隔を避けるように湾曲しているか、又は他の方
法で付形若しくは構成されている、クレームＣＯＭ２１～ＣＯＭ２３の何れか１項に記載
の鼻カニューレ。
【０７６７】
　ＣＯＭ２５．鼻カニューレが、好ましくは使用者の鼻孔におけるプロングの安定化材と
して、使用者の顔面に載せるように構成された異形輪郭のバッキング材又は接顔パッドを
有する、クレームＣＯＭ２１～ＣＯＭ２４の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７６８】
　ＣＯＭ２６．１つ以上のリブが、バッキング材又は接顔パッド（ｆａｃｉａｌ　ｐａｓ
）の前面とカニューレとの間に延在し、リブは、カニューレを使用者の顔面に留め付ける
又は貼り付けるために用いられるテープ又は他の好適な保持具用の接触面を提供し、好ま
しくはテープは接着部分を含むか、又は接着テープ若しくはコンタクト接着テープである
、クレームＣＯＭ２５に記載の鼻カニューレ。
【０７６９】
　ＣＯＭ２７．２つの鼻プロングが、単一の波形デリバリーチューブと一体形成される、
クレームＣＯＭ２１～ＣＯＭ２６の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７７０】
　ＣＯＭ２８．カニューレ装置が、液体シリコンゴム又はポリマー、例えば熱可塑性ポリ
マー、好ましくは医療用呼吸チューブに好適な１つ又は複数のポリマーで形成される、ク
レームＣＯＭ２１～ＣＯＭ２７の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７７１】
　ＣＯＭ２９．カニューレ装置が、１つ又は複数の熱可塑性エラストマー、１つ又は複数
のポリプロピレンベースのエラストマー、１つ又は複数の液体シリコンゴム、又は１つ又
は複数の通気性熱可塑性ポリウレタンの任意の１つ以上の１つ又は組み合わせで形成され
、より好ましくはポリマーが、限定はされないが、ポリオレフィン類、熱可塑性エラスト
マー、通気性ポリエステルエラストマー、又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、ス
チレン系ブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィン
エラストマー若しくは熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマーフ
ァミリー、通気性ポリエステルエラストマーなどのポリマー、さらにより好ましくは、約
３０～約９０、又は約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３
０～約５０又は約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又
は約７０、又は約８０、又は約９０のショアＡのポリマーであってもよい、クレームＣＯ
Ｍ２１～ＣＯＭ２８の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７７２】
　ＣＯＭ２１０．クレームＣＯＭ２２１～ＣＯＭ２９の何れか１項に記載の一対の鼻カニ
ューレを含む使用者インタフェース。
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【０７７３】
　ＣＯＭ２１１．鼻プロングが互いに隣接して配置され、それぞれのデリバリーチューブ
が鼻プロングから離れる方に反対方向に延在する、クレームＣＯＭ２１０に記載の使用者
インタフェース。
【０７７４】
　ＣＯＭ２１２．ハーネスをさらに含む、クレームＣＯＭ２１１に記載の使用者インタフ
ェースであって、ハーネスは鼻カニューレの間に延在し、且つそれらを結合する、使用者
インタフェース。
【０７７５】
　ＣＯＭ２１３．チューブが呼吸チューブである、クレームＣＯＭ２１～ＣＯＭ２１２の
何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７７６】
　ＣＯＭ２１４．チューブが、ＳＰ１～ＳＰ３８、又はＳＰ２１～ＳＰ２４１、又はＳＴ
３１～ＳＴ３３の何れか１項以上により定義されるとおりである、クレームＣＯＭ２１～
ＣＯＭ２１３の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７７７】
　ＣＯＭ２１５．チューブが、ＳＰＭ１１～ＳＰＭ１３３、又はＳＴＭ２１～ＳＴＭ２４
３、又はＳＴＭ３１～ＳＴＭ３３の何れか１項以上により定義されるとおりの方法により
製造される、クレームＣＯＭ２１～ＣＯＭ２４の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７７８】
　ＣＯＭ２１６．プロングがチューブに糊着されるか、又は他の方法で接着される、クレ
ームＣＯＭ２１～ＣＯＭ２１５の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７７９】
　ＰＷＬ１．使用者の鼻孔に挿入されるように構成されたガス出口と、ガス出口に流体連
結されたガス入口とを有する少なくとも１つの鼻プロングを含む鼻カニューレ装置であっ
て、少なくとも１つの鼻プロングがバッキング材を含み、バッキング材が使用者の顔面に
載せるように構成される鼻カニューレにおいて、バッキング材の後表面の周囲の少なくと
も一部の周りにリップが延在し、後表面が、使用者インタフェースパッチを受け入れる又
は保持するように構成され、従って使用時、使用者インタフェースパッチを、使用者の顔
面に固着された皮膚パッチに、又はそのような皮膚パッチと、解除自在に取り付け可能又
は連結可能にし得る、鼻カニューレ。
【０７８０】
　ＰＷＬ２．リップが遮断壁である、クレームＰＷＬ１に記載の鼻カニューレ。
【０７８１】
　ＰＷＬ３．リップが変形可能である、クレームＰＷＬ１又はＰＷＬ２に記載の鼻カニュ
ーレ。
【０７８２】
　ＰＷＬ４．リップが、バッキング材に関連するプロングに実質的に隣接する領域の少な
くとも周囲にわたり延在する、クレームＰＷＬ１～ＰＷＬ３の何れか１項に記載の鼻カニ
ューレ。
【０７８３】
　ＰＷＬ５．リップが、一連の１つ以上の個別のリップである、クレームＰＷＬ１～ＰＷ
Ｌ３の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７８４】
　ＰＷＬ６．１つ以上の個別のリップがリップ部分に隣接し、又はそれと接合しているか
若しくは重なっている、クレームＰＷＬ５に記載の鼻カニューレ。
【０７８５】
　ＰＷＬ７．リップが、バッキング材の後表面の周囲にわたり延在する無端のリップであ
る、クレームＰＷＬ１～ＰＷＬ６の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７８６】
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　ＰＷＬ８．使用時、リップが、バッキング材の後表面と使用者インタフェースパッチの
カニューレ側を向く表面との間に、実質的に流体（又は液体）シール、又は流体（又は液
体）遮断壁を形成する、クレームＰＷＬ１～ＰＷＬ７の何れか１項に記載の鼻カニューレ
。
【０７８７】
　ＰＷＬ９．バッキング材が、使用者の顔面に載せるように構成された実質的に平面的な
又は扁平な又は異形輪郭（予め成形された曲面など）のバッキング材である、クレームＰ
ＷＬ１～ＰＷＬ８の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７８８】
　ＰＷＬ１０．バッキング材が、使用者の１つ又は複数の鼻孔における１つ又は複数のプ
ロングの安定化材として働く、クレームＰＷＬ１～ＰＷＬ９の何れか１項に記載の鼻カニ
ューレ。
【０７８９】
　ＰＷＬ１１．少なくとも１つのバッキング材が、少なくとも１つの鼻プロングから横方
向外側に、使用者の中隔から離れる方に延在する、クレームＰＷＬ１～ＰＷＬ１０の何れ
か１項に記載の鼻カニューレ。
【０７９０】
　ＰＷＬ１２．カニューレが、ＣＯＭ１～ＣＯＭ１７、又はＣＯＭＭ１１～ＣＯＭＭ１９
、又はＣＯＭ２１～ＣＯＭ２１６の何れか１項以上によりさらに定義される、クレームＰ
ＷＬ１～ＰＷＬ１１の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７９１】
　ＰＷＬ１３．カニューレが、ＴＡ１～ＴＡ１４の何れか１項以上により定義されるとお
りの固定システムと共に機能する、クレームＰＷＬ１～ＰＷＬ１２の何れか１項に記載の
鼻カニューレ。
【０７９２】
　ＰＷＬ１４．ＷＰ１～ＷＰ１５の何れか１項以上により定義されるとおりのバッキング
材の後表面上に受け入れ可能又は保持可能な使用者インタフェースパッチ、クレームＰＷ
Ｌ１～ＰＷＬ１３の何れか１項に記載の鼻カニューレ。
【０７９３】
　ＰＷＬ１５．カニューレのガス入口が、ＳＰ１～ＳＰ３８、ＳＰＭ１１～ＳＰＭ１３３
、ＳＰ２１～ＳＰ２４１、ＳＴＭ２１～ＳＴＭ２４３、ＳＴ３１～ＳＴ３３、ＳＴＭ３１
～ＳＴＭ３３の何れか１項以上により定義されるとおりのチューブに又はそのようなチュ
ーブと流体連結される、クレームＰＷＬ１～ＰＷＬ１４の何れか１項に記載の鼻カニュー
レ。
【０７９４】
　ＰＷＬ１６．少なくとも１つ又は複数のリップが疎水性である、クレームＰＷＬ１～Ｐ
ＷＬ１５の何れか１項に記載のインタフェース。
【０７９５】
　ＰＷＬ１７．少なくとも１つ又は複数のリップが、少なくとも１つの外周囲リップ部分
と、少なくとも１つの内周囲リップ部分とを含み、前記リップの各々は使用者の顔面との
接触のために提供される、クレームＰＷＬ１～ＰＷＬ１６の何れか１項に記載のインタフ
ェース。
【０７９６】
　ＷＰ１．解除自在なファスナの一部分が、その表面にわたり分散した機械的ファスナを
支持する基材部分を含み、基材部分が、可撓性であるが実質的に非延伸性であり、基材部
分が、少なくとも１つのスリット又は少なくとも１つのスロットにより複数の範囲に分割
され、従って基材の分割された別々の部分が独立して屈曲することにより、基材が下側に
ある複雑な湾曲面に実質的に一致し得る。
【０７９７】
　ＷＰ２．基材部分が、共に基材部分を蛇行状本体に分割する複数のスリット又はスロッ



(91) JP 2018-153659 A 2018.10.4

10

20

30

40

50

ト又はその双方を含む、ＷＰ１に記載の固定システム。
【０７９８】
　ＷＰ３．スリット及び／又はスロットが、少なくとも１組のスリット又はスロットの第
１のセットが基材の一方の縁部から基材内に延在し、且つスリット又はスロットの第２の
セットが基材の他方の縁部から基材内に延在するように基材に配置され、あるセットのス
リット又はスロットが、他方のセットのスリット又はスロットと交互に配置され、従って
スリット又はスロットと交わることなく一方の端部からもう一方の端部に至る基材部分に
沿った経路が、それらの端部間の直線より大幅に長いジグザグ又は蛇行状の経路に従わな
ければならない、クレームＷＰ２に記載の固定システム。
【０７９９】
　ＷＰ４．複数のスリット又はスロットのうちのあるスリット又はスロットが湾曲してい
る、クレームＷＰ１～ＷＰ３の何れか１項に記載の固定システム。
【０８００】
　ＷＰ５．スリット又はスロットの複数が湾曲しており、湾曲したスリット又はスロット
が実質的に平行に配置される、クレームＷＰ１～ＷＰ３の何れか１項に記載の固定システ
ム。
【０８０１】
　ＷＰ６．スリット又はスロットが、基材部分の縁部から延び込むヘリングボーンのパタ
ーンに配置される、クレームＷＰ１～ＷＰ３の何れか１項に記載の固定システム。
【０８０２】
　ＷＰ７．基材が、蛇行状のスリット又はスロットにより分離された部分に分割される、
クレームＷＰ１に記載の固定システム。
【０８０３】
　ＷＰ８．基材部分が、うず巻き状のスリット又はスロットにより部分に分割される、ク
レームＷＰ１に記載の固定システム。
【０８０４】
　ＷＰ９．基材部分が、実質的に同心円に配置されたスリット又はスロットにより小部分
に分割される、クレームＷＰ１に記載の固定システム。
【０８０５】
　ＷＰ１０．同心円の中心がほぼ基材部分の中心にある、クレームＷＰ９に記載の固定シ
ステム。
【０８０６】
　ＷＰ１１．スリット又はスロットが基材部分を複数の島に分割し、各々が隣接する１つ
又は複数の島に細いブリッジによりつなぎ合わされる、クレームＷＰ１に記載の固定シス
テム。
【０８０７】
　ＷＰ１２．基材部分が、Ｓ字型スリットにより部分に分割される、クレームＷＰ１に記
載の固定システム。
【０８０８】
　ＷＰ１３．基材部分が、Ｔ字型スリットにより部分に分割される、クレームＷＰ１に記
載の固定システム。
【０８０９】
　ＷＰ１４．基材部分が、皮膚パッチの範囲の少なくとも７０％に及ぶ、クレームＷＰ１
～ＷＰ１３の何れか１項に記載の固定システム。
【０８１０】
　ＷＰ１５．基材の周囲を囲む最短経路を画定する境界について、基材部分が境界内の範
囲の少なくとも８０％に及ぶ、クレームＷＰ１～ＷＰ１４の何れか１項に記載の固定シス
テム。
【０８１１】
　ＷＰ１６．システムが、ＴＡ１～ＴＡ１４の固定システムの何れか１項以上、又はＣＯ
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Ｍ１～ＣＯＭ１７のカニューレ、又はＰＷＬ１～ＰＷＬ１７のカニューレ、又はチューブ
ＳＰ１～ＳＰ３８若しくはＳＰ２１～ＳＰ２４１若しくはＳＴ３１～ＳＴ３３と併せて利
用され得る、クレームＷＰ１～ＷＰ１５の何れか１項に記載の固定システム。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】
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【図１１】 【図１２】
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【図１８】 【図１９】
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【図２２】 【図２３】

【図２４Ａ】

【図２４Ｂ】

【図２５Ａ】

【図２５Ｂ】

【図２５Ｃ】



(97) JP 2018-153659 A 2018.10.4

【図２５Ｄ】
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【図２６Ｂ】
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【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】
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【図３６Ｅ】

【図３６Ｆ】

【図３６Ｇ】

【図３６Ｈ】

【図３６Ｉ】
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【図３６Ｍ】

【図３６Ｎ】

【図３６Ｏ】

【図３６Ｐ】

【図３６Ｑ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月8日(2018.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状本体であって、前記本体の開口終端部の間に延在するルーメンを画定する本体と、
　前記ルーメン内に囲い込まれ、且つ前記管状本体の支持となる内型と、
　前記内型を封入するコーティングであって、前記内型を前記管状本体に固定するコーテ
ィングと
を含む医療用呼吸チューブ。
【手続補正書】
【提出日】平成30年7月4日(2018.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鼻カニューレ装置であって、少なくとも１つの鼻プロングであって、使用者の鼻孔に挿
入されるように構成されたガス出口と、前記ガス出口に流体連結されたガス入口とを有す
るプロングを備え、
　前記少なくとも１つの鼻プロングがバッキング材を有し、前記バッキング材が使用者の
顔面に載せられるように構成され、
　前記バッキング材の後表面の周囲の少なくとも一部の周りにリップが延び、前記後表面
は、前記使用者インタフェースパッチを受け入れる又は保持するように構成され、使用時
、前記使用者インタフェースパッチが、使用者の顔面に固着された皮膚パッチに、又は前
記皮膚パッチと、解除自在に取り付け可能又は連結可能である、
　ことを特徴とする鼻カニューレ装置。
【請求項２】
　前記リップが遮断壁である、
　請求項１に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項３】
　前記リップが変形可能である、
　請求項１又は２に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項４】
　前記リップが、前記バッキング材に関連するプロングに実質的に隣接する領域の少なく
とも周囲に延びる、
　請求項１～３の何れか１項に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項５】
　前記リップが、前記バッキング材の前記後表面の周囲に延びる無端のリップである、
　請求項１～４の何れか１項に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項６】
　前記リップが、一連の１または２以上の個別のリップである、
　請求項１～５の何れか１項に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項７】
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　前記１または２以上の個別のリップがリップ部分に隣接し、又はそれと接合しているか
若しくは重なっている、
　請求項６に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項８】
　使用時、前記リップが、前記バッキング材の前記後表面と前記使用者インタフェースパ
ッチのカニューレ側を向く表面との間に流体シール、又は流体遮断壁を実質的に形成する
、
　請求項１～７の何れか１項に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項９】
　前記バッキング材が、使用者の顔面に載せるように構成された実質的に平面的な又は扁
平な又は異形輪郭（予め成形された曲面など）のバッキング材である、
　請求項１～８の何れか１項に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項１０】
　前記バッキング材が、使用者の１つ又は複数の鼻孔における１つ又は複数の前記プロン
グの安定化材として働く、
　請求項１～９の何れか１項に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのバッキング材が、前記少なくとも１つの鼻プロングから横方向外
側に、使用者の中隔から離れる方に延びる、
　請求項１～１０の何れか１項に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つ又は複数のリップが疎水性である、
　請求項１～１１の何れか１項に記載の鼻カニューレ装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つ又は複数のリップが、少なくとも１つの外周囲リップ部分と、少な
くとも１つの内周囲リップ部分とを含み、前記リップの各々は使用者の顔面との接触のた
めに提供される、
　請求項１～１２の何れか１項に記載の鼻カニューレ装置。
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